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建設経済委員会・分科会次第 

 

日時：2024 年３月 18 日(月) 9:30 ～ 

場所：第３委員会室 

 

１ 開  会 

 

 

２ 委員長あいさつ 

 

 

３ 協議事項 

⑴ 付託案件の審査について 

   ～別紙付託分類表及び審査日程表のとおり～ 

   ※報告事項（環境経済課） 

 

 ⑵ 意見・要望のまとめ 

 

 

４ その他 

 

 

５ 閉  会 



令和６年第１回豊岡市議会（定例会）議案付託分類表 

 

 

【建設経済委員会 】 

  第５号議案 市道路線の廃止について 

  第６号議案 市道路線の認定について 

  第７号議案 工事請負契約の締結について 

  第11号議案 豊岡市公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定

について 

  第12号議案 豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制

定について 

  第14号議案 豊岡市集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

  第20号議案 令和５年度豊岡市太陽光発電事業特別会計補正予算（第５号） 

  第21号議案 令和５年度豊岡市水道事業会計補正予算（第４号） 

  第22号議案 令和５年度豊岡市下水道事業会計補正予算（第３号） 

  第30号議案 令和６年度豊岡市太陽光発電事業特別会計予算 

  第32号議案 令和６年度豊岡市水道事業会計予算 

  第33号議案 令和６年度豊岡市下水道事業会計予算 

 

【建設経済分科会】 

  報告第２号 専決処分したものの承認を求めることについて 

   専決第２号 令和５年度豊岡市一般会計補正予算（第９号） 

  第15号議案 令和５年度豊岡市一般会計補正予算（第10号） 

  第23号議案 令和６年度豊岡市一般会計予算 

  第35号議案 令和６年度豊岡市一般会計補正予算（第１号） 

 



 

 

令和６年３月定例会 

建設経済委員会・分科会 審査日程表 

審 査 日 程 所 管 部 課 名 審  査  区  分 予想時間 

３月18日（月） 

９：30～ 

 

 

第３委員会室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【農業委員会】 

 

 

 

【観光文化部】 

観光政策課 

 

 

【各振興局】 

地域振興課（地域振興担当）

城崎温泉課 

 

分第23号議案（一般会計予算）＜説明・質疑＞ 

・主要事業等の予算説明 

・債務負担行為、地方債の説明 

 

分第23号議案（一般会計予算）＜説明・質疑＞ 

・主要事業等の予算説明 

・債務負担行為、地方債の説明 

 

分第23号議案（一般会計予算）＜説明・質疑＞ 

・主要事業等の予算説明 

・債務負担行為、地方債の説明 

 

9:30 

～ 

11:10 

【コウノトリ共生部】 

コウノトリ共生課 

 

 

分第23号議案（一般会計予算）＜説明・質疑＞ 

・主要事業等の予算説明 

・債務負担行為、地方債の説明 

 

11:20 

   ～ 

 12:00 

○第30号議案（太陽光発電事業会計予算） 

＜説明・質疑・討論・表決＞ 

【コウノトリ共生部】 

農林水産課 

環境経済課 

 

（※環境経済課  

報告事項あり） 

 

分第23号議案（一般会計予算）＜説明・質疑＞ 

・主要事業等の予算説明 

・債務負担行為、地方債の説明 

 

 13:00 

～ 

13:50 

【都市整備部】 

建設課 

都市整備課 

建築住宅課 

地籍調査課 

 

 

分第23号議案（一般会計予算）＜説明・質疑＞ 

・主要事業等の予算説明 

・債務負担行為、地方債の説明 

 

 

 

 

  

14:00 

～ 

15:40 



 

審 査 日 程 所 管 部 課 名 審  査  区  分 予想時間 

３月18日（月） 

15：50～ 

 

 

第３委員会室 

 

【上下水道部】 

水道課 

下水道課 

分第23号議案（一般会計予算）＜説明・質疑＞ 

・主要事業等の予算説明 

・債務負担行為、地方債の説明 

 

15:50 

～ 

16:50 

○第32号議案（水道事業会計予算） 

＜説明・質疑・討論・表決＞ 

 

○第33号議案（下水道事業会計予算） 

＜説明・質疑・討論・表決＞ 

 

 分第23号議案（一般会計予算） 

＜討論・表決＞ 

 

≪分科会審査意見・要望のまとめ≫ 

分第23号議案（一般会計予算） 

 

≪委員会審査意見・要望のまとめ≫ 

〇第30号議案（太陽光発電事業会計予算） 

○第32号議案（水道事業会計予算） 

○第33号議案（下水道事業会計予算） 

16:50 

～ 

17:15 

※ 午前中の部署は農業委員会、観光政策課、各振興局は９時 30 分までに入室いただき、農業委員会の終

了・退席後、観光政策課と各振興局を合同で説明・質疑を行い終了・退席いただきます。 

その後、11 時 20 分からコウノトリ共生部（コウノトリ共生課）の説明・質疑を正午まで行います。 

午後は、コウノトリ共生部（農林水産課、環境経済課）、その後、都市整備部、上下水道部と部単

で入室いただき、説明・質疑を行い、説明・質疑が終了した部は退席いただきます。 

分予算決算委員会 建設経済分科会分担議案 

○建設経済委員会 付託議案 

※18日中に当初予算の討論・表決を行い分科会及び委員会の意見・要望の取りまとめを行います。 

 

   



 

審 査 日 程 所 管 部 課 名 審   査   区   分 予想時間 

３月19日（火） 

９：30～ 

 

 

第３委員会室 

 

＜１部＞ 

【各振興局】 

地域振興課（地域振興担

当） 

 

【上下水道部】 

水道課 

下水道課 

《付託案件》 

＜個別に説明・質疑・討論・表決＞ 

 

○第 14 号議案（下水道課） 

分第 15 号議案（各振興局、上下水道部） 

※第 15 号議案の討論・表決は２部で行い 

ます 

○第 21 号議案（水道課） 

○第 22 号議案（下水道課） 

 

9:30 

～ 

10:25 

＜２部＞ 

【観光文化部】 

観光政策課 

 

【コウノトリ共生部】 

農林水産課 

環境経済課 

コウノトリ共生課 

 

【都市整備部】 

建設課 

都市整備課 

建築住宅課 

地籍調査課 

 

【農業委員会事務局】 

《付託案件》 

＜個別に説明・質疑・討論・表決＞ 

 

〇第 12 号議案（建築住宅課） 

○第５号議案（建設課） 

○第６号議案（建設課） 

○第７号議案（建設課） 

〇第 11 号議案（農林水産課） 

分 専決第２号（農林水産課、環境経済課） 

令和５年度豊岡市一般会計補正予算（第９ 

号） 

分第 15 号議案（関係課） 

 ＜討論・表決＞ 

○第20号議案(コウノトリ共生課) 

分第 35 号議案（観光政策課） 

≪委員会審査意見・要望のまとめ≫ 

○第５号議案 

○第６号議案 

○第７号議案 

○第11号議案 

○第12号議案 

〇第14号議案 

〇第20号議案 

〇第21号議案 

〇第22号議案 

≪分科会審査意見・要望のまとめ≫ 

分 専決第２号 令和５年度豊岡市一般会 

        計補正予算（第９号） 

分第15号議案（一般会計補正予算第10号） 

分第35号議案（一般会計補正予算第１号） 

 

10:30 

～ 

 ※３月 19 日（火）の審査は、新型コロナ対策のため２部制で開催します。そのため、議案順の審

査とならないことご承知おきください。 



 

  ９時 30 分から各振興局及び上下水道部の審査、退席後、10 時 30 分頃から観光政策課、コウノ 

トリ共生部、都市整備部及び農業委員会事務局の審査を行います。 
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午前９時２２分開会 

○委員長（芹澤 正志） ただいまから建設経済委員

会を開会します。 

 改めまして、おはようございます。ちょっと新聞

のほうで質問のほうの、いわゆる震災の初動につい

てっていうことで、そういう記事が出ると、今も、

国じゃないですけども、やはり市民からの信頼って

いうものがやっぱり非常に大事だな、大切なところ

をもう一度しっかりとやんなきゃいけない、来年度

に向けて、また改めて肝に銘じてちゃんとやろうと

いう思いになりました。 

 また、今年度で退職される方、今晩お疲れさん会

ありますけども、今日あした最後の委員会、非常に

長い、長丁場で大変だと思いますけども、最後まで

よろしくお願いしたいと思います。 

 また、委員の皆様も慎重審議をいただいて、でき

るだけあまり遅くならないように終了したいと思

いますので、何とぞご協力よろしくお願いしたいと

思います。 

 

 それでは、本日の委員会に当たりまして、地籍調

査課の上阪参事の欠席について申出がありました

ので、許可しておりますので、ご了承お願いしたい

と思います。 

 それでは、協議事項、付託案件の審査でございま

す。 

 協議事項１番、付託案件の審査に入ります。 

 審査につきましては、お手元に配付しております

審査日程表のとおり、議案審査の順序を入れ替え、

本日は令和６年度各会計予算案の説明、質疑、討論、

表決及び委員会・分科会審査意見、要望の取りまと

めまでを行います。 

 明日１９日にその他の議案の説明、質疑、討論及

び表決を行った後、議案全体についての委員会・分

科会意見、要望の取りまとめを行うこととしたいと

思いますが、これにご異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（芹澤 正志） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 なお、当局の説明は、基本的には部単位で組織順

としますが、スムーズに進行したいので、審査日程

表のとおり、午前の日程を一部変更しております。

午前は農業委員会の後、観光政策課と各振興局の一

括審査及びコウノトリ共生部コウノトリ共生課の

審査を行います。午後はコウノトリ共生部の農林水

産課、環境経済課、それから都市整備部、上下水道

部の順に審査を行いたいと思います。 

 なお、委員の質問については、丁寧な対応をお願

いしたいと思います。 

 また、委員会での発言は、委員長の指名の後、発

言者名を名のって、マイクを使用してから行ってい

ただきますようお願いいたします。 

 それでは、委員の皆さん、当局の皆さん、質疑・

答弁に当たりましては、くれぐれも要点を押さえて

明瞭簡潔に行う、スムーズな議事進行に格別のご協

力をお願いいたします。 

 それでは、ここで委員会を暫時休憩します。 

午前９時２６分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前９時２６分 分科会開会 

○分科会長（芹澤 正志） ただいまより建設経済分

科会を開会します。 

 ごめんなさい。非常にタイミングが悪い。（「忙

しいね」と呼ぶ者あり） 

 それでは、第２３号議案、令和６年度豊岡市一般

会計予算を議題とします。 

 当局におかれましては、新規事業、前年度から大

きな変更のあった事業及び主要事業等の議会説明

を要する事業について、その概要を簡潔に説明願い

ます。 

 順番については、歳出、歳入、債務負担行為、地

方債の順にお願いします。 

 なお、説明に当たっては、資料のページ番号をお

知らせください。 

 それでは、農業委員会から説明を願います。 

 農業委員会、安藤局長。 

 はい、どうぞ。 

○農業委員会事務局長（安藤 洋一） ２０１ページ
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をご覧ください。農業委員会事務局で所管する予算

について説明をいたします。 

 農業委員会の中心となる業務については、農地法

に基づく農地の権利移転の許可等の事務、それから

担い手への農地集積、集約化及び遊休農地の発生防

止、解消等による農地利用の最適化でございます。 

 説明欄の最上段の人件費から説明いたします。委

員報酬でございます。農業委員１９名分と、それか

ら農地利用最適化推進員２５名分がこの委員報酬

でございます。前年度と同額でございます。 

 それから、上から２３行目、非常勤職員公務災害

補償保険料が事務局の予算として計上しておりま

す。これも前年度と同額でございます。 

 次に、真ん中辺りの農業委員会費について説明を

いたします。前年度と比べまして１５万３，０００

円の増となっております。 

 増減額の要因について説明をいたします。 

 令和５年度につきましては、農業委員等の改選の

年に当たっておりまして、委員に必要なユニフォー

ム、それからテキスト代等を計上しておりましたが、

令和６年度については、それらに要する予算は必要

ないため、全額減額をしております。 

 また、業務委託料のうち、移行用データ作成業務

を、新規事業といいますか、追加の業務として８８

万円予算化しております。これについては、現在使

用しております農家台帳システムから農業委員会

サポートシステムへデータ移行するために必要な

予算でございます。 

 同じ枠内の下から４行目の農業者年金事務費に

ついても前年度と同額でございます。 

 次に、歳入の主なものを説明いたします。 

 ５１ページをご覧ください。説明欄の２枠内でご

ざいます。上から５行目の農業委員会交付金でござ

います。農業委員会法に基づき兵庫県から交付され

るものでございまして、事務局職員の人件費に充当

しております。 

 ６行下の機構集積支援事業費補助金についてで

ございます。農地中間管理機構でありますひょうご

農林機構が担い手への農地の集積、集約化を促進す

るに当たり、農業委員会等が関連する業務を適切に

実施できるよう補助されるもので、本市においては、

農地法に基づく事務の適正実施のための事務を補

助対象として、農地台帳システム運用に係る会計年

度任用職員報酬に充当しております。 

 次に、５３ページをご覧ください。２行目の農地

利用最適化交付金についてでございます。担い手へ

の農地集積、集約化等、農地利用の最適化が農業委

員会の必須業務ということを説明させていただき

ましたが、農業委員、推進委員の活動を活発化する

ために予算化されたもので、それぞれの報酬に充当

しております。 

 その次の項目の国有農地等管理処分事業事務取

扱交付金についてでございます。国有農地の管理事

務に対して兵庫県から交付されるものでございま

す。主な事務内容は、該当する地域、竹野地域にお

ける国有農地の使用料徴収でございます。 

 続いて、６９ページをご覧ください。真ん中辺り

でございます。雑入のうち、受託料の欄、１行目、

農業者年金業務についてでございます。農業者年金

基金からの委託料でございまして、事務局職員の人

件費と事務費に充当しております。 

 以上が歳入の説明でございます。 

 なお、債務負担行為、地方債はございません。 

 説明のほうは以上でございます。 

○分科会長（芹澤 正志） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） １つだけ教えてください。 

 事務の中に農業者年金の取扱いってのあると思

うんですが、今農業者年金の加入者やあるいは受給

者ってのは、もうものすごく減ってると思うんです

けども、加入者、いわゆる掛金をまだ掛けてる人の

数と、現に年金受けてる人の数っていうのは分かり

ますか。 

○分科会長（芹澤 正志） 安藤局長。 

○農業委員会事務局長（安藤 洋一） 今ちょっと手

元にございませんので、後ほど、すぐにお持ちしま

す。 
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○分科会長（芹澤 正志） ほかにございますか。（「も

う一つだけ」と呼ぶ者あり） 

 はい、どうぞ。 

○委員（村岡 峰男） 今の関係で、年金の加入者で

すね、本来であれば加入してほしい、加入していな

い人のうち、実際に入ってる人の率ってのはどのく

らいかってのも併せて聞かせてください。 

○分科会長（芹澤 正志）安藤局長。 

○農業委員会事務局長（安藤 洋一） 後ほどこちら

についても、申し訳ございません。 

○分科会長（芹澤 正志） ほかにございませんでし

ょうか。 

 はい、どうぞ。 

○委員（義本みどり） 基本的なところなんですけど、

教えてください。 

 国有農地が竹野にっておっしゃった、そこのとこ

ろのちょっと説明していただけるとうれしいです。 

○分科会長（芹澤 正志） 安藤局長。 

○農業委員会事務局長（安藤 洋一） 国有農地、要

は国に所有権がある農地、それが竹野地域だけあり

まして、ほかにもあるんですが、竹野地域において

は、合併前から、竹野地域にあるその農地を国から

借りて耕作管理をされてるっていうエリアがある

んです。その農地について無償ではなくて、使用料

を支払って使っておられるということでございま

す。（「ありがとうございました。分かりました」

と呼ぶ者あり） 

○分科会長（芹澤 正志） ほかございませんか。 

 では、先ほどの件はどうするか。 

 はい。 

○農業委員会事務局長（安藤 洋一） すみません。

すぐまた上がってきますので、少しこの席から外さ

せていただきます。 

○分科会長（芹澤 正志） では、後ほどよろしくお

願いしたいと思います。 

 続きまして、観光政策課の説明をお願いします。 

 観光政策課、宮垣課長。 

 はい。 

○観光政策課長（宮垣  均） よろしくお願いしま

す。 

 では、令和６年度の歳出について、新規事業など

主立ったものを説明させていただきます。 

 まず、１２６、１２７ページをご覧ください。中

ほどの少し下になりますが、専門職大学連携推進事

業費です。芸術文化観光専門職大学の専門的な知識

を活用するとともに、連携を進めて地域課題の解決

を図るため、地域連携事業として７つの事業を委託

します。高校のコミュニケーションワークショップ

を行う高大連携事業ですとか、コミュニティツーリ

ズム推進事業など行っております。来年度は新規で、

コミュニケーションや行動面で日常生活や社会生

活に支援が必要な子供たちが表現活動などを通じ

て交流できる場を設け、参加する子供とその保護者

の意識変化を調査分析する子供の居場所づくりの

ための意識調査事業を予定しております。また、専

門職大学の学生の就労支援の一つとして、市への定

着を目指し、市内企業や市内で起業しておられる

方々との交流会を実施します。１，０８７万７，０

００円を計上しております。 

 続きまして、その下、観光事業費です。その中の

豊岡観光イノベーションへの負担金ですが、国内誘

客の推進として４２２万５，０００円を計上してお

ります。来訪者アンケートや国内誘客に関わるウェ

ブマーケティングなどを行う費用です。 

 続きまして、１２８、１２９ページ、一番上、観

光まちづくり推進事業費です。負担金の中で企業人

派遣負担金は、地域活性化企業人の制度を活用し、

企業から４名の派遣を受けるものです。また、豊岡

観光イノベーション負担金ですが、アドバイザーや

プロパー、市職員の配置に関わる費用です。合計で

４，３９２万６，０００円を計上しております。 

 続いて、その下の海外戦略推進事業費です。こち

らも豊岡観光イノベーションへの負担金としてイ

ンバウンド誘客に関わるビジットキノサキの運営

やコンテンツの製作、それからアメリカ、フランス、

台湾の海外レップ事業、広告配信業務やプロモーシ

ョン、また２０２５年に開幕します大阪・関西万博

に向けた誘客の準備として、万博出展国の関係者を
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対象にしたモニターツアーの実施や、高付加価値な

体験コンテンツの販売、受入れ体制の整備などの事

業を行うため、２，０００万円を計上しております。 

 続きまして、中ほど、豊岡演劇祭協同開催事業費

です。このうち、演劇祭実行委員会への負担金とし

まして、協同開催事務費と合わせまして４，５００

万円を計上させていただいております。 

 続きまして、１３２、１３３になります。下のほ

う、文化観光推進事業費です。２０２１年５月に策

定しました豊岡市地域計画に沿って文化観光を推

進する事業を行っております。玄武洞のライトアッ

プ事業のほか、美しい村を舞台とした演劇公演事業

として但東さいさいなどを開催するもので、国から

３分の２の補助を受けております。合わせて６００

万円を計上しております。 

 続きまして、その下ですが、地域おこし協力隊推

進事業費です。このうち、４人分、１，３３９万５，

０００円が観光政策課分となります。 

 続きまして、次のページになりますが、１３４、

１３５ページです。下のほうになります、企業版ふ

るさと納税獲得推進事業費です。深さを持った演劇

のまちづくり事業に対して企業版ふるさと納税の

推進、獲得を目的とした業務でありまして、その業

務委託料として獲得寄附金額の１０％、税別ですが、

１０％を成果報酬として支払っております。観光政

策課分としては、このうち２４０万円を計上させて

いただいております。 

 続きまして、飛びます。すみません、２２４ペー

ジ、２５ページ、下のほう、観光事業費です。観光

振興や地域の観光関連団体との連携及び広域での

観光連携を図ることを目的とする事業です。主な事

業としては、業務委託料の中の２つ目、観光地消費

拡大推進業務ですが、今年度新たにふるさと納税の

返礼品として造成しました豊岡旅幸券を活用し、地

域の観光需要の拡大につなげるため、豊岡旅行キャ

ンペーンの展開や雑誌等のメディアでの広告、それ

からウェブマーケティングなどを行う事業です。ま

た、観光消費を地域の隅々まで広げるために、地域

の旅館や飲食店、体験プログラムの提供事業者など、

豊岡旅幸券の新規利用可能店舗の掘り起こしも併

せて行います。８９４万１，０００円を計上してお

ります。 

 また、その１つ下ですが、玄武洞公園特別公演業

務としましては４４０万円を計上しております。こ

れは玄武洞を舞台として文化観光資源としての新

たな魅力に触れる機会を創出するとともに、市内外

の方々に楽しんでいただく特別公演を実施するも

ので、公演料や音響や会場の設営料などを計上して

おります。国から文化観光の３分の２を補助を受け

て実施いたします。 

 続きまして、次のページ、２２６、２２７ページ

です。補助金の項目にあります各観光協会への補助

金は例年どおり計上させていただいております。 

 続きまして、２２８、２２９ページになります。

玄武洞公園管理費です。玄武洞公園につきましては、

今年度入園者数、それから入園料ともに当初の予想

を上回っておりまして、それに伴い、入園チケット

及びパンフレットを作成する必要が出てきました

ので、約１年分に相当します１２万枚を印刷費とし

て２００万円を計上しております。また、年間の指

定管理料としては２，０２０万円を計上しておりま

す。 

 それから、ユネスコの指摘事項に対応するため、

視認性の向上やユネスコの理念の啓発を目的とし

たサインを設置することで７６万４，０００円を計

上しております。県の地域躍動推進事業費補助金を

受け実施いたします。 

 続きまして、歳入について説明させていただきま

す。 

 まずは、３０、３１ページをご覧ください。一番

上の枠にありますが、玄武洞公園観覧料です。先ほ

ども説明しましたが、今年度の入園者数、それから

入園料ともに当初の予定を上回っておりますが、来

年度も一応４，０００万円の観覧料を見込んでおり

ます。 

 それから、次に、３６、３７ページをご覧くださ

い。一番上、文化芸術振興費補助金です。これは歳

出のほうでも説明させていただきましたが、国の文
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化観光推進法に基づいた事業に３分の２の補助を

するもので、玄武洞公園の事業と但東さいさいの事

業分合わせて１，０４０万円の３分の２の６９３万

３，０００円を計上しております。 

 次に、４０、４１ページです。下のほう、地方創

生推進交付金ですが、このうち４，６４０万７，０

００円が観光政策課分となります。 

 次に、少し飛びますが、５２、５３ページをご覧

ください。この中の観光費補助金です。歳出でも説

明しましたが、地域躍動推進事業費補助金として、

玄武洞公園のサイン設置に対して県から２分の１

の補助をいただくものです。 

 次に、少し飛びまして、また６０、６１ページを

ご覧ください。上の枠の中ですが、２つ目の枠にな

りますが、企業版ふるさと納税応援寄附金です。こ

のうち２，０００万円が深さを持った演劇のまちづ

くり事業分となります。 

 次に、６２、６３ページ、一番上、地域振興基金

繰入金です。このうち４，０００万円が観光政策課

分として充当されています。 

 次に、飛びまして、７８、７９ページ、一番下の

過疎対策事業債のうち城崎……（発言する者あり）

すみません。一番下ですが、過疎対策事業債のうち、

城崎、竹野、但東の各観光協会に対する補助金分と

して１，７６０万円を充当させていただいておりま

す。 

 説明は以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 説明は終わりました。 

 質疑はございませんか。 

 前田委員。 

○委員（前田 敦司） 玄武洞に関してもろもろの予

算が組まれているということで、ぜひやっていただ

きたいなと思うんですが、その中で、玄武洞でイベ

ントをやるということが説明があったと思うんで

すけども、いつぐらいにどのぐらいの内容がっての、

もし分かってれば教えてください。 

○分科会長（芹澤 正志） 宮垣課長。 

○観光政策課長（宮垣  均） 現在のところ進めて

おりますのは、９月の演劇祭期間中にアーティスト

を呼んで、そこでのイベントを行う予定にしており

まして、能をテーマとして少し組み立てるような形

で、トークとそれからライブという形で組んでおり

ますのと、もう一つは、１０月に一応予定しており

まして、今選定中です。出演者のほうは選定中にし

ております。 

○分科会長（芹澤 正志） 前田委員。 

○委員（前田 敦司） 分かりました。非常にいいこ

とだと思うので、ぜひ市民の方にも広く周知してい

ただいて、にぎわえばいいなと思います。よろしく

お願いします。以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） ほかにございませんか。 

 副委員長。 

○委員（森垣 康平） すみません。１２９ページの

企業人派遣っていうのが１，７００万円ぐらいあり

ましたが、それどこからまず４名来られるかという

ことと、もう１点、２２５ページだったかな、業務

委託の件ですが、２２５ページ、観光地消費何とか

っていうやつがあったと思うんですけど、拡大推進

業務、これはどちらに業務委託するのか、その２点

ちょっと教えてください。 

○分科会長（芹澤 正志） 宮垣課長。 

○観光政策課長（宮垣  均） まず１点目ですが、

企業人派遣は、現在派遣を受けております日本航空

ＪＡＬさんが１名、それからＪＲの方が１名、それ

から全但バス１名を現在受けておりますのでそれ

の継続と考えております。それから、もう１名は企

業交渉を進めている会社がありまして、一応楽天さ

んで企業交渉進めさせていただいておるような現

状ですが、そこがまだどうなるか分からないという

段階でございます。 

 それから、もう一つ問合せのありました観光地消

費拡大推進業務ですが、これは豊岡観光イノベーシ

ョンのほうに委託しようというふうに考えており

ます。（「ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

○分科会長（芹澤 正志） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 演劇祭の関係ですけども、予

算が発表されたときに、新聞等で、実行委員会に対

する補助金が減額になったっていって新聞に出ま
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したね。実際何ぼが減額ですか。 

○分科会長（芹澤 正志） 宮垣課長。 

○観光政策課長（宮垣  均） 今年度から比べます

と１，４００万円の減額になっております。（「１，

４００万円。というのは」と呼ぶ者あり） 

○分科会長（芹澤 正志） はい、どうぞ。 

○委員（村岡 峰男） ということは、前年度は５，

４００万円、今年４，０００万円ですね。 

○分科会長（芹澤 正志） 宮垣課長。 

○観光政策課長（宮垣  均） 事務局分の開催事業

費、協同開催事務費と合わせては５，９００万円が

２０２３年度となっておりますので、そこで、今年

も合わせますと、今年の分が４，５００万円なので、

１，４００万円の減額ということです。 

○分科会長（芹澤 正志） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） それは市長の方針ですか。 

○分科会長（芹澤 正志） 宮垣課長。 

○観光政策課長（宮垣  均） 市の方針としてです。

（「はい、分かりました」と呼ぶ者あり） 

○分科会長（芹澤 正志） 前田委員。 

○委員（前田 敦司） 今の関連してなんですけども、

もともとは５，９００万円でやっていて、別のとこ

ろで補助を出していただけるというのがあって、市

の負担が軽くなったというふうに、同規模のことを

やって市の負担分は軽くなるというふうに認識し

てるんですけど、それで間違いなかったでしょうか。 

○分科会長（芹澤 正志） 宮垣課長。 

○観光政策課長（宮垣  均） そうなります、はい。

市の負担金は１，４００万円減額しておりますので、

負担が軽くなるというのはそのとおりだと思いま

す。 

○分科会長（芹澤 正志） 前田委員。 

○委員（前田 敦司） 非常にいいことだと思うんで、

ぜひ頑張ってください。よろしくお願いします。 

○分科会長（芹澤 正志） そのほかございませんか。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） １２７ページでおっしゃって

いただいた専門職大学の連携推進事業で１，０８７

万７，０００円、そのうちの専門職大学地域連携事

業１，０２１万３，０００円、具体的にはどんな事

業で、本会議でも出ておりましたけれども、学生の

地元就職へ地元関連のことが出ておりましたけど、

どういった具体事例を考えておられますか。 

○分科会長（芹澤 正志） 宮垣課長。 

○観光政策課長（宮垣  均） 地域連携事業に関し

ましては、市からの委託事業として、大学の専門的

な知見を活用するための事業でありますので、現在

７つの事業を行っております。 

 １つ目は、豊岡市の多文化共生推進事業というも

ので、多文化の共生を図るために母国語でのワーク

ショップなどを開くものです。 

 それから、もう一つは、豊岡市の高大連携事業と

いうことで、高校のコミュニケーションワークショ

ップを行うものです。 

 それから、３つ目に、豊岡市の中学校教育研究等

の支援事業というものがありまして、これは中学校

の国語の研究について、専門職大学の教授の方が派

遣されて、中学校の先生と一緒に国語教育に対して

の研究を行うというふうに聞いております。 

 それから、４つ目に、出石の歴史史料館等の活用

推進事業検討業務ということで、出石にあります

様々な観光施設等を活用した出石の活性化につい

ての研究を行うもの。 

 それから、５つ目に、八代小学校の小規模特認校

化による地域活性化事業としまして、これは八代小

学校の小規模特認校化に伴う特色のある教育とい

うことで、演劇を取り入れた教育を行っているもの

でございます。 

 それから、６つ目に、コミュニティツーリズム推

進事業実施業務としまして、市内でのコミュニティ

ツーリズムを推進するためにネオカルＴＯＹＯＯ

ＫＡなどの事業を進めておるものでございます。 

 それから、最後に、来年度からの新規として、先

ほども説明させていただきましたが、子供の居場所

づくりのための意識調査事業ということの７つを

事業としては行っておるものです。 

○委員（福田 嗣久） 理解できましたし、委託事業

として、多文化共生、高校のワークショップ、中学
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校の支援たくさんのことしていただくということ

で、効果が上がりますようによろしくお願いしたい

と思います。 

○分科会長（芹澤 正志） ほかございませんでしょ

うか。 

 義本委員。 

○委員（義本みどり） 今八代小学校で演劇の手法を

用いたっておっしゃってたんですけど、教育委員会

でやってるのとはまた別にやってるっていう理解

でよろしいですか。 

○分科会長（芹澤 正志） 宮垣課長。 

○観光政策課長（宮垣  均） 主体となっておられ

るのは教育委員会です。この事業は、まとめている

ものが観光政策課ということで、各その委託事業の

主体課になるのは他の課になりますので、はい、教

育委員会で行っておられるものと一緒です。 

○分科会長（芹澤 正志） 義本委員。 

○委員（義本みどり） 教育委員会でやってるのは、

たしか小学校１、２年生、手を挙げてくださったと

ころに行ってるとか、何かそんなんだったと思うん

で、そことは何か、はい、ごめんなさい、ごっちゃ

になっとって。 

○分科会長（芹澤 正志） 宮垣課長。 

○観光政策課長（宮垣  均） そちらのほうの事業

とは少し違いまして、小規模特認校化に関して、特

色をつけた八代小学校の授業っていうことをつく

るっていうことで、かなり演劇側に寄った、コミュ

ニケーションワークショップではなくて、演劇を主

体とした授業というふうに聞いております。これか

ら何か地域の特産品だとか、地域の特色を生かした

授業を組み込んでいって、越境入学にたくさん来て

いただこうというふうな形の授業だというふうに

は聞いております。（「はい、分かりました。あり

がとうございます」と呼ぶ者あり） 

○分科会長（芹澤 正志） よろしいですか。 

 ほかございませんでしょうか。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 続きまして、各振興局の説明を振興局ごとにお願

いします。 

 それでは、まず城崎振興局及び城崎温泉課から説

明願います。 

 城崎振興局地域振興課、橋本参事。 

 はい、どうぞ。 

○城崎振興局地域振興課参事（橋本 郁夫） 私から

は、城崎の地域振興課の予算についてご説明申し上

げます。 

 まずは、歳出からですが、予算説明書９３ページ

をご覧ください。１行目の基金管理費になります。

このうち６行目にございます、市債管理基金積立金

５１０万円のうち、１５０万円が城崎夢花火事業５

００万円の３０％相当額になります。これは過疎債

の償還積立てとなります。 

 次に、１０９ページをご覧ください。下のほうに

ございます、城崎振興局プロジェクト事業費です。

下から３行目の業務委託料には、街路樹整備業務と

しまして、城崎温泉の景観を構成する重要な要素で

あります大谿川沿いの柳や桜並木の植え替えや長

寿命化施策としまして１５２万４，０００円と、麦

わら細工振興事業としまして、市内の小学生を対象

にした麦わら細工に関する学習会や製作体験の２

５万５，０００円が含まれてございます。 

 次に、１１１ページをご覧ください。２行目、補

助金でございます。城崎温泉への誘客として夏休み

期間中の平日に行われる花火の打ち上げに対する

支援、城崎夢花火事業への５００万円と、新規事業

になりますが、市民と共創する行政を目指し、城崎

港地域の地域課題や、おおむね１０年先を見据えた

取組に対しまして助成する城崎・港未来づくり補助

事業に１００万円を計上しております。 

 続きまして、１３３ページになります。説明欄下

のほうの地域おこし協力隊推進事業費でございま

すが、城崎振興局の５名分、２，３１７万３，００

０円が含まれてございます。 

 次に、２３１ページをご覧ください。中段にあり

ます城崎観光施設管理費です。城崎温泉駅前にござ

います城崎温泉交流センター、通称さとの湯がこの

４月からしばらくの間休業となり、指定管理から直

営管理となるため、光熱水費や保守点検委託料、手
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数料など合わせまして４２６万８，０００円の増額

を計上させていただいております。また、投資委託

料には、城崎温泉交流センターの解体に係る実施設

計としまして８０３万円、その下の業務委託料には、

城崎地域公共施設集約化としまして、城崎温泉交流

センターを城崎文芸館、そして城崎麦わら細工伝承

館を集約した施設に建て替えるための基本計画策

定業務の３７０万円が含まれてございます。 

 歳出につきましては以上となります。 

 歳入ですが、７９ページをご覧ください。一番下

の過疎対策事業債でございます。先ほど説明いたし

ました振興局プロジェクト事業費の桜、柳並木の整

備、城崎夢花火事業への補助金、麦わら細工振興事

業と城崎文芸館の指定管理料に係るもので、合わせ

て８９０万円が城崎振興局分でございます。 

 歳入につきましては以上となります。 

 なお、地方債につきましては、歳入での説明と重

複しますので、割愛させていただきます。 

 説明は以上となります。 

○分科会長（芹澤 正志） どうぞ。 

○城崎温泉課長（山田 和彦） よろしくお願いいた

します。 

 私のほうからは、２２１ページをご覧ください。

説明欄の一番上の枠、２７節繰出金の城崎町湯島財

産区特別会計繰出金でございます。３，０００万円

を計上させていただいております。これは温泉源の

管理等を行うものとして繰り出すものでございま

す。以上でございます。 

○分科会長（芹澤 正志） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 最後に説明があった湯島財産

区のことなんですが、いろいろ町の人から、この４

月からですか、高齢者がお金が要ると、これまで無

料であったものが、何か６０円か、どこで決まった

んだっていう話から、どういうことやという話聞く

もんですから、いや、財産区の決めたことやからと

は言っとんだけども、それでええのかどうかも含め

て、何で値上げになるのかというあたりのところ、

ちょっと説明してくれるか。 

○分科会長（芹澤 正志） 山田課長。 

○城崎温泉課長（山田 和彦） 今のご質問なんです

けども、城崎町湯島財産区ということで、豊岡市の

中に特別地方公共団体がもう一つあるということ

で、そこで議会も設置されておりまして、その議会

のほうと当局との協議を経て、こういった結論に至

ってるというところが実態ではございます。まず６

９歳以上の方、城崎に住所がある方につきましては

無料で外湯が利用できるっていう制度がございま

した。 

ただ、これは地方自治法上でも合併した市との一

体性を損なうことのないようにというような規定も

ございます。そういった中で、城崎に住んでる方だ

け無料というところの公平性といったようなところ

の整理が、いよいよ合併して２０年っていうところ

もあり、整理が必要なんではないかという議論が起

こりました。そういったところから、そうですね、

それでも数年かかってると思います、ここに至るま

で。というところでの整理が行われたというところ

でございます。以上です。（発言する者あり） 

○分科会長（芹澤 正志） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） いや、ちょっとだけ分かった

んですけども、具体的に６９歳以上が無料から、い

つから何ぼになるとかというのも併せて教えてく

れるか。 

○分科会長（芹澤 正志） 植田振興局長。 

○城崎振興局長（植田 教夫） 先ほどの件ですけど

も、実質的にはこの４月１日から６０円の……（「４

月」と呼ぶ者あり）１日です。４月１日から６０円

のご負担をいただくことになります。 

 これに至ります経過といたしましては、もともと

城崎温泉の高齢者の方を無料にしてたというのは、

地域で外湯を管理していただいた時代が大分前に

ありまして、そういった地域の方に感謝しようとい

うふうな思いで、そういった制度ができたというふ

うに伝え聞いております。現在では、そういったこ

とはほぼほぼ財産区のほうの職員とか、業者とかで

管理してますので、その分についてはもうなくなっ
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ているということと、そもそも外湯に１人１回入る

ごとに２００円程度コストがかかっておりますの

で、その分をなかなかコストも負担をしづらいとい

うふうなことと、市他の地域の方々にもご負担をい

ただいて入浴していただいてるというふうな負担

の公平性を考えまして、こういった結論になったと

いうふうなことでございます。（「はい、分かりま

した」と呼ぶ者あり） 

○分科会長（芹澤 正志） ほかにございませんでし

ょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（芹澤 正志） では、質疑を打ち切りま

す。 

 ここで農業委員会局長、先ほどの件、お願いしま

す。 

○農業委員会事務局長（安藤 洋一） 大変失礼いた

しました。先ほど村岡委員のほうからご質問があり

ました農業者年金につきまして説明をいたします。 

 基準日をまず申し上げさせていただきたいと思

います。１年前になるんですが、２０２３年３月３

１日時点ということでご理解いただきたいと思い

ます。 

 まず、加入者数です。加入者数につきましては２

３名、それから、国民年金の受給者数についてが２

８１名でございます。それから、率でございますが、

事務局のほうで押さえております対象者としまし

て、認定農業者ということでご理解いただきたいと

思うんですが、認定農業者に対する加入者数、２３

名の率なんですが、１８．５％という割合というこ

とになっております。 

 村岡委員、これでよろしかったでしょうか。（「は

い」と呼ぶ者あり） 

 説明のほうは以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） よろしいですか。 

 それでは、安藤局長については退席いただいて結

構です。（「たった２３人か」「農業年金」「農業

者年金」「農業者年金」と呼ぶ者あり） 

 それでは、次に、竹野振興局の説明をお願いしま

す。 

 竹野振興局地域振興課、小林参事。 

 はい、どうぞ。 

○竹野振興局地域振興課参事（小林 昌弘） それで

は、歳出から説明させていただきます。 

 ９３ページをご覧ください。説明欄下から７行目、

財産管理費の維持管理委託料５９１万４，０００円

のうち、竹野振興局分として旧東大谷野外活動施設

のコテージ清掃管理委託料４４万４，０００円を計

上しております。 

 続いて、９５ページの一番上、業務委託料１，５

３６万８，０００円のうち、旧東大谷野外活動施設

の用地測量業務委託料５６０万９，０００円を、さ

らに４行目、土地借り上げ料２１１万７，０００円

のうち、同施設用地借地料３６万８，０００円を竹

野振興局分として計上しております。 

 次に、１１１ページをご覧ください。説明欄真ん

中の囲みの中段やや下、竹野振興局プロジェクト事

業費です。２０２４年度は若者会議からの発案事業

として、新たに２つの事業を展開します。まず１つ

目は、地域全体で空き家問題への意識を変えていた

だくため、地域住民向けに説明会の開催や啓発資料

の作成を行う竹野地域空き家対策事業、２つ目が、

竹野地域の移住定住者の増加につなげるため、地域

で生き生きと働いている若者たちを紹介し、情報発

信するお仕事図鑑作成事業です。空き家対策事業は、

説明会の実施等に係る委託料２６万４，０００円及

び消耗品費６，０００円を、お仕事図鑑作成事業は、

取材、デザイン、冊子印刷を含めた委託料９９万７，

０００円、移住イベント等への掲載者自身が参加い

ただくための費用弁償５万８，０００円及び随行職

員旅費６万７，０００円を計上しております。 

 また、竹野浜地域を中心に展開してきました川湊

再生プロジェクト事業を竹野地域全体にエリアを

拡大し、新たな事業実施に向けた検討を行うため、

政策アドバイザーへの報償費及び費用弁償等を計

上しております。 

 従前からの事業としては、振興局管内の市道、水

路等の修繕料３００万４，０００円を、補助金とし

て、竹野の情報を効果的に宣伝するため、マスコミ
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などへの情報提供や観光パンフレット作成などの

活動について補助する地域情報発信事業へ２０万

円、竹野の知名度向上及び地域経済活性化のため行

われ、例年多くの観光客でにぎわうたけの海上花火

大会事業へ５００万円、竹野駅から竹野浜間を対象

地域として家屋の外壁に焼き杉板を使用すること

に対して材料費の３分の１を補助する竹野焼杉板

景観保全事業へ８０万円、地域内での子育て支援、

福祉事業等への取組に対する豊岡市女性団体活動

費として１５万円をそれぞれ計上しております。 

 次に、１３５ページをご覧ください。説明欄上か

ら３行目、地域おこし協力隊推進事業費の業務委託

料１億６，８８６万３，０００円のうち、竹野振興

局分として協力隊員１人の１か月分３９万円を計

上しております。 

 次に、２１３ページをご覧ください。上から２つ

目の囲みの真ん中辺り、竹野ふるさと生きがいセン

ター管理費です。椒地域にありますふるさと生きが

いセンターの管理経費として４９万７，０００円を

計上しております。 

 次に、２２９ページをご覧ください。説明欄真ん

中やや上、竹野北前館管理費です。修繕料５００万

円は、温泉機器のポンプ等の取替え、ボイラー修繕

及び非常ドアの修繕など、安全上必要な経費を計上

しております。その他主なものとしては、指定管理

料の９６７万１，０００円を計上しております。 

 続いて、その下、竹野川湊館管理費です。竹野川

湊館管理費の主なものは、指定管理料の３３３万８，

０００円と駐車場用地、土地借り上げ料を計上して

おります。 

 次に、２３１ページをご覧ください。上から７行

目、観光施設管理費８０７万４，０００円のうち、

竹野振興局分として竹野海岸のほか、弁天浜、切浜、

浜須井区に設置しております観光トイレの光熱水

費１５８万２，０００円のほか、施設の修繕料など

合わせて２０８万５，０００円を計上しています。 

 続きまして、同じページ、下から１２行目、竹野

観光施設管理費です。竹野子ども体験村、弁天浜野

営場、今後谷用地等の観光施設の管理に係る経費を

計上しています。主なものとしては、竹野浜美化業

務委託料１００万円を計上しております。 

 歳出については以上です。 

 次に、歳入について説明させていただきます。 

 ２９ページをご覧ください。説明欄の下から３つ

目の囲み、農業使用料、竹野ふるさと生きがいセン

ター使用料５８万４，０００円は、椒にあります豊

岡市立椒地域ふるさと生きがいセンターの使用料

を計上しています。 

 次に、６１ページをご覧ください。説明欄下から

３行目、仲田光成記念基金繰入金３１万円は、竹野

川湊館に展示、保管する仲田作品の維持管理のため

の費用の一部を基金から繰り入れるものです。 

 次に、７１ページをご覧ください。説明欄上から

１４行目、弁天浜野営場３２万５，０００円は、弁

天浜野営場におけるキャンプ場開設期間の上下水

道料と電気代使用料を光熱水費等、使用者負担金と

して計上しております。 

 次に、７３ページの中段やや下、事業協力金のう

ち、お仕事図鑑作成協力金２０万円は、若者会議発

案事業であるお仕事図鑑作成事業に係る企業、団体

等からの作成協力金として１件２万円の１０件分

を計上しております。 

 次に、７９ページをご覧ください。説明欄の一番

下、過疎対策事業債のうち、竹野振興局分では、竹

野振興局プロジェクト事業費、北前館管理費、川湊

館管理費を対象として１，８９０万円を計上してい

ます。 

 歳入についての説明は以上です。 

 最後に、地方債について説明させていただきます。 

 １２ページをご覧ください。第３表地方債で、一

番下の行、過疎対策事業債は、先ほど説明したとお

りでございます。 

 説明は以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 前野委員。 

○委員（前野 文孝） すみません。竹野の振興局プ

ロジェクトの川湊再生プロジェクトの後継検討事
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業ですかね、についてちょっと質問させてください。 

 川湊プロジェクトそのものは、竹野という地域が

やっぱり８月にしか収入が得られない、観光収入を

含めて、そういうことで、海水浴もすごく後退して

きてますから、もう少しシーズンを広く稼げるよう

にならないと、地域の、そこにビジネスが回れない

だろうということで、この川湊の、竹野の浜の美し

さ、その焼き杉板の町並みの美しさを中心に、この

辺りにもう少し魅力を上げていこうというふうな、

そういった意味合いからスタートされました。 

 今回これを全域に広げるということなんですけ

ども、その戦略目的というものは変わったのか、そ

してどのような目的を達成されようとしているの

か説明をお願いしたいと思います。 

○分科会長（芹澤 正志） 小林参事。 

○竹野振興局地域振興課参事（小林 昌弘） 川湊再

生プロジェクト、どうしても竹野浜地域の事業とし

て展開してきましたが、やはりそれには限界がある

ということで、今回竹野地域全体をエリアとして、

事業については、今度は関係人口、交流人口、観光

人口よりも関係してくる人口を増やしていこうと

いうことで、次年度からの取組を計画しております。

以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 前野委員。 

○委員（前野 文孝） 地域で一生懸命皆さんも頑張

っていただきたいと思いますが、ただ、その目的を

あんまり曖昧にしてしまうと、なかなか、それぞれ

日高も出石も全域でみんな地域盛り上げようとし

てる中で、やっぱりある程度フォーカスしないと厳

しいものがあると思うので、そこはまたしっかりと

検討いただければと思います。以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） ほかにございませんでし

ょうか。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） １１１ページの、初めてだと

思いますけれども、お仕事図鑑の作成とありまして、

若者紹介ってさっき小林参事言われましたけど、具

体的に狙うところと、若者紹介って言われましたけ

ど、地域おこし協力隊等で定着された方や既存の、

ずっと住んでおられる方やそれぞれあると思うん

ですけど、どういう狙いがあるんですか。教えてく

ださい。 

○分科会長（芹澤 正志） 小林参事。 

○竹野振興局地域振興課参事（小林 昌弘） お仕事

図鑑作成事業の狙いとしましては、竹野地域に移住

定住者の増加を図るということが第１の目的にな

っております。紹介する方については、竹野が好き

で、以前から竹野に移住されてこられて、地域おこ

し協力隊の方もたくさんおられるんですけども、そ

れ以外にも、竹野が好きで、竹野でなりわいを始め

られて生活されてる方っていう方もたくさんおら

れます。その方を内外に紹介することによって竹野

の魅力を紹介します。その魅力的なところを紹介す

ることで、竹野のよさを知っていただくことで、竹

野にまた来て、そこで働いてみようとか、生活して

みようっていう方を増やしていきたいというのが

狙いでございます。 

○分科会長（芹澤 正志） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 分かりました。お仕事図鑑と

いうことで、今内外と言われましたけども、もちろ

ん竹野の町にも配付されるんでしょうし、どういっ

たものをイメージしたらいいですか。その仕事図鑑

としてはどのような感じの、具体的なものですね。 

○分科会長（芹澤 正志） 小林参事。 

○竹野振興局地域振興課参事（小林 昌弘） 具体的

には２０ページぐらいの冊子、Ａ４サイズになろう

かと思うんですけども、Ａ４サイズの冊子を３００

部作りまして、移住イベントですとか、そういうと

ころで配付してＰＲする、そのほかにホームページ

とか、若者会議に出てきていただいている方を通し

てＳＮＳとかでその情報を発信していただくとい

うことでございます。 

○分科会長（芹澤 正志） はい。 

○委員（福田 嗣久） 大体検討はつきました。頑張

っていただきますにようよろしくお願いします。 

○分科会長（芹澤 正志） ほかにございませんでし

ょうか。 

 はい、どうぞ。 
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○委員（清水  寛） １点だけ。先ほどの川湊再生

プロジェクトの政策アドバイザーを入れられると

いうことだったんですけど、その政策アドバイザー

という方は新規に入れられるのか、今まで関わりの

あった方を入れられるか、その１点だけ。 

○分科会長（芹澤 正志） 小林参事。 

○竹野振興局地域振興課参事（小林 昌弘） 川湊再

生プロジェクトに最初から関わっていただいてま

す臼井先生のほうにまた引き続き関わっていただ

きまして、アドバイスをいただきたいというふうに

考えております。 

○分科会長（芹澤 正志） よろしいですか。（「は

い」と呼ぶ者あり） 

 ほかにございませんか。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 続いて、日高振興局の説明をお願いします。 

 日高振興局地域振興課、吉田参事。 

 はい、どうぞ。 

○日高振興局地域振興課参事（吉田 政明） まず、

歳出について説明します。 

 １１３ページをご覧ください。説明欄１つ目のく

くりの下段、日高振興局プロジェクト事業費４３５

万４，０００円について主なものを説明します。 

 報償金について、１６万円を計上しております。

内訳ですが、日高東中学校と日高西中学校で開催を

予定しております日高地域の先輩に学ぶ授業の講

師謝礼６万円と、日高地域づくり運営事業に係る謝

礼１０万円です。少し下の修繕料４０３万６，００

０円は道路水路等区内環境改善事業で、地域の緊急

的な要望等に対応するための予算です。 

 次に、１１９ページをご覧ください。説明欄の上

のくくり、電源立地地域対策交付金事業費について、

例年と同額の４６０万円を計上しております。これ

は発電用施設周辺の地域を中心に道路や水路補修

工事等を行うもので、電源立地地域対策事業費交付

金４４０万円を財源としております。 

 次に、１３３ページをご覧ください。 

○分科会長（芹澤 正志） ちょっと待ってください。 

 はい、どうぞ。 

○日高振興局地域振興課参事（吉田 政明） よろし

いですか。 

 説明欄の下段、地域おこし協力隊推進事業費のう

ち、隊員２名分の３９７万２，０００円が日高振興

局分です。 

 続いて、２２７ページをご覧ください。 

 観光事業費です。説明欄の１つ目のくくりの１２

行目、日高夏まつり事業費について、１００万円を

計上しております。 

 続いて、２２９ページをご覧ください。説明欄の

下段、湯の原温泉オートキャンプ場管理費です。 

 測量業務として、２２１万１，０００円を計上し

ております。今期の指定管理終了後の２０２６年度

をめどに民営化を進めており、民営化の条件整備と

して、施設用地の境界設定や面積測量を実施します。 

 続いて、２３３ページをご覧ください。 

 説明欄の下段、道の駅「神鍋高原」整備事業費で

す。投資委託料について、１，０５０万円を計上し

ております。道の駅の長寿命化と売店や飲食施設等

の機能強化を図る改修工事を行うための実施設計

業務に取り組みます。 

 なお、改修工事は２０２５年度に着手し、２０２

５年度内のリニューアルオープンを目指していま

す。 

 続いて、３０９ページをご覧ください。 

 説明欄の４行目、植村直己冒険館管理費です。植

村直己冒険館の維持管理運営事業費として、５，２

８８万２，０００円を計上しています。 

 同じページの下から４行目、植村直己冒険賞事業

費として６５６万１，０００円を計上しています。 

 また、３１１ページをご覧ください。 

 説明欄の上から１０行目、植村直己顕彰事業費と

して４４万６，０００円を計上しています。 

 これらの予算で、植村直己冒険賞を核とする顕彰

事業を実施します。 

 その他の歳出については、昨年度と大きな変更は

ありません。 

 歳出は以上です。 

 続いて、歳入について説明します。３１ページを
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ご覧ください。 

 説明欄４枠目の４行目、江原駅周辺駐車場４１０

万円が日高振興局の計上分です。 

 次に、４５ページをご覧ください。 

 大きなくくりの２つ目、説明欄１行目、電源立地

地域対策事業費交付金４４０万円については、歳出

で説明しました、電源立地地域対策交付金事業費の

財源です。 

 次に、７７ページをご覧ください。 

 説明欄４枠目の３行目、観光施設整備事業債の道

の駅「神鍋高原」１，０５０万円については、歳出

で説明しました、道の駅「神鍋高原」整備事業の実

施設計業務に充当する市債です。 

 歳入は以上です。 

 最後に、地方債について説明します。 

 １１ページをご覧ください。 

 上から３行目、観光施設整備事業費のうち、道の

駅「神鍋高原」１，０５０万円が日高振興局の所管

分です。歳出で説明しました、道の駅「神鍋高原」

整備事業に係る地方債です。 

 説明は以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 清水委員。 

○委員（清水  寛） すみません、１点だけ教えて

ください。 

 １１９ページの電源地域の関係で、実際、発電施

設周辺整備ということだったんですけど、具体的に

どの場所になるのかというところをちょっと教え

てください。 

○分科会長（芹澤 正志） はい、どうぞ。 

○日高振興局地域振興課参事（吉田 政明） 日高地

域の対象地区については、９つありまして、名色、

栃本、石井、十戸、羽尻、道場、久斗、東構、岩中

の９地区になりまして、このダムや発電所等の発電

施設に立地に伴って、影響を受けるであろう地域住

民の利便性向上ですとか、産業振興だとか、公共施

設の整備にこの交付金が活用できるというような

ものです。 

○分科会長（芹澤 正志） よろしいですか。 

 ほかにございますか。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） ２２９ページでお話しされま

した、湯の原オートキャンプ場ですけれども、これ

は地区で指定管理だったと思うんですけど、それで

よろしかったか。 

 民営化に向けての測量業務というふうにおっし

ゃいましたけども、その民営化を受けられる相手は

大体決まっているんでしょうか。今までの指定管理

者がそのままスライドするんでしょうか、教えてく

ださい。 

○分科会長（芹澤 正志） 吉田参事。 

○日高振興局地域振興課参事（吉田 政明） 湯の原

温泉オートキャンプ場の指定管理者については、以

前まで羽尻区で組織されてた組合で受託をしてい

ただいてたんですけども、高齢化でできないよとい

うことになりまして、指定管理を公募して、現在は

アドバンス株式会社さんのほうに指定管理を受け

ていただいています。それが２０２１年度からだっ

たと思います。２０２１年度から受けております。 

 それで、民営化については、先ほど説明しました

ように、２０２６年度をめど、今期の指定管理が２

０２５年度までですから、２０２５年度をめどに民

営化を進めておりまして、現在、指定管理を受けて

いただいておりますアドバンス株式会社さんも含

めて、公募のプロポーザルを予定しているところで

す。 

 説明は以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） アドバンスいうことを聞いた

ような気がしたんで思い出したんですけれど、その

後、昨年度のアドバンスの経営ですけど、うまくい

っておりますんですか。そこのオートキャンプ場だ

け抜き出したら。 

○分科会長（芹澤 正志） 吉田参事。 

○日高振興局地域振興課参事（吉田 政明） 現在受

けていただいてますアドバンス株式会社について

は、組合のときから、経営支援ということで、２年



 14 

間入っておられまして、そのノウハウが全て引き継

がれた状態で、指定管理で２０２１年度から受けら

れてますし、もう全て施設のことだとか地域のこと

だとかターゲット層ですとかお客さんの層だとか、

そういったものを含めて、経営をなさってらっしゃ

いますし、ほかの施設のキャンプ場なんかもたくさ

ん受託されていますので、ノウハウ、スキルはお持

ちのところでやっていただいてまして、キャンプ場

としての経営状態は、良好だというふうに考えてい

ます。 

 説明は以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） よろしいですか。 

○委員（福田 嗣久） 了解いたしました。ありがと

うございました。 

○分科会長（芹澤 正志） ほかございませんでしょ

うか。 

 義本委員。 

○委員（義本みどり） 基本的なことを教えてくださ

い。電源立地地域対策事業交付金、資源エネルギー

庁のホームページを見とったんですけど、あまりち

ょっとよく分からないんで、ざくっと簡単に教えて

ください。 

○分科会長（芹澤 正志） 吉田参事。 

○日高振興局地域振興課参事（吉田 政明） 先ほど、

清水委員の説明と若干重複するかも分からないん

ですけども、電源立地地域対策交付金というものは、

発電施設の設置、運転について、立地周辺地域の理

解を得るために、電源開発促進税を財源として、都

道府県だとか市町村に交付される交付金でして、そ

の公共施設の整備ですとか地域の産業振興、活性化

などに活用できるというようなものです。 

 具体的には、石井の発電所と岩中の発電所と阿瀬

の発電所、３施設に影響を伴います周辺地域に恩恵

が受けられる制度です。 

 説明は以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 義本委員。 

○委員（義本みどり） 今、その発電所が思い浮かば

なかったので、どこにあるのかなと思って不思議に

思ってたので、納得いたしました。ありがとうござ

いました。 

○分科会長（芹澤 正志） ほかにございませんでし

ょうか。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 次に、出石振興局の説明をお願いします。 

 出石振興局地域振興課、川﨑参事、はい、どうぞ。 

○出石振興局地域振興課参事（川﨑  隆） それで

は、出石振興局分について、主な事業について説明

させていただきます。 

 それぞれ説明欄のほうをご覧いただきたいと思

います。 

 １１３ページをご覧ください。 

 下の段の下から１０行目にあります、出石振興局

プロジェクト事業です。５行下の修繕料につきまし

ては、道路、水路等の区内環境整備事業などとしま

して、地域の要望に対応するため、３３８万３，０

００円を計上しております。３行下の補助金は、出

石地域の伝統的なイベントであります、今回、第５

２回の出石お城まつりを支援するもので、今回は出

石築城４２０年の年であり、本事業も記念事業の一

つとして、関連事業とも連携して城下町出石の観光

の発展や地域の活性化に寄与するために、２５０万

円の補助をしております。 

 次の１１５ページをご覧ください。 

 １行目にあります、有子山城・出石城築城記念事

業費、２０２４年度に有子山城が築城され４５０年、

出石城が築城され４２０年の記念の年となります。

観光振興の起爆剤として、有子山城築城４５０年の

事業実施実行委員会が実施する有子山城築城４５

０年の記念シンポジウムの開催など、事業の実施に

支援するため、２３７万円を補助するものです。 

 次に、１３３ページをご覧ください。 

 下から７行目にあります、地域おこし協力隊推進

事業費です。出石振興局分につきましては、次の１

３５ページの上から３行目にあります業務委託料

で、２名の活動費といたしまして９５７万４，００

０円が含まれております。 

 次に、２３１ページをご覧ください。 

 上から７行目のところにあります、観光施設管理
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費です。出石振興局分は、４６６万１，０００円に

なります。これは、出石の市街地にあります観光ト

イレの清掃などの維持管理費を計上しております。 

 次に、２５３ページをご覧ください。 

 下の段の下から８行目にあります、出石駐車場管

理費でございます。西の丸、鉄砲町庁舎南駐車場の

運営に係る委託料や繁忙期の交通誘導員業務と光

熱水費の維持管理費としまして、合わせて１，６８

７万７，０００円を計上しております。 

 次に、２９７ページをご覧ください。 

 上の段の下から１０行目にあります、永楽館管理

費でございます。今回、空調設備の更新工事費を計

上しております。設計監理費といたしまして、８８

万円と４行下の空調設備の補修工事費１，０３９万

５，０００円を計上をしております。 

 歳出につきましては以上でございます。 

 続きまして、歳入です。３１ページをご覧くださ

い。 

 上から４段目の２行目の駐車場使用料でござい

ます。出石西の丸駐車場５５９万４，０００円、出

石庁舎南駐車場５６４万４，０００円、出石鉄砲駐

車場９２６万６，０００円が出石振興局分でござい

ます。 

 次に、７３ページをご覧ください。 

 中ほどにあります雑入の事業助成金のうちのシ

ンポジウム助成金２３０万円が、出石振興局分でご

ざいます。先ほど説明させていただきました、有子

山城築城４５０年記念シンポジウムの開催による

ものです。 

 歳入は以上でございます。 

 次に、１０ページの地方債でございます。 

 出石振興局分は、１２ページの中ほどにあります、

社会教育施設整備事業費のうちの永楽館１，０１０

万円が、出石永楽館の更新工事費分でございます。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（芹澤 正志） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 前田委員。 

○委員（前田 敦司） 説明の中であった永楽館の、

１３３ページですね、１３３ページのところに記載

のあった永楽館への事業費の説明があったのかな、

どうだったかなというふうに認識してるんですけ

ど、昨年に比べて増額しているように見えるんです

が、永楽館自体はすごい大切なところだし、評価も

高いので、ぜひやっていただきたいんですけども、

その増額してる要因みたいのがもしあれば教えて

いただけたらと思うんですが。あっ、ここじゃない

か。 

○分科会長（芹澤 正志） 川崎参事。 

○出石振興局地域振興課参事（川﨑  隆） 所管が

総務委員会になるんですが、説明したほうがよけれ

ば。 

○分科会長（芹澤 正志） 前田委員。 

○委員（前田 敦司） 分かりました。すみません、

失礼しました。 

○分科会長（芹澤 正志） よろしいですか。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 質疑を打ち切ります。 

 続いて、但東振興局の説明をお願いします。 

 但東振興局地域振興課、小川参事、はい、どうぞ。 

○但東振興局地域振興課参事（小川 一昭） 主な歳

出予算について説明いたします。１１５ページ、中

ほどより下をご覧ください。 

 但東振興局プロジェクト事業費です。地域との協

働による空き家の利活用促進として、資母、合橋、

高橋地域コミュニティによる空き家利活用会議を

令和５年度に設置しました。引き続き空き家利活用

ワークショップの開催、大学生による実地調査、地

域住民ヒアリング、活用策の提案や大学授業での検

討への参加等を行う経費といたしまして、３２万７，

０００円を計上しております。 

 若者会議では、子育て世代を対象として、共通の

趣味やテーマを基にした若者集団の形成を目指し、

ワークショップを実施する経費として２３万円を

計上しております。 

 修繕料は、振興局地域内の道路、水路等や移住促

進住宅の修繕に係る費用です。 

 １３５ページ、上から３行目をご覧ください。 
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 地域おこし協力隊推進事業費です。地域おこし協

力隊推進事業費の業務委託料のうち３９万円は、但

東地域隊員１名の任期が４月末までですので、１か

月分の費用です。 

 ２１３ページ、上から３枠の４行目をご覧くださ

い。 

 但東そば乾燥調製貯蔵施設管理費です。そば乾燥

調製貯蔵施設の指定管理料として３１万５，０００

円を計上しております。 

 ２２９ページ、下から４行目をご覧ください。 

 但東シルク温泉やまびこ管理費です。地域振興の

拠点施設である、但東シルク温泉やまびこの安定的

な稼働、運営と利用者の利便性向上のため、長寿命

化計画策定業務委託料８８０万円を計上しており

ます。 

 ２３１ページ、上から３行目をご覧ください。 

 たんたん温泉福寿の湯管理費です。たんたん温泉

福寿の湯の利用者の安全を確保するため、給湯設備

のうち、特に経年劣化が進んでいる水位計取替修繕

料３２万７，０００円、温泉水をろ過する装置点検

費用３２万３，０００円を計上しております。 

 ２３３ページ、中ほどより上をご覧ください。 

 但東観光施設管理費です。但東地域活性化センタ

ー、赤花そばの郷の引込み開閉基盤取替修繕費とし

て、３７万７，０００円、但東チューリップまつり

開催事業費補助金として２００万円を計上してお

ります。 

 ２４７ページ、上から１行目をご覧ください。 

 河川総務費です。維持管理委託料のうち３２万２，

０００円は、河川公園７か所の地区管理委託料と剪

定費用です。解体工事費のうち７７万円は、施設の

老朽化のため、地元要望がありました但東太田南明

公園と但東三原公園の野外トイレの撤去費用です。 

 次に、主な歳入について説明いたします。３１ペ

ージ、中ほどをご覧ください。 

 移住促進住宅使用料です。市営中山向町移住促進

住宅と豊岡市営赤野移住促進住宅の住宅使用料で

す。 

 ７３ページ、上から２行目をご覧ください。 

 移住促進住宅のテレビ視聴、共用光熱水費の共益

費です。 

 ７９ページ、一番下の枠をご覧ください。 

 過疎対策事業債です。過疎対策事業債のうち２０

０万円は、但東チューリップまつり……。 

○分科会長（芹澤 正志） ちょっと待ってください。

ちょっと待って。 

 はい、どうぞ。 

○但東振興局地域振興課参事（小川 一昭） すみま

せん、それでは、７９ページ、一番下の枠をご覧く

ださい。 

 過疎対策事業債のうち２００万円は、但東チュー

リップまつり開催事業補助金への充当分です。 

 次に、地方債について説明いたします。 

 １２ページ、下から２行目をご覧ください。 

 過疎対策事業債につきましては、歳入で説明した

内容と同じです。 

 説明は以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 質疑を打ち切ります。 

 ここで建設経済分科会を暫時休憩します。 

午前１０時４５分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１０時５５分 分科会再開 

○分科会長（芹澤 正志） それでは、ただいまから

建設経済分科会を再開します。 

 それでは、第２３号議案、令和６年度豊岡市一般

会計予算を議題とします。 

 次は、コウノトリ共生部に関する審査です。 

 コウノトリ共生課の説明をお願いします。 

 コウノトリ共生課、成田課長、はい、どうぞ。 

○コウノトリ共生課長（成田 和博） それでは、私

からはコウノトリ共生課分の当初予算、一般会計の

説明をさせていただきます。 

 １０１ページ、２枠目、１５行目をご覧ください。 

 環境政策推進事業費です。そのうち、業務委託料

です。内訳がございますが、３行目の太陽光発電設

備導入調査業務は、今年度改定しました地球温暖化
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対策実行計画（区域施策編）を実装させ、脱炭素化

に向けた国の施策、重点対策加速化事業の採択を目

指すために、現在、太陽光パネルが設置されていな

い公共施設に設備を導入する際に設置が可能かど

うかの事前調査を行おうとするものです。 

 ５行下の太陽光発電システム導入補助事業費で

す。脱炭素の取組を進めるため、個人向けと事業者

向けの太陽光パネル設置補助を、来年度についても

引き続き行います。再生可能エネルギーの固定価格

買取り制度の買取り価格の低下や電気代高騰、災害

時の電源確保の必要性などの要因により、完全自家

消費型太陽光発電システムや蓄電池システムのニ

ーズが高まっている状況を受け、再生可能エネルギ

ーの導入を促進し、脱炭素に向けた動きをさらに加

速させるため、本年度からは完全自家消費型につい

ても補助対象といたします。個人向け補助を１，１

２０万円、事業者向けを３００万円、合計１，４２

０万円を計上しています。 

 その下、木質バイオマス導入補助事業費について

は、６０１万３，０００円を計上しています。ペレ

ット、まきストーブ、ボイラーの導入補助として３

０件を見込んでいます。 

 次に、１０３ページをご覧ください。 

 枠の中段辺り、コウノトリ野生復帰推進事業費で

す。コウノトリの郷公園が大阪・関西万博において、

フィールドパビリオンに認定されています。多くの

方々がお越しになることを想定することで、万博に

備え、啓発用映像更新業務の経費など、２０８万４，

０００円を計上しています。 

 また、本年度から始まっています、新潟・兵庫連

携事業において、市として対応する経費として、旅

費など３５万８，０００円を計上しています。 

 これらの事業を含め、普及啓発に使用するパネル

などの更新費用５９万４，０００円などを計上して

います。 

 次に、１０５ページをお願いします。 

 １枠目、１２行目の生物多様性推進事業費です。

このうち、外来種対策行動計画策定についてです。

本年度から、行動計画策定に係る事前準備として、

事前調査業務を終えており、来年度２０２４年度は

計画策定に係る委員会開催、計画策定支援業務など

に係る経費として、２５０万円を計上しています。

あわせて、外来種対策における普及啓発や駆除後の

処理をするために必要な経費などを計上していま

す。 

 次に、歳入の説明をいたします。３７ページをお

願いいたします。 

 一番上の枠の５行目、生物多様性保全推進交付金

です。先ほど説明いたしました外来種対策行動計画

の策定に係る諸経費について、国からの補助金です。

１０分の１０の補助率、２５０万円を見込んでおり

ます。 

 ６１ページをご覧ください。 

 ３枠目、太陽光発電事業特別会計繰入金に３，４

９５万３，０００円を計上しています。竹貫地場ソ

ーラーの用地買戻し費用に１，５００万円、防犯対

策事業費に１８０万円、環境審議会委員報酬などに

４１万９，０００円、環境政策推進事業費に３５３

万４，０００円、太陽光発電システム設置補助金に

１，４２０万円を充当するものです。 

 同じく６１ページをご覧ください。 

 下の段、上から４枠目、コウノトリ基金繰入金に

２，２６８万７，０００円を計上しています。コウ

ノトリ共生課所管の各事業に充当するものと学校

給食で提供しているコウノトリ育むお米の差額補

填分、これを合算したものとなっております。 

 ７３ページをご覧ください。 

 上から１０行目の補助金・交付金の上から３行目、

二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金です。歳出で

説明しました太陽光発電設備導入調査業務に係る

補助金です。事業費１，０００万円に対しまして、

４分の３の７５０万円を見込んでおります。 

 その他の事業項目につきましては、金額の多少の

増減はございますが、前年度と同様ですので、説明

は省略させていただきます。 

 なお、債務負担行為及び地方債はございません。 

 コウノトリ共生課の説明は以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 説明は終わりました。 
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 質疑はありませんか。（発言する者あり）いえい

え、時間大丈夫ですので。（発言する者あり）遠慮

なさらず。 

 清水委員。 

○委員（清水  寛） すみません、完全自家消費型

の太陽光発電というのが、今回初めてなんですけど

も、これまでもそういうのは導入してほしいという

要望があったのかどうかとどのくらいの見込みを

考えておられるのか、教えてください。 

○分科会長（芹澤 正志） 成田課長。 

○コウノトリ共生課長（成田 和博） 今、清水委員

から質問がございました件につきましては、既に事

業所から１件、問合せがございました。ただ、その

事業所においては、もう自前でというか、太陽光の

ほうを設置されてますし、１件、個人の方からも問

合せがあったというふうに聞いてますが、やっぱり

まだ、どうでしょう、普通の個人向けの住宅につい

ては、お昼、家にいるようなことがほとんどないの

で、それについてはＦＩＴ売電するほうの向きの申

請が多いです。 

 今年も、もう既に２０２４年度分については申請

受付してますけども、完全自家消費型については、

まだ申請がないような状況です。以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 清水委員。 

○委員（清水  寛） となると、恐らく蓄電池とセ

ットということがベースとしては考えられるんで

すけど、その点についての補助の今の仕組みという

のは。 

○分科会長（芹澤 正志） 成田課長。 

○コウノトリ共生課長（成田 和博） セットもそう

ですし、セットじゃないパターンも想定してますの

で、これまで例えばパネルだけ載せられてた方が蓄

電池だけということもできますし、当然ですけど、

パネルの設置だけということもできますので、そこ

は各ご家庭の電気の使い方というか、その辺りで判

断されるというふうに認識しています。以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 清水委員、よろしいです

か。 

○委員（清水  寛） はい。 

○分科会長（芹澤 正志） ほかにございませんか。 

 副委員長。 

○副委員長（森垣 康平） すみません、１０１ペー

ジの木質バイオマス機器設置費ということで、３０

件ほど募集をかけると。これ、実績とこの見込みと

ちょっとその辺の話を聞かせていただけますか。 

○分科会長（芹澤 正志） 成田課長。 

○コウノトリ共生課長（成田 和博） バイオマスの

ほうの件数についてですが、２０２３年度、今年度

実績ではペレットストーブが６件、まきストーブが

５件でございます。ですので、１１件で、今年は申

請が少なかったので、残った分については補正予算

の方で減額する予定ですし、この財源については森

林環境譲与税が当たってますので、さらなる周知を

図って、電気代が高くなったりだとか、そういった

ときにやはり要望が高い事業だと思ってますんで、

そこについて引き続き周知を図ることで、市民の皆

さんにこの制度を使っていただくというようなこ

とで考えています。以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 副委員長。 

○副委員長（森垣 康平） 一時期はね、何かこれ、

ばっと広がったようなイメージがあったんですけ

ど、最近、本当ここ何年間、ほとんど聞かなったと

いうか、あんまり設置したとか、そういう話を聞か

なくなったんで、３０件も需要があるのかなってい

う、ちょっと素朴な疑問です。いいです。ありがと

うございました。 

○分科会長（芹澤 正志） ほかに。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 人の質問の後、また同じよう

なことを言っては失礼なんですけども、ペレットス

トーブね。豊岡でペレットを生産しなくなって、そ

れから、がたっとこの需要だけでなくて利用も減っ

たと思うんですけども、現在、学校のペレットスト

ーブはどうなっとるんか。それから、分かればね、

もしかしたら、もう使ってないんだったら、この６

件も今年、去年、利用があったんだったら、ある意

味では市場に出したらどうですかっていうことが

言いたいんですけども、分かりませんか。 
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○分科会長（芹澤 正志） 成田課長。 

○コウノトリ共生課長（成田 和博） 市内でペレッ

トは作られなくなったんですけども、これはもう世

界規模で考えなくちゃいけない、地球規模で考えな

くちゃいけないことですので、国内産であれば、そ

のＣＯ２排出抑制に必ずつながるというふうに思っ

てますので、そこはしっかりと国内産を使っている

というふうにお聞きしてますのと、最近はまきスト

ーブの需要が高くて、やっぱり山に入られて、自分

のところでそういうものを確保されたりだとか、ち

ょっとどっかの公園でそういったものが出たとき

に、そういったものが使われるというようなお話も

聞いてますので、そこはしっかりと使っていただい

てるというふうに思ってます。 

 ただ、もう一つおっしゃってる学校のやつですけ

ども。 

○委員（村岡 峰男） 公共施設も。 

○コウノトリ共生課長（成田 和博） はい、公共施

設に関しては、使っていただいてるというふうな認

識でおります。特に電気代高騰した際には、積極的

にペレットストーブを使うようにということで、副

市長名での通知を出したりとかしてますので、そこ

は扱っていただいてるというふうな認識でおりま

す。 

 ただ、ちょっとそれを、余ってるのを公売という

か、かけるということに関しては、まだ、今のとこ

ろは内部でもその協議は行ってません。以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） せっかく導入したペレットス

トーブですから、大いに使うと。使わんのやったら、

もうどっか使うところに提供するという、その辺の

柔軟性が欲しいなということを一つ思います。 

 それと、もう一つはまき、というのはペレットそ

のものを作るのに一定のエネルギーを使うんです

ね。その点、まきはペレットと違って、もう切るだ

けのことですから、エネルギーをそれまでに使わな

いので、私はできればまきストーブあるいはまきボ

イラーですね、の普及を進めてほしいなと。 

 ストーブもですけど、まきのボイラー、私が導入

したのがちょっと早かったもんで、補助をもらえず

に購入して使ってますけども、面倒は面倒だけども、

やっぱり気分がいいですよね。電気や石油や、いわ

ゆる灯油やガスを使わずに、自然のもんで湯を沸か

すという点で。まきのボイラーもこのストーブだけ

じゃなくて、それも補助対象になるんですね。 

○分科会長（芹澤 正志） はい、どうぞ。 

○コウノトリ共生課長（成田 和博） おっしゃって

いるとおり、まきボイラーも対象になります。 

○分科会長（芹澤 正志） はい、どうぞ。 

○コウノトリ共生部長（坂本 成彦） すみません、

今の件に関しては、農林水産課のほうにも関係して

くる話になってまして、森林・林業ビジョンという

のをつくって、山のほうの、要は切り出した出口を

どうつくっていくかだとか、人材をどう育成してい

くかということを、これも進めないといけないとい

う、その課題に中に、今のペレットストーブやまき

ストーブを今後どうしていくのかという、こういう

課題も実は抱えています。 

 ですので、今、コウノトリ共生課のほうで脱炭素

の関係で、重点対策加速化事業という国の事業に向

かって財源も取ってきて、本格的に向かっていこう

という流れをつくっていますけれども、それと林業

ビジョンのほうの取組も併せて、全体図を描いて、

これからの学校等に設置してるペレットストーブ、

一体どうしていくんだということも考える時期に

来てるなということで、ちょっと両課を併せて検討

に入る、今、段取りをしているところです。以上で

す。 

○分科会長（芹澤 正志） ほかにございませんか。 

 前野委員。 

○委員（前野 文孝） 先ほどあったんですけど、豊

岡市内でペレットをまだ作ってるところあります

か。川中建設さんとか、数社あるはずなので、そこ

をちょっと訂正しようかなと。 

○分科会長（芹澤 正志） 成田課長。 

○コウノトリ共生課長（成田 和博） 前野委員ご指

摘のとおりです。建築廃材とかいうものを上手に活

用されて、ペレットを作っておられるところござい



 20 

ますので、そういったところの市内産のペレットも

有効に活用していきたいというふうに考えていま

す。よろしくお願いします。以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） ほかにありませんか。 

 すみません、１つ。太陽光発電事業のこの防犯対

策ってあったんですけど、具体的にはどういう内容

なんでしょうか。 

 課長。 

○コウノトリ共生課長（成田 和博） それは、財源

充当してるほうのということじゃなくて。 

○分科会長（芹澤 正志） どういう役割。 

○コウノトリ共生課長（成田 和博） 災害時、今回

の能登半島の地震もそうなんですけども、蓄電池を

持っておられるということは、その後、停電がしば

らく続いたときでも、自家消費というか、自分とこ

ろで電気がつくれるということはございますので、

蓄電池の需要というのが、今後、高まるというふう

に見込んでますのと、やっぱり単純に再生可能エネ

ルギーをということではなくて、何かあったときの

備蓄電池ということでの利用ニーズが高まってき

ているというようなことでございます。 

○分科会長（芹澤 正志） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） コウノトリ共生課、何ページ

だ、１０５ページかな、さっきちょっと説明された

外来種の対策行動計画ですね。これは、どっかに業

務委託をされるんですか。 

○分科会長（芹澤 正志） 成田課長。 

○コウノトリ共生課長（成田 和博） 事前準備業務

で、いろいろ各種調査をしていただいてる業者さん

がございまして、そこが、かねがねそういった調査

をしていただいてる業者ですので、そこに委員会の

運営ですとか、そういったものの支援業務をお願い

したいというふうに考えています。 

○分科会長（芹澤 正志） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 今、お願いしている業者さん

というのは、外部の業者さんですか。 

○分科会長（芹澤 正志） 成田課長。 

○コウノトリ共生課長（成田 和博） 市外の業者で

すね。 

○委員（福田 嗣久） 市外の業者。 

○コウノトリ共生課長（成田 和博） はい。 

○委員（福田 嗣久） 外来種対策ちゅうのは、基本

的には植物、動物両方でするのか。 

○分科会長（芹澤 正志） 成田課長。 

○コウノトリ共生課長（成田 和博） 福田委員のご

指摘というか、そのとおりでございまして、特に外

来種、植物ですと沿道にたくさん咲いてる黄色い花、

オオキンケイギク、それから、動物のほうでいきま

すと、やっぱりアメリカザリガニですとかミシシッ

ピアカウミガメ、俗にミドリガメって言われてるや

つなんですけども、そういったものが対象種になっ

てきます。 

○分科会長（芹澤 正志） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） おっしゃるように、何だった

かいな、セイタカアワダチソウか、それから、オオ

キンケイギク、古来種みたいな感じになっちゃうの、

昔からあるように、あれ、全然なかったんやけど、

もう本当にはびこっておりますわな。行動計画ちゅ

うたって、それをどうするかいうことなんて、そん

な難しいことじゃないと思うんだけれども、実態と

しては、それをどう、除外するのも大変だと思うけ

どね。その辺は、ちょっとご見解があったら。 

○分科会長（芹澤 正志） 成田課長。 

○コウノトリ共生課長（成田 和博） おっしゃって

るとおり、オオキンケイギクを完全駆除しようと思

えば、もうかなりの労力を要します。 

 ただ、それも我々がずっと直営で当たっていくと

いうことはかなり難しいので、やっぱり地域ですと

か、それから、沿道ですので、国道ふちとか県道ふ

ちになりますので、やっぱり国交省ですとか豊岡土

木のほうにも、花が咲くまでに、要は種ができるま

でに、早期に刈り取る、そういった作業を積極的に

考えていただくというようなことを進める中で、完

全駆除は難しいにしても、そこ以上に広がらないと

いうことの対応を取っていきたいというふうに思

ってます。 

 それから、おっしゃってる、もうあれ、当時、ミ

ックスフラワーっていうんですか、道路の吹きつけ



 21 

をする、のり面を固めるということで、その種を吹

きつけていたというような状況があるようですの

で、その中でも、いろんな花がある中で、あのオオ

キンケイギクが一番強くて残っているというのが

今の状況だというふうに聞いてますので、そうはい

っても、きれいだということではなくて、在来種を

脅かすという存在になっているところがございま

すので、やっぱりそこは役所としてできることと、

それから、地域の方にお願いしてやっていただくこ

とを含めて、行動計画の中にそういったことを盛り

込んでいきたいというふうに考えてます。 

○分科会長（芹澤 正志） 福田委員 

○委員（福田 嗣久） それは、大体見当がついたん

ですけども、基本的に役所、国交省や県土木だけで、

あるいはまた、こちらだけでできる問題じゃないの

で、基本的な流れとしては、誰かにお願いしていく、

委託していく以外にないと思うんだけど、誰かちゅ

うのは、要するに地域の人や民間の方々、そんなお

考えでしょうか。これからかも知れないですが。 

○分科会長（芹澤 正志） 成田課長。 

○コウノトリ共生課長（成田 和博） まさしくその

とおりでして、そこに、我々としてもできたら予算

をかけるんではなくて、その地域の方々のご厚意で

やっていただきたいというふうに考えてます。 

 実際、去年も５月に三方のコミュニティ、それか

ら、植村冒険館と一緒に、ちょうど植村直己冒険館

の道路ふちのところののり面のところのオオキン

ケイギクを、地元の地区の方たちと一緒に駆除作業

を行ったようなことがございますので、そういった

ものをモデルにしながら、ほかのコミュニティだっ

たり、地区だったり、企業さんだったりというとこ

ろを巻き込んだ対応を取っていけたらなというふ

うに考えてます。以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 一部の地区でそれができると

は、ある面は思うんですけれども、とてもとてもは

びこっとるんで、そのオオキンケイギクだけじゃな

くても。セイタカアワダチもそうだし、とても無償

で駆除とは考えられへんやけど、そう思いませんか。 

○委員（福田 嗣久） 成田課長。 

○コウノトリ共生課長（成田 和博） もしそうなっ

た際は、それなりの、まずは予算の要求をさせてい

ただくということになりますけども、一応、何とか

ご厚意でというところで向かいたいというふうに

考えてます。 

○委員（福田 嗣久） まあまあ、聞いときます。 

○分科会長（芹澤 正志） ほかにございませんでし

ょうか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 今の質問の中で、私はオオキ

ンケイギク、但馬の祭典から増えたんですね。わざ

わざまいたんですよ、あれ、植えたんですよね。（「但

馬の祭典からか」と呼ぶ者あり）そうなんですよ。

だから、それであっという間に増えたんですけども、

どんな害があるのか。もともと外来のもんが入って

きて、どんな害があるのかというのはあまり言われ

ないんだけども、それを今のコミュニティなんかに、

こんな害があるから駆除しようよというふうにし

ないと、きれいでしょう、あの花。だから、中には

その堤防からわざわざ種持って帰って、我が家の角

に植えた人もおるんですよ。 

 だから、そうなってきたら、いよいよもう駆除な

んていうのはできなくなっちゃうんでね。どんな害

があんのかということを、やっぱり言わにゃあかん

なというふうに思うんですが、その点では、例えば

アメリカザリガニ、水路に穴開けるんで、田んぼの

水がもたなくなるというのが外部のザリガニの被

害が多いんですね。ザリガニはコウノトリ食べるん

ですか。食べますね。もっとどんどん食べてもらっ

たらいいんですよ、コウノトリにね、いうことを思

うんですが、そのキンケイギクの件、どうですか。 

○分科会長（芹澤 正志） 成田課長。 

○コウノトリ共生課長（成田 和博） 確かにきれい

だということで、庭先に植えられているような方を

たまにお見受けします。 

 これは、実は法律で罰則規定が設けられているよ

うなことでして、知らないから植えられてると思う

んですけども、やっぱりそこに関しては、引き続き
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そういった周知、これは植えては駄目ですよという

ことを広めていく必要があると思ってますので、広

報あたりでは、年に１回はそういった周知をさせて

いただいてますけども、引き続き、そういった部分

の啓発を図りたいというふうに考えてますのと、ア

メリカザリガニ、実際、コウノトリ食べますので、

ただ、捕ったやつを、あれ、捕ったらもう動かした

らいけないというのがあって、そこで殺処分になっ

たりだとか、漏れないようなものに入れて、しっか

りと殺処分しなくてはいけないということがござ

います。そこを捕った日をコウノトリに知らせるわ

けにもいきませんので、ちょっとそこは、そういっ

たことでご容赦いただきたいんですけども、しっか

りとそこは実際の農業被害が出てるということも

ございますので、そこは、さらに農業者の方たちも

含めて、その駆除を進めていくようなことを考えた

いというふうに思ってます。以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） キンケイギクのほうは害はな

いんですか。 

○分科会長（芹澤 正志） 成田課長。 

○コウノトリ共生課長（成田 和博） やっぱり一番

は在来種を駆逐してしまうということです。ですの

で、日本古来の在来のものがいなくなるというのが、

一番、オオキンケイギクがほかに迷惑をかけてるこ

とだというふうに認識しています。以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 在来種を駆逐するといっても、

目に見えんですね、なかなか。だから、市民の皆さ

んが駆除しようという気になるような、この運動と

いうんか、アピールをしないと、さっきも言ったよ

うに、何せきれいなんですよ。それが道路端ずっと

黄色く咲いたらきれいですよ。こんなもん取るなと

言ったらかわいそうなぐらいきれいだなというふ

うに思うんで、それに本当に駆除には、今言った、

こんな害があるんだよという、分かる説明がないと、

なかなか難しいなというふうに思います。以上。 

○分科会長（芹澤 正志） ほかにございますか。 

 はい、どうぞ、部長。 

○コウノトリ共生部長（坂本 成彦） さっきの話、

セイタカアワダチソウもそうですけど、やっぱりも

ともとあったススキの群落だとかを全く駆逐して

しまって、セイタカアワダチやオオキンケイギクに

替わっていってるという、こういうことがあるので、

以前、セイタカアワダチを駆除しようと言ったとき

は、要はススキを戻そうというね、逆に、あの日本

らしい景観を戻そうというふうにすると、割とみん

な、その気になってくれたりということがあります。 

 片一方、アメリカザリガニのことも、コウノトリ

にとってはどっちも食べ物ですから、全然おったっ

てええんやないかという話もあるんですけど、あれ

もやっぱり日本在来のものを駆逐してしまうとい

うことがあるので、同じ食べ物だけど、ファストフ

ードじゃなくて、外から入ってきたもん食べるんじ

ゃなくて、在来のもんをコウノトリに食べてもらお

うと、こう言うとみんなその気になるみたいなこと

もあったので、やっぱり本当、委員おっしゃるとお

り、伝え方で人か動いてくれるかというところはち

ょっと意識して進めていきたいなというふうに思

います。（発言するものあり） セイタカアワダチ

は、あれ、４５年ぐらい前から、ざっと、あの阪神

間からざっと近畿一円に。ちょっと余談ですけど。 

○分科会長（芹澤 正志） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 暫時休憩します。 

午前１１時２１分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１１時２１分 委員会再開 

○委員長（芹澤 正志） ただいまから建設経済委員

会を再開します。 

 それでは、第３０号議案、令和６年度豊岡市太陽

光発電事業特別会計予算を議題とします。 

 コウノトリ共生課の説明をお願いします。 

 コウノトリ共生課、成田課長、はい、どうぞ。 

○コウノトリ共生課長（成田 和博） 別冊の豊岡市

特別会計予算並びに予算説明書の２０９ページを

ご覧ください。 
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 第３０号議案、令和６年度豊岡市太陽光発電事業

特別会計予算についてご説明いたします。 

 本案は、第１条で歳入歳出予算の総額をそれぞれ

１億２４４万５，０００円と定めています。 

 第２条で一時借入金の借入れの最高額を１，００

０万円と定めています。 

 内容につきましては、別冊資料ナンバー１、２０

２４年度豊岡市予算についての６１ページをご覧

ください。 

○委員長（芹澤 正志） ちょっと待ってくださいよ。 

○コウノトリ共生課長（成田 和博） ６１ページで

す。 

○委員長（芹澤 正志） はい、来ました。 

○コウノトリ共生課長（成田 和博） 本会計は、山

宮、但馬空港、竹貫の３か所の地場発電ソーラーの

管理運営に係る予算を定めるものです。 

○委員長（芹澤 正志） ちょっとごめんなさい。 

はい。 

○コウノトリ共生課長（成田 和博） 本会計は、山

宮、但馬空港、竹貫の３か所の地場発電ソーラーの

管理運営に係る予算を定めるものです。 

 続いて、６２ページ、６３ページをご覧ください。 

 歳入及び歳出予算総括表により、主なものをご説

明いたします。 

 まず、下段２の歳出予算総括表をご覧ください。 

 総務費の２，５１６万５，０００円は、事業執行

に伴う事務費等基金積立金を計上しています。昨年

度に比べ、１，７４７万円増加している要因は、竹

貫地場ソーラー用地買戻しに係る繰出金の考え方

を整理したことにより、差益分を積立金に計上した

ことなどが主な要因です。 

 施設費は、山宮、コウノトリ但馬空港、竹貫の３

か所の地場ソーラーの施設管理費を計上していま

す。昨年度と比べ、約４３０万円減額しているのは、

昨年度は竹貫地場ソーラー発電所のパワコンを、今

後の安定的な運営を行うために修繕を行ったこと

などによるものです。 

 公債費は、昨年８月の豪雨により、山宮地場ソー

ラーののり面が崩壊した際の復旧工事の財源とし

て起債を起こしたことにより、利子が発生すること

によるものです。 

 諸支出金では、一般会計の繰出金を３，４９５万

３，０００円計上しております。昨年度に比べ、１，

２５８万７，０００円減額している主な要因は、竹

貫地場ソーラー用地買戻しに係る繰出金の考え方

を整理したことなどによります。 

 次に、上段１の歳入予算総括表です。 

 財産収入で、生産物売払い収入を含め、１億２３

８万６，０００円を計上しています。 

 繰入金の一般会計繰入金ですが、災害復旧債の元

利償還金における普通交付税算入されているもの

についての繰入金となります。 

 その他、必要な歳入を計上しています。 

 説明は以上です。 

○委員長（芹澤 正志） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

○委員（村岡 峰男） ちょっと待ってくださいな。 

○委員長（芹澤 正志） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） これ、太陽光に絡む特別会計

ですよね。この３か所だけ、あと、あっちこっちよ

うけあるのは特別会計とは別か。 

○委員長（芹澤 正志） 成田課長。 

○コウノトリ共生課長（成田 和博） おっしゃると

おり、市が直営で運営してるのが、今のこの３か所

でございます。あとは市のものではないというか、

この売電収入で施設の運営、それから、差益分で一

般会計のほうの環境政策の事業に充ててるという

ような予算を組んでるのはこの会計、３か所の地場

ソーラーになります。以上です。 

○委員長（芹澤 正志） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 思い違いだったと思うんです

が、学校やら公共施設に屋根にいっぱいありますや

ん。あれの売上げは、これとは、特別会計と全く違

うんか。 

○委員長（芹澤 正志） 成田課長。 

○コウノトリ共生課長（成田 和博） あれは、それ

ぞれの施設のＦＩＴ、固定価格買取り制度で余剰電

力を売ってるということになりますので、この会計
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とは別のものになります。以上です。 

○委員（村岡 峰男） そうですか、すみません知ら

なんだ。 

○委員長（芹澤 正志） よろしいですか。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 義本委員。 

○委員（義本みどり） ６２ページのとこで、総務費

のところで、何でしたっけ、何か考え方を整理した

っていうのをもう一回お願いします。 

○委員長（芹澤 正志） 成田課長。 

○コウノトリ共生課長（成田 和博） これまで、竹

貫の地場ソーラー発電所については、あそこは底地

が豊岡市の土地開発基金で抱えている土地でござ

います。それを発電所にするということで、その土

地を買い戻すということで、予算のほうを一般会計

のほうに繰り出していたんですけども、これまでは

竹貫の収支の差益分を全て、その買戻しの費用に充

ててたんですけども、これからは環境政策のほうに

事業を向かうに当たっては、やっぱり財源が必要と

いうことになりますので、そもそも２０年で買い戻

すということの計算に戻しまして、竹貫の差額分に

ついては、ルール分の買戻し費用の分と、それから、

これから環境政策に充てる事業の分ということで、

積立ての分ということでの考え方を整理させてい

ただいたということでございます。 

 これについて、補正予算でも同じような対応して

ますので、また後日、その辺りも説明させていただ

きます。以上です。 

○委員長（芹澤 正志） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（芹澤 正志） それでは、質疑を打ち切り

ます。 

 それでは、コウノトリ共生課の職員はご退席して

いただいて結構です。お疲れさまでした。 

 暫時休憩します。 

午前１１時３０分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前１１時３２分 委員会再開 

○委員長（芹澤 正志） 再開いたします。 

 それでは、質疑はなし、討論はございませんでし

ょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（芹澤 正志） お諮りいたします。本案は、

原案のとおり可決すべきものと決定してご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（芹澤 正志） ご異議なしと認めます。第

３２号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

 じゃあ、一旦休憩、暫時休憩いたします。 

午前１１時３３分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前１１時３５分 委員会再開 

○委員長（芹澤 正志） それでは、休憩前に引き続

き委員会を再開いたします。 

 次に、当局からの報告事項についてですが、コウ

ノトリ共生部環境経済課から報告について申出が

あり、これを許可しておりますので、ご了承願いま

す。 

 それでは、産業用地の取扱いについて説明をお願

いします。 

 環境経済課、冨岡課長、お願いします。 

○環境経済課長（冨岡  隆） お時間いただきまし

てありがとうございます。 

 事前にお送りさせてもらっておりますけども、産

業用地の取扱いにつきまして、ご説明のほうをさせ

ていただきたいと思います。 

 １ページをご覧ください。 

 今日は２つの項目を報告させていただきたいと

思います。 

 １点目が県道但馬空港線沿線の産業用地の整備

事業につきまして、用地の名称ですとか分譲する土

地の範囲ですとか最低譲渡価格の金額ですとかそ

の後のスケジュールですとかを報告させていただ

きたいと思います。 

 ２点目は、出石中川産業用地の公募のほうも開始

したいと思っておりますので、現状のほうとスケジ
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ュールのほうの説明をさせていただきたいと思い

ます。 

 それでは、但馬空港線のほうから説明をさせてい

ただきます。 

 ２ページをご覧ください。 

 まず、名称のほうですけども、コウノトリ豊岡産

業用地とさせていただきました。 

 名称の考え方につきましては、四角で囲っている

とおりでございますが、まずは、豊岡市の人と自然

が共生するまちづくりのシンボルであるコウノト

リを冠としました。 

 また、豊岡市が進めています環境経済のイメージ

にマッチして、環境経済型企業の誘導が期待できる

ものとして、また併せてＳＤＧｓ的に、企業のイメ

ージアップにもつながると考えられる企業が興味

を持たれるんではないかということで、期待してお

ります。 

 ３点目が、コウノトリ但馬空港に隣接しています

ので、場所をイメージしやすいというところで決め

させていただきました。 

 この産業用地の特徴は、特徴といいますか売りは

２つになります。 

 特に１点目、２つのインターチェンジから物すご

く近いということ、それから、空港からも近いとい

うことで、交通網的な立地がかなりいいというとこ

ろを売りにしていきたいなと思っています。 

 また、緑に囲まれました産業用地ですので、周辺

に人家もなく、工場に適しているのではないかとい

うところで、しっかりＰＲしていきたいなと思って

います。 

 次に、３ページ目をご覧ください。 

 分譲する土地の範囲と面積のほうを図示したも

のでございます。赤い点線の範囲の中が売却面積と

なります。その中で、黄色い部分のところが平地、

それから、薄緑のところが緑地となります。区画Ａ、

Ｂ、Ｃの順番で段差になっておりまして、高低差が

ありますので、薄い緑のところは斜めになっている

というイメージで見ていただければと思います。 

 図の左下に、ちょっと断面図も用意しております

ので、こういったような地形になっているというこ

とで見ていただければと思います。 

 なお、一番下に書いておりますけども、各区画の

面積につきましては、まだ確定測量が終わっており

ませんので、今後、変更となる可能性がございます。 

 次に、最低譲渡価格につきまして説明いたします。 

 ４ページをご覧ください。 

 考え方につきましては、黒丸で２つ示しておりま

すが、２点でございます。 

 まず、最低譲渡価格につきましては、用地の整備

費用に見合う額を基本としながら、企業の立地によ

りまして得られます税収の効果ですとか、それから、

市内産業への経済効果というものも考慮したいと

考えています。 

 また、この土地が切土ではなくて、割に１０メー

ターから３０メーターの高盛土になっているとい

うこと、それから、山際の土地を含んでいて、形状

的にもちょっと長方形といいますか、方形の状態に

なっていないというようなこともありまして、そう

いった諸要件も総合的に反映して、設定を行いたい

というところでございます。 

 それから、２点目ですけども、近隣の工業団地の

売却単価や不動産調査価格等も参考に、販売競争力

を得られるように考慮して、価格を設定したいとい

うところでございます。 

 まず、（ア）ですけども、税収見込みのみを考慮

した試算でございます。全体事業費の決算見込額が

約４億８，５００万円ほどになっています。この事

業を進めていった場合、想定によります理論計算で、

税収のほう、１億８，０００万円程度を見込めるの

ではないかとしております。 

 備考欄に書いておりますけども、一応３０年間分

の積算をしています。差し引きしますと３億５００

万円ほどになりまして、分譲面積で割りますと、単

価的には１万３，６００円という計算になってまい

ります。 

 次に、５ページをご覧ください。 

 近隣の産業団地の状況です。県内とそれから、隣

接しております福知山とか鳥取や京丹後の様子を
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書いております。この表の上のほうにつきましては、

大きな産業用地でもありますし、競争としては比較

するのはちょっと難しいかなというところはある

んですけども、コウノトリ産業地の前後のところ、

鳥取南インターですとか、それから、京丹後の森本

工業団地、この辺りが競合するような感じになるか

なと思っています。鳥取のほうが１万５，１２５円

から、それから、森本の工業団地というところは、

もう今は売っていないんですけども、売買実例から、

平米１万９００円ぐらいで売られていました。 

 この森本工業団地も、京丹後の大宮インターを降

りてすぐのところにありまして、立地としてはさほ

ど悪くないというようなところもありますのと、こ

の辺りを少し意識する必要があるかなというとこ

は思っています。 

 それから、（ウ）ですけども、県道がまだ通行、

供用開始しておりませんが、不動産鑑定士に価格調

査をしていただきました。金額的には区画Ａ、Ｂ、

Ｃのところが１万円前後という価格になっていま

す。これは、地形が少しデッドスペースが多くなる

というところですとか、緑地が多くて、実際の開発

にはつながらないというようなところも差し引い

て考えられているものでございます。この金額をち

ょっと下回ることはなかなか難しいなというとこ

ろも思いながら、区画の設定をさせていただきまし

た。 

 それが、次の６ページになります。 

 区画Ａを、一番大きいところを平米１万２，００

０円、真ん中のＢを１万１，０００円、区画Ｃを１

万円として計算をしています。面積を掛けまして、

区画Ａのとこの端数を切り捨てる感じで、合計２億

５，０００万円程度の売却、最低譲渡価格のほうを

設定しております。 

 なお、こちら、先ほど申し上げましたように、確

定測量後に、また、最終的には調整を行いますので、

金額としては少し変更になってまいりますけども、

単価的にはこれを基準にしていきたいなと思って

います。 

 下にちょっと算数の足し算、引き算を書いており

ますけども、最低譲渡価格のほうを、今見ていただ

きましたように、約２．５億円、ここに税収を見込

んでおりますので、３０年間で約１．８億円、合計

すると４．３億円ということになります。ただ、全

体整備費用が４．８億円かかっておりますので、差

引き０．５億円、約５，０００万円ぐらいを市のほ

うが負担をするという、そういう区画設定でさせて

いただきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 それから、スケジュールのほうでございます。 

 ７ページをご覧ください。 

 表の上のほうの一番上になりますけども、１０月

のところに供用開始予定ということで、インターの

供用開始と県道の供用開始が予定されています。で

きましたら、一番早いところで、ここで売却ができ

るようなスケジュールで進めていきたいなと考え

ています。 

 水道工事のほうはまだ続きますけども、分譲のほ

うには影響がないということで、公募は進めていき

たいと思っています。 

 上の表の一番下、分譲の公募期間ですけども、４

月下旬から開始させていただいて、６月ぐらいで１

度締切りをさせてほしいなと思っています。 

 下の表ですけども、売却があって、最短で手続が

進んだ場合のスケジュールという想定でしており

まして、７月、８月で業者を決めて、８月中には仮

契約、本契約の締結は９月議会で議案として上げさ

せていただきたいなと思っています。１０月で本契

約になりまして、供用開始と併せて進めていきたい

というところでございます。 

 但馬空港線の関係の産業用地は以上となります。 

 次に、８ページ、ご覧ください。 

 出石中川産業用地の公募の開始についてです。 

 出石中川産業用地のほうは、今、資材置場のほう

で、長いこと使っておりまして、事実上、公募をち

ょっと中断してるような状況でございます。 

 場所は、７ページのほうに書いております。ちょ

っとごちゃごちゃしておりますけども、出石から但

東に抜ける道になります。小学校区としては福住に
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なるようですけども、この図の右のほうに進んでい

くと寺坂小学校が間もなく出てくる、そういう場所

でございます。 

 拡大しますと、今、上野橋の架け替え工事をして

おりますけども、その上野橋の新しい橋から降りて

きた、すぐそこになってまいります。 

 こちらの場所のほうですけども、９ページをご覧

ください。 

 現在、どのように管理しているかですけれども、

上野橋が整備工事ということで、その資材置場とし

て、整備完了まで使用するということでしておりま

す。この間、立地サポート豊岡、ホームページのほ

うですけども、の掲載や兵庫県のサポートセンター

のほうにも、こういう物件がありますというのは周

知を行ってきております。 

 地元の地区のほうから、早期の土地活用について、

２０１８年度から継続して要望書の提出がありま

した。せっかく産業用地として整備されてるのに、

資材置場としてはもったいないということで要望

がありましたが、事情を説明して、ご理解いただい

てたところでございますが、昨年の要望のほうでは、

そろそろ上野橋ができてきますので、できてから進

めるんじゃなくて、今からでも誘致の活動はできる

んじゃないかという、そういう強い要望をいただき

ました。 

 したがいまして、旧橋の撤去を待たずに、新しい

上野橋の供用開始に合わせて、土地の引渡しができ

るように、来年度から公募を開始したいということ

で進めたいと思っています。 

 スケジュールのほうですけども、９ページをご覧

ください。 

 下のほうの表から説明しますが、下から２つ目に

上野橋の新橋の整備ということで、再来年度、２０

２５年４月に供用を開始する予定で工事が進めら

れてるということで、来年の３月の議会に、早けれ

ば議決のほうをいただけるようなスケジュールで

進めれないかなというふうに考えているところで

ございます。 

 上の表のほうに戻りますが、今日の説明を終わら

させていただくと、ちょっと地元のほうに説明をさ

せていただきたいなと思っております。それを受け

て鑑定評価を済ませて、１０月ぐらいに、今、公募

が開始できるように進めたいなという、そんなスケ

ジュール感で考えております。 

 ちょっと簡単な説明になりましたけども、説明は

以上となります。 

○委員長（芹澤 正志） 説明は終わりました。 

 何か質問がございましたら、挙手をお願いいたし

ます。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） １つよろしいですかね。但馬

空港の産業用地ですけれども、７ページで説明をい

ただきました５月、６月で分譲公募として、そして、

選考、企業予定者の決定、仮契約、本契約が９月か

というスケジュールが立ってますけども、前触れを

されておりまして、ある程度、声があるんでしょう

か、お声が。 

○委員長（芹澤 正志） 冨岡課長。 

○環境経済課長（冨岡  隆） まだ金額的なものを

提示しておりません。一応、この４月に公募を開始

しますという、そういうアナウンス程度のことであ

りますけども、三、四社からお問合せをいただいて

いるところでございます。以上です。 

○委員長（芹澤 正志） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） まだオープンにはできないで

しょうけど、三、四社ちゅうのは、この豊岡市外か

らですか。 

○委員長（芹澤 正志） 冨岡課長。 

○環境経済課長（冨岡  隆） 市内の方もあります、

市外の方もございます。 

○委員（福田 嗣久） 分かりました。 

○委員長（芹澤 正志） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 造成に当たって、土質の問題

というのはちゃんと頭の中にあったのかなと。とい

うのは、豊岡病院の敷地の造成ってのは、物すごい

石灰を入れて固めたんですね。それをしなければ、

土質が安定もしないという、地域の特質、特性があ

ると思うんですね。その辺が造成した土地とそれの
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両方ののり面と、売却して工場が建ったわ、山が崩

れました、工場の建っとる地盤が、あそこが変形し

たなんてことがあってはならないわけなんで、そう

いう土質のことがちゃんと頭にあって造成をされ

たのかなというのをちょっと聞かせてください。 

○委員長（芹澤 正志） 冨岡課長。 

○環境経済課長（冨岡  隆） 造成につきましては、

盛土ということで、あちこちの土が入っているイメ

ージもあるんですけど、そういうことはなく、県道

の工事で出た土砂ですので、近隣の土が全部来てい

るので、あちこちの土が混ざってるという状況では

ないということと、それから、おおむね２年間、埋

め立てた後、落ち着かせておりますので、その状況

で地盤が落ち着いてきたというところで造成工事

を始めて、今に至ってますので、自然沈下のほうは

終わってるのかなという感じはしています。 

 それから、今言われたのりのほうですけども、山

を削っているわけではなくて、谷を埋めております

ので、山を削っているという状況ではないというこ

とでございます。 

 ただ、急な角度のある山もありますので、建築基

準法的に、県の崖地条例では、一応該当する場所で

もあるようですので、その辺りはまた、決められた

業者さんの設計士さんが検討されるかなというふ

うに思っています。以上です。 

○委員長（芹澤 正志） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 豊岡病院の駐車場の造成工事

ね、何年かかったんだろう。県が、もう本当にでき

かかっては崩れ、できかかっては崩れ、そういう山

だということも頭に置いとかないとという思いな

んです。 

 ですから、これ、何ページかな、地図を見とった

らね、造成地の両方にのり面がありますよね、上と

下に。この緑の部分は売却予定土地で、なおかつの

り面があると。その上には自然体の山が、自然林が

あるということですので、この造成をする緑の分、

この部分についても大変気にかかるなと。もし万が

一、売却後に、この山が崩れたっていったら、もう

向こうさんの土地ですからね。買われた人の土地で

すから、その辺、もし崩れたときはどうなるのかな。

買った人の責任で終わりですか。 

○委員長（芹澤 正志） 冨岡課長。 

○環境経済課長（冨岡  隆） 今、県のほうとも相

談をしまして、一応、契約書のほうにつきましては、

現状で売って、その後の責任は全部買われた先とい

うような、そういう条件で公募をかけていきたいと

思っています。以上です。 

○委員長（芹澤 正志） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 私が危惧する、そういう土質、

そういう土地だということを十分に頭に入れなが

ら、後々の工事もだし、売却の契約も含めてお願い

をしたいなと。お願いしときます。 

○委員長（芹澤 正志） よろしいか。 

 冨岡課長。 

○環境経済課長（冨岡  隆） そのようにしてまい

ります。以上でございます。 

○委員長（芹澤 正志） ほかに。 

 前田委員。 

○委員（前田 敦司） コウノトリ豊岡産業用地の件

なんですけども、産業用地というふうな表現なんで

すが、観光的な施設を誘致するとか、そういったと

ころというのはお考えにはあるんでしょうか。 

○委員長（芹澤 正志） 冨岡課長。 

○環境経済課長（冨岡  隆） 今のところは、スタ

ートのところは製造業等、雇用がたくさん生まれる

ようなところということで考えておりますので、観

光施設につきましては対象としてはいないという

ところでございます。 

○委員（前田 敦司） 分かりました。了解です。 

○委員長（芹澤 正志） ほかございませんでしょう

か。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） どういう値段で決まっていく

のかなと思うんですけど、この不動産鑑定士でＡ、

Ｂ、Ｃとあって、９，９５０円、１万３７０円とい

うような不動産鑑定の値段が出ておりまして、それ

を基にして、６ページか、区画Ａが１万２，０００

円で、１万円で、こういうことを出しおる、一応想
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定されているんですか。 

○委員長（芹澤 正志） 冨岡課長。 

○環境経済課長（冨岡  隆） 内部で相談をさせて

いただいて、これを、６ページに記載している金額

を最低譲渡価格で公募をかけていこうというふう

にしております。 

○委員長（芹澤 正志） はい、どうぞ。 

○委員（福田 嗣久） それであると、一番広いとこ

ろが１万２，０００円、１万１，０００円、１万円

ということになるのかな。それでいくと、さっきの

前ページの山、市有地の山林があって、のり面があ

って、平地があって、のり面があって、その緑のの

り面のところをざっと見てると、これ、やっぱり七、

八割しか使えねえわな。そんな感じがする。それで

いくと、なかなか使い勝手が悪い産業用地だなとい

う気がするんだけども、それも加味されて、この最

低譲渡価格を設定されてるということか。 

○委員長（芹澤 正志） 冨岡課長。 

○環境経済課長（冨岡  隆） そのとおりでござい

ます。先ほど言われましたように、県の緑条例のほ

うで、４０％以上は緑地にしないといけないという

ところ。 

○委員（福田 嗣久） ４０％。 

○環境経済課長（冨岡  隆） はい、がございます。

ですので、赤い点線のところを越えて、山側のとこ

ろに深い緑がありますけど、ここは森林として残し

て、こちらは森林ですので、売らずに市が引き続き

管理していくということで、こういった面積も入れ

ながら、何とか４０％を出していってます。 

 売却の中に薄緑のところは、企業の責任としても、

その緑地を管理しないといけませんので、あらかじ

め緑地を用意しておくという、そういう感じになっ

ております。 

 ただ、今、委員が言われましたように、形状的に

デッドスペースも出てきますし、それから、高盛土

ですので、結構、基礎杭も長く打つ必要もある可能

性もありますので、そういったことと近隣の産業用

地等も照らし合わせながら、競争ができる価格設定

というところで決めました。 

 ただ、不動産鑑定額を出してもらっていますので、

あまりそこを下回るようなことはできないなとい

うところもあって、不動産調査のまま、下限の意味

合いで確認をさせてもらっているという、そんな感

じで進めてきております。 

○委員長（芹澤 正志） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） そうすると、さっきの出石中

川なんかが、非常に長方形に近いところで使いやす

くなるけども、コウノトリのこの周辺は４０％以上

の緑地形成か、厳しいね、県の条例。高うつきます

よ、それは。平米単価は出してても、実質の使える

平米が。来てもらえたら、ぜひ、ええんだけれども、

なかなか使い勝手が悪そうだなと思いました、これ

は感想ですけど。それでいくと、ちょっと高いかな。

比較するとな。小野なんかは全然場所が違う。淡路、

境港、福知山、鳥取、一番近いのは森本、大宮だよ

な。そんな感じがして、感想です、これは。 

○委員長（芹澤 正志） ほかにございませんか。 

 それでは、この件はこの程度でとどめたいと思い

ます。 

 以上でコウノトリ共生部の方はご退席いただい

て結構です。お疲れさまでした。 

 これで建設経済委員会を暫時休憩します。再開は

午後１時ちょうど。 

午前１１時５６分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後 ０時５５分 分科会再開 

○分科会長（芹澤 正志） それでは、皆さんおそろ

いのようですので、ただいまから建設経済分科会を

再開します。 

 それでは、第２３号議案、令和６年度豊岡市一般

会計予算を議題とします。 

 引き続き、コウノトリ共生部に関する審査です。 

 それでは、どうしよう、ここまで。当局におかれ

ましては、新規事業、前年度から大きな、これはい

いですね。 

 それでは、まず、農林水産課から説明願います。 

 農林水産課、浪華課長。 

○農林水産課長（浪華  誠） 農林水産課の当初予
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算について説明をさせていただきます。 

 農林水産課は多くの事務事業を所管しておりま

すので、新規事業ですとか大きな変更のあったもの

など、主要な事業を中心に説明させていただきまし

て、そのほかのものは割愛をさせていただきますの

で、ご了承ください。 

 まず、歳出予算です。９３ページをご覧ください。 

 真ん中よりちょっと上のほうになるんですけど、

基金管理費の中に森林環境基金積立金があります。

４，６４５万４，０００円を計上させていただいて

ますが、歳入の森林環境譲与税を活用しまして、但

東町坂津の森林整備ですとか、雪害倒木緊急対策事

業補助金などの事業の財源として充当するほか、そ

の残った４，６４５万４，０００円を森林環境基金

に積立てをするものです。 

 次に、飛びまして１２９ページをご覧ください。 

○農林水産課長（浪華  誠） すみません。 

○分科会長（芹澤 正志） １２９ページ。 

 はい、どうぞ。 

○農林水産課長（浪華  誠） すみません、地方創

生推進事業になります。下から２つ目の項目、新規

就農総合支援事業費５，６５３万９，０００円です。

この中の補助金のうち、新規就農者確保事業費補助

金は、国の制度によるもので、その下の若手農家支

援事業費補助金は、こちらは市単独事業によるもの

です。 

 補助の内容は、国のほうが新規就農者の経営開始

時の資金を交付するものや、市のほうは農業用機械

の導入などを支援するものとなっています。 

 次の豊岡農業スクール開校事業費です。農業スク

ールは来年度で１２年目を迎えますが、市内での就

農を希望される方に対して、農業に必要な生産技術

等の研修を委託によって行うものです。新規の入校

生５人分と継続するスクール生３名を合わせて、合

計８人分の経費を計上をしています。 

 次は、１４５ページをご覧ください。 

 中ほどになりますが、農林業センサス調査費の人

件費に８８２万１，０００円とその下、農林業セン

サス調査費に３９万８，０００円を計上しています。 

 農林業の実態把握のため、５年に一度行われます、

国の基幹統計調査でして、来年度が本調査の年度に

なりますので、その調査に係る事務費等を計上をし

ています。 

 次は、２０３ページをご覧ください。 

 農林水産業費です。一番下の項目、有害鳥獣駆除

対策事業費１億９３７万円と次の２０５ページに

なりますが、２０５ページの中ほどよりちょっと上

にあります、鳥獣被害防止緊急対策事業費４，９３

９万３，０００円、この２つの事業によりまして、

駆除と防除の両輪で引き続き有害鳥獣対策を推進

します。 

 まず、駆除対策では、引き続き年間６，５００頭

を目標に、鹿の捕獲を推進します。 

 また、防除対策では、豊岡市野生動物被害対策推

進協議会を通じまして、集落の防護柵の設置を支援

します。新たに設置する防護柵につきましては、金

網柵が２集落、延長が約５．５キロメートル、電気

柵が３集落で、延長が８キロメートル、ワイヤーメ

ッシュ柵が２集落で、延長５．２キロメートルを予

定をしています。 

 その下の事業になります、中山間地域等直接支払

事業費です。これ、急傾斜地等の条件不利地の生産

活動を支援するもので、４０集落、約２２７ヘクタ

ールの農地を対象に支援を予定しています。 

 その下、多面的機能支払事業費は、水路の泥上げ

や農道の補修など、農地の維持、共同活動を促進す

るもので、来年度は共同活動で１２９組織、施設の

長寿命化で９７組織に対して支援をします。 

 その下の環境保全型農業直接支払事業費は、冬に

田んぼに水を張ります冬期湛水や有機農業など、環

境保全効果の高い取組を支援するもので、来年度は

約７４０ヘクタールの取組を支援することとして

います。 

 次は、２０７ページをお願いします。 

 上から４つ目の項目、豊岡市農業ビジョン推進事

業費です。豊岡グッドローカル農業のキャッチフレ

ーズの下、農業ビジョンの取組を進めます。新年度

も引き続き、集落支援員１名を配置し、地域の農業
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者との連携強化やコウノトリ育む農法などの市の

特色のある農業をＰＲすることによって、農業に関

わる人を増やしていきたいと考えています。 

 また、業務委託料の中にグッドローカル農業ＰＲ

推進業務としまして、新たに７７万円を計上してい

ます。５２２万円の内数になります。こちら、民間

事業者への委託によりまして、市内外に向けて、豊

岡グッドローカル農業をさらに広くＰＲすること

で、豊岡の農業に関心を持っていただく人を増やし

て、ひいては農業人材の確保につなげていきたいと

考えています。 

 次は、その下の項目です。有機農業産地づくり推

進事業費です。この事業は、学校給食米の無農薬米

への全量転換や給食での有機野菜の利用を増やす

ことなど、昨年の４月に策定をしました、有機農業

実施計画を推進するため、国のみどりの食料システ

ム戦略交付金という補助金がありまして、それを受

けて実施をするものです。 

 なお、その中の補助金の学校給食用無農薬米拡大

支援事業費補助金３６４万円については、新たに市

の単独事業として創設をしたものです。コウノトリ

育む農法で、無農薬米つきあかりを生産する農家に

対しまして、１０アール当たり２万円を支援するこ

とで、生産意欲の向上と経営の安定化を図って、生

産者及び作付面積の増加につなげることで、目標で

あります２０２７年度の全量転換を実現したいと

考えています。 

 次は、２０９ページをお願いします。 

 上から２つ目の項目、農業用施設管理費です。こ

の中で、整備工事費に７，０００万円を計上してい

ますが、内訳としましては、防災・減災事業として

進めています、ため池の廃止工事、こちらが１，０

００万円と清滝トンネルの照明設備更新工事が６，

０００万円となります。 

 その下の補修工事費がありますが、３，１５０万

円の内訳としましては、ふるさと農道の舗装修繕が

２，０００万円と清滝農免農道の舗装修繕が１，０

００万円、加えまして、老朽化した農村公園の施設

の撤去が１５０万円となっています。以上が主立っ

たものです。 

 その下の基盤整備促進事業費１億３，６６２万３，

０００円です。事業の内容につきましては、農道橋

の耐震化と長寿命化の事業、あと圃場整備等の農地

整備事業となります。中でも、内町地区の圃場整備

事業、区域面積１７．２ヘクタールですが、につき

ましては、県営の事業ではありますが、市が県から

事業を受託して実施をするものです。 

 予算の主立ったものを申し上げますと、まず投資

委託料の測量設計は、内町の圃場整備に係る換地業

務です。整備工事費の７，２９８万９，０００円も、

こちらも内町の圃場整備分です。 

 その下の負担金のうち、農地整備事業費１，２７

２万５，０００円、こちらの内訳は、８００万円が

内町の圃場整備で、残りの４７２万５，０００円が

出石町伊豆地区の用排水路整備事業分となります。 

 また、その下の基幹農道整備事業費４，２２６万

円の内訳は、１，９７６万円が農道橋の耐震化分、

残る２，２５０万円が農道橋の長寿命化分となりま

す。 

 次は、２１３ページをご覧ください。 

 説明欄、上から４行目になりますが、上庄境排水

機場の補修工事費として、１，７１０万円を計上し

ています。ポンプ場施設の老朽化により、配管を更

新するものです。 

 次は、林業関係になります。２１５ページをご欄

ください。 

 中段辺りになりますが、治山事業費として６，９

００万円を計上しています。県の補助を受けて行う

防災対策工事が１，４００万円で、竹野町床瀬での

実施を予定しています。 

 また、市の単独事業としまして、小島地区で防災

対策工事５，５００万円を予定をしています。 

 次は、一番下になります。森林環境整備事業費４，

５０７万９，０００円です。 

 すみません、次の２１７ページの一番上をご覧く

ださい。 

 一番上に自伐型林業推進検討業務として３２９

万８，０００円を計上しています。これは、国の地
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域力創造アドバイザー制度というのがありまして、

それを活用しまして、外部から専門家を招いて、自

伐型林業を推進するための経費となります。今後も

森林環境譲与税を活用した森林整備を市内で着実

に進めていくためには、市内全体での森林整備の面

積、作業量というのを考えますと、既存の林業事業

体だけでなくて、多様な林業従事者の参加が必要に

なってくると考えています。このため、自伐型の林

業家を育てるための指導体制ですとか、市内での施

業地確保に向けた体制づくりなど、林業人材の確保

を含めた検討に着手をしたいと考えています。 

 また、４行下になりますが、獣害対策緩衝帯森林

整備事業費補助金として１，４００万円を計上して

います。こちらも新たに創設した補助制度になりま

す。鹿などによる農作物への被害を防ぐため、これ

までから県の事業を活用しまして、バッファーゾー

ンの整備を進めてきましたが、県の基準に該当しな

いなど、採択とならないケースもあります。このた

め、県事業の対象とならない比較的小規模なバッフ

ァーゾーン整備を希望する地区に対しまして、１ヘ

クタール当たり７０万円を上限に補助金を交付す

ることで、獣害被害の軽減につなげていきたいと考

えています。 

 次は、水産関係になります。下の囲みのほうの下

段になります。漁港管理費です。下から２行目に浚

渫工事費として５２０万円を計上しています。毎年、

田結漁港と竹野の切浜漁港でしゅんせつ工事を行

っていますが、特に田結漁港においては、田結川か

らの土砂流入と冬期、冬の間の風や波によって、例

年以上に漁港内に大量の砂が堆積している状況で、

漁業関係者や地元の区長会からも要望が出されて

いました。このため、新年度は工事に係る予算を倍

に増やし、しゅんせつ範囲を拡大して対応したいと

考えています。 

 歳出は以上になります。 

 次は、歳入予算になります。２１ページをお願い

します。 

 歳出で説明しました事業の中から、ポイントにな

る歳入予算を説明させていただきます。 

２１ページの一番下になります。 

 森林環境譲与税です。新年度は１億１，０２０万

６，０００円を予定しています。歳出予算で説明を

しました森林整備等の事業の財源として活用して

いきます。 

 次に、５１ページをお願いします。 

 下の囲みになります。県補助金の農業費補助金で

す。この中の４番目の中山間地域等直接支払交付金

と一つ飛んで、多面的機能支払交付金と、そのもう

一つ飛びまして、環境保全型農業直接支払推進交付

金、この３つは国の日本型直接支払制度による交付

金で、国が２分の１、県が４分の１、市が４分の１

を負担するものです。その２つ下、新規就農総合支

援事業費補助金は、新規就農者の経営開始を支援す

る資金と農業機械等の導入補助分となります。 

 次のページ、５３ページをお願いします。 

 上から３つ目、農業水路等長寿命化・防災減災事

業費補助金４，８４０万円は、ため池廃止工事と清

滝トンネルの照明設備更新に伴うものになります。

その下のみどりの食料システム戦略推進交付金は、

学校給食での無農薬米、無農薬野菜の利用を促進す

る有機農業産地づくり推進事業に充当をするもの

です。その下の就農準備資金１，２００万円は、農

業スクール生８名に係るものとなります。 

 次に、下の囲み、林業費補助金です。３つ目の治

山事業費補助金９３３万３，０００円は、竹野町床

瀬の山腹崩壊対策工事に係るものです。 

 続いて、５７ページになります。 

 上から４行目です。基盤整備促進事業委託金８，

３２０万円は、内町地区の圃場整備に係るものです。 

 次に、６３ページをお願いします。 

 一番上の地域振興基金繰入金ですが、農林水産課

分はこのうち２，９００万円で、新規就農総合支援

事業など、計３事業に充当をします。 

 次に、７５ページをご覧ください。 

 市債になります。一番下の項目、農業債と７７ペ

ージに移っていただきまして、林業債があります。

その下の水産業債、この分について、それぞれ記載

のとおり、事業の財源として地方債を発行する予定
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としております。 

 次は、債務負担行為になります。９ページをご覧

ください。 

 債務負担行為の上から２行目、農業経営基盤強化

資金利子補給事業とその下の美しい村づくり資金

利子補給事業、さらにその下の豊かな海づくり資金

利子補給事業につきまして、令和６年度事業分とし

て、それぞれ記載のとおりの限度額を設定をしてい

ます。 

 最後になります。地方債です。１０ページをご覧

ください。 

 １０ページの真ん中から少し下辺りになります

が、土地改良事業費としまして９，４４０万円、ち

ょっと下に行っていただきまして、下から４行目で

す。たん水防除施設整備事業費として９２０万円、

一番下の治山事業費５，８９０万円と、１１ページ

です。上から２行目の水産業施設整備事業費として

４０万円を計上しています。 

 ちょっと長くなりましたが、農林水産課からは以

上となります。 

○分科会長（芹澤 正志） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 長い説明だったんで、ようけ

聞きたいことがあったんだけども、その中から絞り

ます。 

 ２０９ページの奈佐の内町の土地改良なんです

が、いろいろと関係する人からちょろちょろ聞くと、

土地改良事業というのは、最近珍しいですね、どっ

ちかいうと。あまり最近もうしなくなっちゃって、

引き合わないと、そんなんしたってね、いうのもあ

ると思うんですが、内町の土地改良、この時期によ

くぞ思い切ったなということを思いながらも、聞け

ば自己負担があれへんと、その農業者ね。普通、土

地改良は、農業関係事業というのは、大体２割ぐら

いの負担が伴うんですけども、何か内町は負担があ

らへんというようなことを聞くんですけども、事実

ですか、それは。 

○分科会長（芹澤 正志） はい、どうぞ。 

○農林水産課参事（村田 一紀） 内町につきまして

は、集積、集約の要件が高くありまして、それが要

件の一つになっております。ですので、別の要件が

組まれて自己負担、地元負担金がなしということに

なっております。 

○分科会長（芹澤 正志） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 自己負担全くなしで、それ、

その条件というのは大きな田んぼにすればええと

か、全体の面積が何ぼとかっていう条件があるんで

すか。 

○分科会長（芹澤 正志） はい。 

○農林水産課参事（村田 一紀） まずは地区全体の

農地を中間管理機構に全部預けなさいというのが

まず１つです。次に、集積のポイントが５０％以上

上げなさいよということで決まってまして、集積、

集約の要件がかなり厳しくなってます。ほぼ、今、

担い手さんがいろんなとこで農地を預かって耕作

されとると思うんですけども、それにプラス５０％

以上ということになりますんで、かなり要件とした

ら厳しい要件になっております。以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 条件がいろいろあったにして

も、農家の側から見れば大変ありがたい、負担なし

でということで、逆にそれ以外の集落やそれ以外の

ところから見たら、こんな羨ましい話ないなと。あ

とは全部負担持ってやっとるわけですのでね。だか

ら、いい制度があったもんだなと、羨ましいなとい

うことで、事実を聞きたかったんです。 

○分科会長（芹澤 正志） そのほか。 

○委員（村岡 峰男） ついでにいいですか。 

○分科会長（芹澤 正志） はい、どうぞ。 

○委員（村岡 峰男） 雪害による木を切りましたね、

これは違うんか。（発言する者あり）あの電線の、

今年１，０００万円かな、されたんですが、あの地

域、関連するところは大変喜んでおられるんですけ

ども、お聞きしたいのは、あの切った木はどうされ

るんですか。 

○分科会長（芹澤 正志） 村田参事。 

○農林水産課参事（村田 一紀） 木を切った後につ
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いては、切捨てです。今切ったところに置いとく。

それは、なぜかといいますと、持ち出すとまたお金

が、経費がかかって、運搬して運ばんなんというこ

とがありますので、それを相殺して、地元で考えら

れて置いとくということが、今の判断をされとる状

況です。あくまで補助金で対応させていただいてお

りますので、地元判断ということでご理解いただき

たいと思います。 

○分科会長（芹澤 正志） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 午前中の議論で、このまきス

トーブだとかまきボイラーだとかを使っとる人が、

あれ、くれえと。自分で車持って、自分で勝手に取

り行ったらもらえるんですか。 

○農林水産課参事（村田 一紀） そこの地権者の方

がコミュニティで把握されてますので、コミュニテ

ィのほうで地権者の方に同意取られて、権利はあく

まで、その土地所有者の方にありますので、木の権

利は、そこに交渉していただいて。 

 ただ、木を切った分については、ここでちょっと

言っておきますけど、結構大きな木をかなり切って

ますので、乾燥したら軽くなりますけど、今のとこ

ろは結構な重量があるかと思ってます。以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 大きな木も含めて、昭和人間

ですね、もったいないなと。だから、欲しい人は、

地権者の了解もいただいて、自分で勝手に取りに来

て持って帰るのはいいですよというようなことに

もなりませんか。 

○分科会長（芹澤 正志） 村田参事。 

○農林水産課参事（村田 一紀） あくまで補助事業

ですので、地元がどうという話は当初から実はあり

ました。持って行ったらいいのか、有効利用という

話も確かにありましたので、そこは地元に任せとる

と言えば、何か押しつけとるような感じですけども、

議論は確かにありましたので、その辺は地元がどう

判断されるか、年寄りの方がどう判断されるかとい

うのに委ねたいと思います。 

○委員（村岡 峰男） 分かりました。 

○分科会長（芹澤 正志） ほかに。 

 はい、どうぞ。 

○委員（福田 嗣久） 森林環境譲与税を活用すると

いうことなんで、収入のほうで上がってましたけど、

１億１，０００何ぼかいな、２０ページか、あれが

森林環境譲与税の最終形ですか、今現在。 

○分科会長（芹澤 正志） 浪華課長。 

○農林水産課長（浪華  誠） 令和６年度から、委

員ご指摘のとおり、１億円を超えまして、ほぼこの

数字がずっと続くというふうに見込んでおります。

以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 市の当局も議会も要望して、

もっとようけくれえって言うとるんやけども、それ

は可能性はあるんでしょうか。ようけくれえ言った

らおかしいな。要するに森林面積割、それから、何

だったかな、森林に関わる人割、人口割か、これが

この基準で配当があるが、もう最終形で基本的には

ずっと動かないと。 

○分科会長（芹澤 正志） 浪華課長。 

○農林水産課長（浪華  誠） 令和６年度の上がっ

た分につきましては、実は森林整備面積割のほうが、

国の法律の改正といいますか、そのルールの改正で

上がっております。上がったところが今の金額とな

っておりまして、市としましては、これからも森林

整備面積のほう、森林面積のほうの割合を高くして

いただきたいというような要望はしていきたいと

思いますが、現状、そういった状況になっておりま

す。以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） その点は頑張っていただきま

すようによろしくということで、いろんな事業がで

きてきたと思うんですけども、これは２１７ページ

か、今の村岡さんが言われた件もそうですし、それ

から、何だ、環境保全の危険木の伐採やら、それか

ら、獣害被害の分で、自治会は対象として、自治会

等と書いてあるけど、この等はどういうふうに読ん

だらよろしいかな。 

○分科会長（芹澤 正志） 浪華課長。 

○農林水産課長（浪華  誠） 自治会等につきまし
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ては、例えばコミュニティ、今回、雪害倒木の補助

金で、竹野南地域が３つの集落だったかな、がまと

まってコミュニティとして１つの申請をいただい

ておりますので、そういった形を想定しております。 

○分科会長（芹澤 正志） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 獣害対策なんか、特に県の制

度でかなり大規模にする場合は、３年とか４年かか

る。この規模でいくと、１ヘクタールだったかな。

（「１ヘクタール、７０万円」と呼ぶ者あり）７０

万円。これでいくと、かなり面積が絞られてくるの

で、主催の区とかコミュニティとかいうことになる

と、ちょっと重たいのかなという気もするんですけ

れども、というのは、区でも獣害が出てきそうなと

ころとそうでないところで温度差が違う、色分けが。

その区だけでいいのか、コミュニティ入れて、もっ

と小さいあれもいいんじゃないかと思ったりもし

たんですけども、その辺はいかがですか。 

○分科会長（芹澤 正志） 浪華課長。 

○農林水産課長（浪華  誠） 今、制度の要綱等を

詰めているとこなんですけど、基本的には区または

農会、当然、獣害の被害を受けているということで

言うと、農作物になりますので、農会単位での申請

というとこで、今、検討をしているとこです。 

○分科会長（芹澤 正志） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） できるだけ対象を拡大しとい

たほうが、逆に使いやすくて実効性が上がるのでは

ないかなということを、今聞いてて思ってましたん

で、その点は要望として申し上げておきたいと思い

ますけども、それで、その７０万円だったかな、７

０万円の１，４００万円ですか、ということは２０

件、最大で２０件ということになるんですけれども、

この辺は今年初めての新規の分でしょうけれども、

例えば個人ではできにくいんだけど、どういう人を

頼むの、ここがしたいと言った場合は。どういう人

を頼んで。 

○分科会長（芹澤 正志） 浪華課長。 

○農林水産課長（浪華  誠） 今考えておりますの

は、一応ルールとしまして、１つの施業地が１ヘク

７０万円上限と申しましたが、最低１反以上からで

きるような仕組みにしたいと思います。施業につき

ましては、基本的には事業者の方への委託となりま

して、林業事業体を今想定しています、森林組合さ

んですとか民間の林業事業体の方に発注していた

だく作業になりますし、作業内容としましても、枝

打ち、間伐、下刈り、つる切りとか流木の伐採等々、

主には森林整備の内容になってくると思いますの

で、そういった内容を林業事業体の方に依頼をお願

いしたいと思っております。以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） その面積もできるだけ小さく

する必要もあるんだろうし、その森林組合とか林業

業者とかいう話だったんですけども、個人でされて

るような人も想定されるのか。個人で山をいろって

るような人、その辺は想定してないのかな、個人。

というのは、大がかりの場合と小がかりって言った

らおかしいけど、小さい形でしたいと、いろんなこ

とが出てくるんちゃうかなと見てたんだけども。 

○分科会長（芹澤 正志） 浪華課長。 

○農林水産課長（浪華  誠） 一応要件としまして、

作業に係る見積りをもらってもらうことですとか、

面積を確定しないといけないので、測量もお願いし

たいと思ってます。そういった費用も含めての１ヘ

ク、７０万円ということで見積もっておりますので、

仮に個人事業者の方がそういったことに対応可能

ということであれば対象になるのかなと思います

が、もうちょっとその辺、研究させていただきたい

と思います。 

○分科会長（芹澤 正志） はい。 

○委員（福田 嗣久） よう研究してください。 

○分科会長（芹澤 正志） よろしい。そのほか。 

 義本委員。 

○委員（義本みどり） 農村公園の撤去、農村公園で

したっけ、撤去って何かおっしゃいませんでしたっ

け。桑野本かな、どこだろう。ネットで検索したん

ですけど、今、何があって、何を撤去して、何にな

るのかなと思って、ごめんなさい、教えてください。 

○分科会長（芹澤 正志） 村田参事。 

○農林水産課参事（村田 一紀） 今、桑野本ではな
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いです。それはもう既に終わっとりまして、そこで

はなくて、現在、但東町の高橋と、すみません、待

ってくださいよ、すみません、但東町の高橋農村公

園と河本の農村公園と但東の奥矢根の農村公園の

遊具がかなり古くなっておりまして、そこの分の撤

去を、今考えております。 

○委員（義本みどり） 分かりました。遊具の撤去だ

ったんですね。 

○分科会長（芹澤 正志） そのほか。 

 清水委員。 

○委員（清水  寛） すみません、１点教えてくだ

さい。 

 自伐型林業が今回から入ってきたとあったんで

すけども、先ほどの福田委員の話にも関連してくる

んですけども、当然、林業者が増えてくるというの

は環境譲与税にもつながってくることだと思いま

すし、この取組で、目標としてどのぐらいの人数の

林業者が増えるということを想定されてるのかど

うかということを、ちょっと１点お聞きしたいです。 

○分科会長（芹澤 正志） 浪華課長。 

○農林水産課長（浪華  誠） 人数の目標、具体的

なＫＰＩ等は、すみません、今、現状では設けてい

ないんですけど、ただ、委員ご指摘のとおり、本当

に林業従事者の方って減っております。森林組合さ

んもそうですし、ほかの林業事業体の方と話をして

いても、なかなか募集をしても採れないといったよ

うなこともありますし、そういったこともある中で、

市としましては多様な人に林業に関わっていただ

きたい。まずは林業に関心を持ってもらって、自伐

型林業でもいいですし、その自伐型林業を経ての、

例えば林業事業体に就職してもらうとか、いろんな

形があろうかと思うんですが、まずは、これまでそ

の入り口といいますか、そういったこともなかなか

市としてやってこなかったという部分があります。 

 一例なんですけど、近隣の福知山市さんとか朝来

市さんでも、もう既にこの自伐型林家の育成確保に

向けたフォーラムをやったりですとか、実際にもう

育成に着手されてるといった事例も聞いておりま

すので、ぜひ、そういった自治体とも連携をしなが

ら、一人でも多くという言い方があれかも分かりま

せんけど、増やしていきたいなと思っております。

以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 清水委員。 

○委員（清水  寛） すみません、しっかり育てて

いっていただきたいというのと、先ほど福田委員の

話にもあったんですけど、伐採していくのに、先ほ

ど個人で駄目なんかというような話があったと思

います。それが、やはり自伐型林業をするというこ

とと収入につながるという取組がやっぱり見えて

くる必要があるのかなと思うので、先ほど７０万円

のという話なんかも、まさに自伐型をされるのの一

つの手口として設定されてもいいのかなと、その点

もぜひ考慮していただけたらと思います。以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） ほかございませんか。 

 義本委員。 

○委員（義本みどり） すみません、さっきの。 

 農村公園というのは遊具があるっていうの分か

ったんですけど、町なかにある公園と同じってこと

ですか。ある場所が奥だから、農村公園っていう条

例みたいな名前がついてるみたいなんですけど、そ

ういう理解でよろしいんでしょうか。もともと造っ

たときの。 

○農林水産課参事（村田 一紀） 造ったとき、農村

公園は圃場整備をしたときに、一部、憩いの場とし

て、整備の一部になっておりまして、農村公園が条

例化されて設置をされてます。農村公園の位置づけ

はそういうことで、特に山部というか、但東のほう

とかは結構数があります。 

○分科会長（芹澤 正志） 義本委員。 

○委員（義本みどり） すみません、ということは遊

具を撤去したら、もうそこは公園じゃなくなる。遊

具がなくなるだけ。 

○分科会長（芹澤 正志） 村田参事。 

○農林水産課参事（村田 一紀） 遊具は地元とも相

談させていただきまして、一応危ない、危険なもの

について撤去をすると。一時撤去をさせていただい

て、予算的なこともあるんですが、遊具について、

更新ということについては地元とお話をさせてい
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ただいて、用途としては公園の更地で利用したいと

いう意向があるので、この３公園については、それ

で、今、進めております。 

○委員（義本みどり） 分かりました。 

○分科会長（芹澤 正志） そのほか。 

 森垣委員。 

○委員（森垣 康平） すみません、２１７ページの

漁港管理費、一番下のほうにある件でちょっとお聞

きしたいんですが、しゅんせつ工事ということで、

田結ともう一個、どこっておっしゃいましたか。 

○分科会長（芹澤 正志） 課長。 

○農林水産課長（浪華  誠） 竹野の切浜漁港です。 

○委員（森垣 康平） 切浜、それぞれの漁港、特に

ちょっと気になったのは田結なんですけど、どれく

らいの方が漁業家さんというか、利用されているん

ですか。この前、田結に行ったときに、そんな雰囲

気は全くなかったもんで、いや、誰が使ってるんだ

ろうなというのは、ちょっと素朴な疑問がありまし

て。すごい砂がたまってたのは気がつきましたけど。 

○分科会長（芹澤 正志） 暫時休憩します。 

午後１時３５分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後１時３８分 分科会再開 

○分科会長（芹澤 正志） 再開します。 

 浪華課長。 

○農林水産課長（浪華  誠） 隻数につきましては、

ちょっとまたお調べしまして、後で資料か何かとい

う形でよろしいでしょうか。 

○委員（森垣 康平） はい、よろしくお願いします。 

○農林水産課長（浪華  誠） 以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） そのほかございませんで

しょうか。 

 前田委員。 

○委員（前田 敦司） 今、説明になかった分ですが、

ちょっと気になる項目があって、これ、合ってるか

どうか分かんないんですけど、２０３ページの農林

水産課所管の農業振興事業費負担金で、但馬まるご

と感動市実行委員会負担金があると思うんですけ

ど、これは、今年はどういう、いつぐらいにどのよ

うな規模のものをどこでする予定なのかというの

を、もしご存じであれば教えてください。 

○分科会長（芹澤 正志） 浪華課長。 

○農林水産課長（浪華  誠） 令和６年度の開催に

つきましては、まだ実行委員会のほうの総会が行わ

れておりませんでして、詳細までは決まっておりま

せん。 

 ただ、例年で言いますと、１１月のカニの解禁が

終わった後ですので、中旬ですかね。中旬頃に本年

度と昨年度は和田山のジャスコ、イオンですか、イ

オンのあの駐車場でやっておりますので、ちょっと

まだ未定ですので分かりませんが、そんな感じです。 

○分科会長（芹澤 正志） 前田委員。 

○委員（前田 敦司） 過去には豊岡市でもやってい

たようなふうに記憶しているんですが、それが但馬

の持ち回りで動いていくものなのか、負担金出して

るということであれば、もしよければ豊岡市での開

催できればうれしいなというふうに思ったりする

んですが、その辺の議論はできるんでしょうか。 

○分科会長（芹澤 正志） 浪華課長。 

○農林水産課長（浪華  誠） 私も一応、幹事会の

役員ということになっておりまして、先日も幹事会

の役員会があったんですけども、その開催場所につ

いて、いろんな意見がありましたり、以前は但馬ド

ームでもやっていたことがありましたので、そうい

ったことも俎上には出ておりましたが、恐らく事務

局としては、例年どおりに落ち着こうかと思います

が、意見としてはそういったことも、私のほうから

も出しておりますし、そういった幾つかピックアッ

プした中で決まりますので、恐らくは例年どおりに

なるのかなと思っております。以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 前田委員。 

○委員（前田 敦司） 分かりました。豊岡市で開催

できたらいいなと思うので、ぜひよろしくお願いし

ます。以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） そのほか。 

 ないようですので、質疑を打ち切ります。 

 次に、環境経済課の説明をお願いします。 

 環境経済課、冨岡課長、はい、どうぞ。 
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 ちょっと待ってください。 

 はい、どうぞ。 

○環境経済課長（冨岡  隆） 環境経済課のほうも、

主要な事業ですとか新規事業、例年と大きく変わる

事業などを中心に説明させていただきますので、そ

れ以外は割愛させていただきますが、ご了承くださ

い。 

 それでは、歳出から説明いたします。９３ページ

をご覧ください。 

 一番上の基金管理費です。記載額のうち５億５，

０００万円が環境経済課分となります。新年度はふ

るさと納税の歳入予算額を１１億円と見積もって

おりますので、その半分を基金に積み立てようとす

るものです。 

 内訳につきましては、上から９行目のコウノトリ

基金に記載額のうち１，０００万円、そこから６行

下の地域振興基金に５億４，０００万円を積み立て

ることとしております。 

 次に、９７ページをご覧ください。 

 上から９行目のふるさと応援寄附金推進事業費

です。これは、ふるさと納税受入れに係る事務費で

す。先ほど説明いたしました、ふるさと納税の歳入

予算額１１億円の半額の５億５，０００万円を計上

しています。新年度も本年度と同様、１３のポータ

ルサイトで基金を募っていきたいと考えておりま

す。新年度も、民間のサイトの自治体ＰＲ特別枠で

のプロモーションやウェブのバナー広告、メルマガ

によるリピーターの獲得など、効果的なＰＲを行っ

て、寄附金額の増額を目指して取り組んでまいりま

す。 

 次に、１２５ページをご覧ください。 

 真ん中より少し下にあります、企業誘致推進事業

費です。本年度に引き続き、地方に興味があります

ＩＴ関連事業者の誘致にトライしたいと思ってい

ます。誘致後の事業所開設などに係る費用の一部を

支援するための予算も計上しております。 

 なお、この項目の一番下にありますコワーキング

スペース開設支援事業費補助金ですが、こちらはＩ

Ｔ関連企業との関連も高く、相談窓口を一本化する

観点から、兵庫県の組織に倣いまして、来年度から

は、地域づくり課が所管しておりましたけども、環

境経済課のほうで所管したいと思います。こちらの

分は、来年度は継続分１件、新規分１件の予算を見

込んでいます。 

 次に、その下の内発型産業育成事業費です。新年

度も継続して総合相談窓口ＩＰＰＯ ＴＯＹＯＯ

ＫＡ、ポータルサイト・ニホン継業バンクを活用し

た継業支援、ステップアップ支援事業補助金、創業

支援事業補助金などに取り組むための予算計上を

しております。 

 なお、次のページになりますけども、１２７ペー

ジの上から２行目、ステップアップ支援事業の補助

金につきましては、コロナ禍で予算枠を２，０００

万円から３，５００万円に拡大しておりましたが、

まだまだ経営環境厳しい市内事業者の支援を継続

するために、予算規模を維持していきたいと考えて

おります。 

 次に、２２１ページをご覧ください。 

 上から２枠目の３行目、商工振興事業費です。こ

の項目の中ほどにあります、業務委託料の中小企業

等経営安定化支援業務です。これは、コロナ禍の緊

急対策として、コロナの影響を受けます市内の事業

者の経営改善等を支援するために、商工団体へ委託

して経営相談等を行ってきた事業です。昨年５月に

５類相当に移行し、コロナによる影響は薄らいでき

ましたが、原材料やエネルギー価格の高騰や人手不

足など、新たな要因による課題も生じておりまして、

市内の中小企業の経営環境はまだまだ厳しいもの

がありますので、コロナ以外の要因でも対象とする

よう、制度を変更して、市内事業者の経営改善に継

続して支援していきたいと考えております。 

 下から１３行目、中心市街地活性化事業です。昨

年３月に議決いただきました、まちなか交流館１９

２５の改正条例を新年度から施行いたします。活性

化のテーマを菓子のみから、歴史的な建物、伝統産

業、菓祖伝説など、未来につなげたいまちの記憶に

広げて、中心市街地のさらなる活性化に取り組んで

いきたいと考えています。 
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 また、来年２０２５年は、北但大震災から１００

年目となる節目の年ですので、豊岡や中心市街地の

今後を考える重要なタイミングと捉えております。

つきましては、新年度に、まずはたくさんおられま

すステークホルダーの方々と一緒に検討するとこ

ろから始めたいと考えており、そのための場づくり

に取り組みたいと考えています。その委託料を計上

しております。 

 次に、その下の企業誘致推進事業費です。午前中

に説明時間をいただきました、コウノトリ豊岡産業

用地につきましては、４月下旬ぐらいに分譲の公募

を開始したいと考えておりまして、その事務費を計

上しております。 

 それから、また、これも午前中説明させていただ

きましたが、出石中川産業用地につきましても、新

年度に公募を行いたいと考えておりまして、この項

目の中ほどにあります手数料３３万円のうち２７

万５，０００円が、その土地鑑定料となっておりま

す。 

 次に、２２３ページをご覧ください。 

 上の枠の下から１０行目、産業用地整備事業費で

す。こちらのほうもコウノトリ豊岡産業用地の整備

に係る事業費です。 

 この項目の一番下の整備工事費をご覧ください。

水道管布設工事は３，８１０万円、水道減圧施設整

備工事は７，０４０万円、合計１億８５０万円を計

上しております。 

 なお、水道減圧施設整備につきましては、機械設

備が受注生産になることもありまして、工期を十二

月程度必要と考えております。つきましては、２０

２４年から２０２５年度の２か年事業といたした

く、債務負担行為の設定もお願いしたいと考えてい

ます。 

 これらの財源は財政調整基金が充当されること

になっております。 

 次に、２２５ページをご覧ください。上から２行

目の特産振興事業費です。この項目の中ほどにあり

ます負担金、豊岡鞄認知度向上事業費の負担金１，

７００万円ですが、こちらも前年度に引き続き、鞄

工業組合とともに豊岡鞄の認知度の向上に取り組

んでいきたいと考えております。 

 次に、２２７ページをご覧ください。上から２枠

目、工場公園等管理費です。この枠の下から３行目、

樹木伐採撤去業務ですが、こちらも本年度に引き続

きまして、中核工業団地の市の所有の緑地部分の整

備を森林環境譲与税を活用して行おうとするもの

です。 

 次に、その下の整備工事費ですが、これは昨年７

月の大雨で中核工業団地の緑地のり面の土砂が企

業の敷地内に流入したために、土砂流入を防ぐため

の整備工事を行おうとするものです。 

 次に、その下の枠の豊岡商工施設管理費です。こ

の項目の上から３つ目の調査設計２９０万円です

が、こちらはまちなか交流館１９２５がオープンか

ら１０年経過しまして、空調設備や内壁等の劣化が

見受けられることから、適正規模の修繕を検討する

ための調査を行いたいと考えているところでござ

います。 

 その次の業務委託料ですが、こちらも１９２５の

施設に関係するものです。３年ごとに実施が義務づ

けられています特定建築物定期調査２８万円と、１

０年後に義務づけられている外壁全面打診振調査

２３０万円です。打振調査のほうが高額ですけども、

このうち２００万円程度は足場にかかる費用でご

ざいます。 

 歳出の説明は以上です。 

 次に、歳入を説明いたします。 

 ２１ページをご覧ください。一番下の枠の森林環

境譲与税です。歳出で説明いたしました中核工業団

地の緑地整備の財源として、このうち５３１万４，

０００円を充当することとしております。 

 次に、４１ページをご覧ください。下から２番目

の枠の一番下の地方創生推進タイプです。起債額の

うち１，４５３万３，０００円が環境経済課分です。

特産振興、ＩＴ企業誘致、内発型産業育成に充当す

ることとしています。 

 次に、６１ページをご覧ください。上から２つ目

の枠の２行目、ふるさと応援寄附金です。新年度は
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１１億円の寄附金を見込んでおります。 

 同じページの一番下の枠の一番上、財政調整基金

繰入金です。コウノトリ豊岡産業用地の整備事業の

財源として、起債額のうち１億１，７９０万円を充

当することとしております。 

 次、６３ページをご覧ください。一番上の地域振

興基金繰入金です。このうち６，６１０万円が環境

経済課分です。特産振興、ＩＴ企業誘致、内発型産

業育成事業に充当することとしています。 

 その２つ下の企業版ふるさと納税地方創生基金

繰入金２７８万９，０００円は、継業バンクのサイ

ト利用料の経費に充当することとしています。 

 次に、７９ページをご覧ください。一番下の過疎

対策事業債です。記載額のうち５０万円が環境経済

課分です。城崎の麦わら細工振興事業に充当するこ

ととしています。 

 歳入の説明は以上です。 

 次に、債務負担行為の説明をさせていただきます。 

 ９ページをご覧ください。上から５番目の令和６

年度分の中小企業融資資金に係る損失補償です。こ

れは万一制度融資が代位弁済等になった場合、その

補償額として市も負担する必要がありますので、そ

れに備えて１，４００万円の限度額を設定しており

ます。 

 その一つ下の産業用地整備事業です。これは先ほ

ど説明させていただきました上水道の減圧施設整

備事業について、令和７年度分の債務負担行為をお

願いするものです。１億５６０万円の限度額を設定

しております。 

 次に、地方債を説明いたします。 

 １２ページをご覧ください。一番下の過疎対策事

業債です。先ほど歳入で説明いたしましたとおり、

このうち５０万円が環境経済課分です。 

 環境経済課の説明は以上となります。 

○分科会長（芹澤 正志） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 前田委員。 

○委員（前田 敦司） 先ほどもちらっと出たんです

が、コウノトリ豊岡産業用地で工事が進められると

いうことなんですけど、そこで出た木に関しては、

そこは市の土地なので、その木を、例えば市民の方

に欲しい人はどうぞというふうなことっていうの

は検討はされておられるんでしょうか。 

○分科会長（芹澤 正志） 冨岡課長。 

○環境経済課長（冨岡  隆） 木といいますのが、

伐採をしたやつでしょうか。産業用地のほうの伐採

のほうは、もう既に処分をしていまして、杉林ばか

りになりますので、来年度予算に関係するところは

中核工業団地の木の関係になると思いますけど、そ

ちらは本当に松の木ですから、もう雑木になります

のでちょっと利用はできないかなと思っています。

以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 前田委員。 

○委員（前田 敦司） 今回はもう終わってしまった

ということなんですけど、温暖化対策をしていく中

で、そういった、何でしょう、行政が所有する部分

の工事で出た木というのを市民の方欲しい人どう

ぞという取組っていうのは、他市でもあったりしま

すし、本市でも新文化会館の整備の際に一部あった

かというふうに記憶しております。そういった取組

っていうのはすごいいいことだなと思うので、杉だ

ったり松だったりっていうのでも欲しい方がおら

れたらというのを、一手間にはなるのかもしれない

んですけど、やっていただけたらいいんじゃないか

なというふうに思います。よろしくお願いします。

以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） そのほかございませんか。 

○委員（福田 嗣久） よろしいか。 

○分科会長（芹澤 正志） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） １２５ページで説明いただき

ました企業誘致推進事業ですけれども、それから５

行、６行下にＩＴ関連事業所開設支援事業費を上げ

ておられますけども、今までからこの話をずっと継

続してきたと思うんですけど、具体的にどのような

ＩＴ関連企業がこの制度を立ててから集積したの

か、あるいは何社ぐらい、どういった事業者が来て

おられるのか、ちょっと教えていただけますか。 

○分科会長（芹澤 正志） 冨岡課長。 
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○環境経済課長（冨岡  隆） 企業の誘致数は、７

社、８事業所になります。 

 事業内容のほうですけど、しばらくお待ちくださ

い。 

 すみません、お待たせしました。来られてる事業

のところは、ウェブサイトの企画や立案をされるよ

うな、アプリを考えるところと、それから輸入雑貨

のＥＣサイトのショップをされる方、それからデジ

タルマーケティングの本社のバックオフィス機能

といいますか、サテライトみたいなイメージだと思

いますけど、そういったところですとか、それが２

社ありますね。 

 あとはニホン継業バンクといいまして、うちの継

業バンクをしております、そういう……（発言する

者あり）はい、はい。それの北近畿の事業所の拠点

となるような意味合いでこっちに来られています。 

 それから、乾燥野菜の加工販売用のアプリを開発

されるような会社ですとか、インターネットのネッ

トショップの店長を育てるような、ＩＴの知識を育

成するような、そんな事業所が来られています。 

○委員（福田 嗣久） 

 今、７社、８事業所、ざくっと聞かせていただい

て、あっ、福田です。 

○分科会長（芹澤 正志） はい、どうぞ。 

○委員（福田 嗣久） 外部から来られてる人もいる

んですか、外部からの。要するに豊岡外から。 

○分科会長（芹澤 正志） 冨岡課長。 

○環境経済課長（冨岡  隆） 全部外部です。 

○委員（福田 嗣久） 外部の。 

○環境経済課長（冨岡  隆） はい。 

○委員（福田 嗣久） 分かりました。 

○分科会長（芹澤 正志） そのほかないですか。 

 清水委員。 

○委員（清水  寛） １点だけ。ふるさと納税が１

１億円、今年度もということなんですけども、そう

いう意味ではしばらくずっと続いてきてて調子が

いいんですけども、どのぐらいのリピート率なのか

っていうのが分かれば教えていただきたい。 

○分科会長（芹澤 正志） 冨岡課長。 

○環境経済課長（冨岡  隆） リピート率まではな

かなか、たくさんの、毎年２万件ぐらいの方がおら

れまして、ちょっとまだそこまで正確な数字は分か

りませんけれども、メルマガを今年度から強化いた

しまして、その中でいきますと、メルマガ登録の１

０％ぐらいな方は再度していただけてるかなと思

っています。 

 ただ、豊岡鞄がやはり人気がありますので、一度

豊岡鞄を寄付される方は、継続してしていただける

ような傾向はあるのかなというところで、数字は拾

ってないですけども、そんな感じは持っています。

以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 清水委員。 

○委員（清水  寛） 常に同じではなくて、やはり

何回も来てくれる人には少しずつやはりこちらか

らもプラスアルファのことをしていく。特に関係人

口として足を運んでもらえるような取組にもつな

げていくという意味では、やはり寄附していただい

てる方の属性をつかんだ上で取組をしっかりして

いただきたいと、そのように思います。 

 特に答弁はいいんですけどね。 

○分科会長（芹澤 正志） 冨岡課長。 

○環境経済課長（冨岡  隆） その辺り、ちょっと

強化してまいりたいと思ってまして、新年度から中

間事業者をおおむね一本化して、商品のさらなる磨

き上げですとか、それから今言われたような豊岡市

の寄附の状況とか分析していただくようなことを

進めていこうと思いますので、またそういった数字

が説明できるときが来るかなと思っています。以上

です。 

○分科会長（芹澤 正志） ほかによろしいですね。 

 では、質疑を打ち切ります。 

 以上でコウノトリ共生部の方は退席いただいて

結構です。 

 ここで建設経済分科会を暫時休憩します。分科会

の再開は午後２時５分。 

午後１時５５分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後２時０５分 分科会再開 
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○分科会長（芹澤 正志） それでは、皆さんおそろ

いのようですので、ただいまから建設経済分科会を

再開します。 

 それでは、第２３号議案、令和６年度豊岡市一般

会計予算を議題とします。 

 次は、都市整備部に関する審査です。 

 当局におかれましては、新規事業、前年度からの

大きな変更のあった事業及び主要事業等の議会説

明を要する事業について、その概要を簡潔に説明願

います。 

 順番については、歳出、歳入、債務負担行為、地

方債の順にお願いします。 

 なお、説明に当たっては資料のページ番号をお知

らせください。質疑は説明が終わった後、課ごとに

行います。 

 それでは、まず、建設課から説明願います。 

 建設課、冨森課長。 

○建設課長（冨森 靖彦） それでは、建設課に係り

ます予算の説明させていただきます。 

 まず、歳出です。 

 予算書の１３１ページをご覧いただきたいと思

います。説明欄で説明させていただきますが、上か

ら７行目ぐらいにありますが、城崎温泉街の交通環

境改善事業です。こちらにつきましては、継続事業

で、引き続き城崎温泉街の安全なそぞろ歩き実現の

ためのそぞろ歩きルールの啓発や、桃島バイパス実

現後の交通対策の検討協議を進めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 続きまして、１４４、１４５ページになります。

１４５ページの説明欄の上から２つ目の枠内の下

のほうに港湾統計調査費というのがありますが、こ

れは例年どおりで県からの委託により津居山港、竹

野港の船舶の入港調査を行っております。 

 続きまして、飛びまして２３４、２３５ページに

なります。２３５ページの説明欄のちょうど真ん中

の辺りになりますが、土木総務費で、建設課の対象

分につきましては１，２４４万５，０００円になり

ます。主なものといたしましては、パフォーマンス

チャージ料であったり、あと自動車の借り上げ料、

それから土木積算システムの借り上げ料等になり

ます。 

 続きまして、その少し下になります。急傾斜地崩

壊対策事業費です。こちらは県が行います急傾斜事

業の負担金ということで２，１００万円を計上して

おりまして、事業費全体は２，２００万円というこ

とで計上させていただいております。 

 続きまして、その下です。用地対策事業費です。

こちらは旅費ということで７０万円計上しており

ますが、これは北近畿豊岡自動車道の豊岡道路Ⅱ期、

それから県の事業ですが、国道４２６号の無電柱化

推進計画事業の用地買収事務に係ります用地交渉

の旅費ということで上げさせていただいておりま

す。 

 それから、業務委託料といたしまして２５０万円

ですが、これは市道の未登記箇所の測量業務という

ことで、例年と同じぐらい上げさせていただいてお

ります。 

 続きまして、次のページになります。説明欄の一

番上の枠の真ん中辺りですが、但馬空港用地管理費

になります。こちらにつきましても例年どおりです

が、ひょうご農林機構より受託しております県所有

の但馬空港用地につきまして、本戸牧区ほか１３区

へ管理委託をしております。 

 続きまして、その下です。内水処理事業費です。

４，７００万円を上げさせていただいております。

これは整備工事費ということで、市街地道路冠水対

策の西花園ポンプの整備ということで工事費を上

げております。 

 次に、その下です。土木費の排水機樋門管理費に

なります。まず、一番上の人件費になりますが、人

件費のところの、そこから数行下がりまして操作員、

それから補助員とありますが、こちら建設課分とい

うことで、２つ合わせまして７４３万１，０００円

となっております。こちら、国、県、市の樋門、そ

れから排水機場等の操作員さんの賃金ということ

になっております。 

 続きまして、少し下がりまして真ん中辺りになり

ますが、排水機樋門管理費になります。建設課分と



 43 

いうことで、１億４，２２４万９，０００円となり

ます。この中で主なものといたしましては、保守点

検委託料では、豊岡市が管理しております宮島排水

ポンプ、下鶴井の排水ポンプの点検、それから維持

管理委託料につきましては、先ほど言いました国、

県、市の樋門等の管理費用、それから業務委託料２，

２８０万円ですが、こちらは福田排水機場の排水ポ

ンプの運転管理、それから宮島排水ポンプ場、それ

から下鶴井の排水ポンプ場の長寿命化計画を来年

度つくりたいと思っておりますので、その費用とい

うことで上げさせていただいております。 

 それから、一番下の工事委託料ですが、こちらは

国のほうに委託しております日高の鶴岡第３樋管

の工事委託料ということで、国のほうに支払う予定

としております。 

 続きまして、ページが変わりまして、一番上の緊

急処理費です。こちらにつきましては、例年どおり

の緊急修繕であったり、ポンプ等の機械借り上げ料

ということになっております。 

 それから、次ですが、次の説明欄の真ん中辺りに

なりますが、道路橋梁総務費になります。こちらは

建設課分ということで、１，３５２万８，０００円

になります。来年度につきましては、山陰近畿自動

車道の竹野道路の起工式が予定をされております

ので、その費用ということで消耗品、食料費等で１

００万円を計上させていただいておりますし、あと

業務委託料ということでは、毎年のことですが、道

路台帳の更新業務を上げております。 

 それから、負担金ですが、例年どおり、次のペー

ジにわたって記載しております８団体に、それから

次のページにいきまして、補助金につきましても上

の３つと、１つ飛びまして城崎大橋架橋の同盟会、

この４団体に加えまして、４つ目に書いてあります

（仮称）北近畿豊岡自動車道開通式実行委員会とあ

りますが、こちらは来年度、北近畿豊岡自動車道の

豊岡道路が開通予定となっておりますので、その開

通式、祝賀会、開通記念イベントの費用といたしま

して、この団体に１５０万円を補助する予定として

おります。 

 次に、その下になりますが、道路橋りょう管理費

になります。建設課分ということで４０９万８，０

００円、これは例年どおり、道路維持作業車の維持

管理費用となります。 

 続きまして、その下の説明欄になりますが、道路

維持事業費です。全体で３億６，５８８万円になり

ます。修繕料では、施設設備、少額の市道補修とい

うことで１，５１７万円、これ例年どおりです。 

 それから、保守点検委託料、維持管理委託料につ

きましても、市内の排水ポンプの維持管理、それか

ら市道の街路樹管理、それから市道の草刈り等、こ

れら例年どおりの費用を計上させていただいてお

ります。 

 それから、次の投資委託料１，４３０万円ですが、

こちらは日高の江原の歩道橋の補修の詳細設計と

城崎の東山トンネルの定期点検の費用ということ

で、上げさせていただいております。 

 次の業務委託料につきましても、市道上の動物の

死体処理、それから現況測量費用ということで、例

年どおり上げさせていただいております。 

 それから、補修工事費です。全体で２億７，４８

０万円です。こちらにつきましては、道路補修とい

うことで、但東町の正法寺坂津線の落石防護網の補

修、それから日高の栗山妙見線の拡幅床版の補修な

どを上げさせていただいておりますし、あと、側溝

修繕につきましては、日高の神鍋山頂線、それから

城崎の木屋町磯ヶ谷線などを上げさせていただい

ております。 

 次の舗装修繕につきましては、豊岡の小田井上陰

線、それから出石の八木町線、それから豊岡の三坂

納屋線などを上げさせていただいております。 

 続きまして、次のページになります。次のページ

の一番上の説明欄の真ん中辺りになりますが、市単

独事業費になります。こちらでは道路新設改良工事

費ということで２路線上げさせていただいており

ます。豊岡の高屋神田線ということで、これは市道

正法寺岩井線の災害時の迂回路として整備を予定

しております。 

 それから、日高の上郷野山線、こちらにつきまし
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ては、幅員が狭く離合困難な道路ということで、部

分的な退避所の整備を予定しております。 

 続きまして、その下ですが、藤井中森線の道路改

良事業です。こちらは継続事業で、今年度、用地買

収も完了いたしましたので、２０２４年度から着工

ということで２，６００万円を上げさせていただい

ております。 

 続きまして、その下の上山二見線道路改良事業費、

こちらも継続事業、城崎の事業ですが、こちらも今

年度詳細設計が完了いたしましたので、来年度より

工事着工予定です。 

 それから、その下の高龍寺本線の道路改良事業費、

こちらにつきましては新規事業ということで上げ

させていただいております。この道路につきまして

は、幹線市道と高龍寺区を結ぶ生活道路なんですが、

現道幅員が狭小で、特に冬期間の車両通行に支障を

来しているため、拡幅改良することで市民生活の安

全・安心を確保するということで、豊岡市の道路整

備計画にも載せさせていただいている路線ですの

で、来年度から着手ということで考えております。 

 なお、来年度につきましては、測量調査設計業務

ということで２，６００万円を上げさせていただい

ております。 

 続きまして、次の説明欄の雪害対策事業費です。

こちらにつきましても、保守点検委託料につきまし

ては、例年どおりの消雪装置の点検ということで上

げさせていただいておりますし、投資委託料につき

ましては、日高の赤崎江原線で消雪装置があります

が、水量不足のためちょっと出が悪いということで、

井戸の調査をさせていただきたいというふうに考

えております。 

 それから、業務委託料といたしまして、１億３，

９７０万円上げさせていただいておりますが、これ

は例年どおり、除雪の業務、それからその除雪に対

しての支援ということで上げさせていただいてお

ります。 

 それから、その下の補修工事では、日高の赤崎江

原線、それから但東の中山虫生線などの消雪装置の

修繕を上げております。 

 その下の事業用備品ですが、こちらは但東町に配

備いたします小型除雪車と、あと竹野町に配備いた

しますハンドガイド式の除雪機、この２機を購入予

定としております。 

 それから、一番下の補助金ですが、今年度からし

ております除雪機の購入補助ということで、来年度

につきましても１，５００万円を計上させていただ

いております。 

 続きまして、その下の橋梁維持事業費です。こち

らは例年どおりですが、小規模橋梁等の修繕の費用

ということで上げております。 

 続きまして、次のページですが、橋梁長寿命化事

業費になります。まず、投資委託料ですが、４，０

００万円ということで、これは豊岡の家の上橋、そ

れから城崎の月見橋など、７橋の橋梁の補修設計と

いうことで予定をしております。 

 続いて、業務委託料の３，０００万円ですが、こ

ちらは橋梁の長寿命化計画、これ５年ごとに策定す

るんですが、ちょうど来年度が策定年になりますの

で、こちらを策定するのに３，０００万円を計上し

ております。 

 それから、工事委託料、こちら五荘大橋というこ

とで、８，３０５万８，０００円を上げております

が、こちらは五荘大橋、ＪＲをまたぐ橋ですので、

ちょうどＪＲをまたぐ部分の補修につきましては

ＪＲのほうに委託する必要がありますので、ＪＲへ

の委託費用ということで上げさせていただいてお

ります。 

 それから、その下の補修工事費ですが、こちらは

全部で１２橋の補修を予定しております。豊岡の正

法寺大橋、それから竹野の竹野橋など、全部で１２

橋予定をしております。 

 一番下の補償金は、但東町のロクロ橋のＮＴＴの

架空線の移設補償ということで、３００万円を上げ

させていただいております。 

 続きまして、その下ですが、栃江橋の整備事業で

す。こちらは１億４５０万９，０００円ということ

で、来年度につきましては、橋梁の下部工、旧栃江

橋の橋梁下部工ということで、撤去ということで国
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交省の近畿地方整備局に委託しておりまして、その

来年分ということで上げさせていただいておりま

す。 

 それから、上野橋の整備事業費、こちらにつきま

しては７，５２５万６，０００円ということで、土

地の借り上げ料、これは２５万６，０００円は工事

用残土の仮置場の借地料になっております。 

 それから、工事費ということで、来年度は国道４

２６号の道路改良ということで予定をしておりま

して、順調にいけば来年度中には橋の供用は開始で

きるのかなというふうに思っております。 

 続きまして、次の説明欄ですが、交通安全整備事

業費です。全体で４，６５０万円ですが、整備工事

費ということで、区画線の設置、豊岡の小田井九日

市線、亀山線など１，０００万円、それからグリー

ンベルトの設置ということで、日高の鶴岡石郡旧県

道線、豊岡の卸団地八崎団地線などを上げさせてい

ただいております。 

 また、標識設置ということで、北近畿豊岡自動車

道の豊岡出石インターが供用しますので、出石への

案内などにつきまして、道路利用者等を円滑に目的

地へ誘導するために、標識等の設置を予定しており

ます。 

 それから、その下ですが、生活道路排水路整備事

業費ということで、こちらも例年どおりです。豊岡

の西花園生活排水路などの整備を予定しておりま

す。 

 続きまして、次のページですが、河川総務費にな

ります。こちらも例年どおりです。建設課分という

ことで３１２万８，０００円となります。そこに書

いてあります河川団体等に負担金、それから補助金

等を予定しております。 

 それから、少し下がりまして、その下ですが、河

川改良事業費です。２，１００万円です。こちらは

業務委託料といたしましては、準用河川の前川の横

断測量業務、ちょっと堆積土砂の状況の調査をした

いと思っております。下陰の前川です。 

 それから、浚渫工事費ということで、日高の向日

置川、それから但東町の粟谷川の浚渫を予定してお

ります。 

 それから、次の普通河川整備事業費５，２００万

円です。こちらも全て整備工事ということで、城崎

の上山川、それから日高の祢布川、但東の出合市場

谷、そのほかということで予定をしております。 

 次が、その下ですが、港湾管理費になります。港

湾管理費の３９万３，０００円、こちらにつきまし

ては、維持管理委託料ということで、水門管理とい

うことで１４万円を上げさせていただいておりま

すが、こちらは瀬戸水門の管理ということで、委託

をするものです。 

 それから、次のページになりまして、前のページ

からは続きですが、海岸環境整備事業費ということ

で、１，１３９万４，０００円です。こちらは小島

岸壁、気比の浜、竹野海岸、それから竹野海岸の緑

地の環境整備等に係る費用ということで、県から受

託をして地元等に委託するものです。 

 歳出は以上です。 

 続きまして、歳入のほうに入ります。 

 ２６ページに戻っていただきたいと思います。２

６ページのちょうど真ん中ぐらいですが、上から３

つ目の説明欄のところの３つ目の一番下の枠です。

急傾斜地崩壊対策事業費分担金ということで、２５

０万円を上げさせていただいております。これは急

傾斜地事業の地元負担金ということで、事業費の

１％を地元からいただくものです。 

 続きまして、２８ページ、２９ページになります。

２９ページの２つ目の枠の説明欄の上から４つ目

になりますが、行政財産目的外使用料ということで、

建設課分ということで３，０００円、これは福田排

水機場の敷地内に関西電力の電力柱用地を貸して

おりますので、その費用ということになっておりま

す。 

 それから、３０、３１ページになります。説明欄

の上から２行目になりますが、法定外公共物占用料、

それからその下の道路占用料ということで、例年ど

おりの収入を予定しております。 

 それから、次の３２、３３ページです。３３ペー

ジの説明欄の下から４つ目の枠の一番下です。諸証
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明手数料ということで、こちらは道路幅員の証明だ

とかの証明料ということで２，０００円を計上して

おります。 

 それから、次が３８、３９ページになりますが、

説明欄の下から２つ目の枠になりますが、道路橋梁

費の補助金ということになります。こちらはまず社

会資本整備総合交付金ということで、これは藤井中

森線、それから上山二見線、高龍寺本線の道路改良

に充当するものです。 

 それから、防災・安全交付金、こちらは橋梁新設

改良事業費については上野橋、それから雪害対策事

業費につきましては除雪業務委託料、それから除雪

車両２台の購入に充当するものです。 

 それから、その下の道路メンテナンス事業費補助

金につきましては、道路維持事業の江原歩道橋、東

山トンネルの点検、それから栃江橋、それから橋り

ょう長寿命化事業に充当するものです。 

 それから、次に、４２、４３ページになりますが、

上の枠の説明欄の一番下の枠になりますが、国庫支

出金ということで国からいただくものですが、排水

機樋門等管理委託金ということで２，８３３万３，

０００円、これは六方排水機場、それから桃島樋門

ほか１０樋門ということで、国から管理委託を受け

てるものについて委託料ということでいただきま

す。 

 それから、公共用地取得事務委託金、こちらは北

近畿豊岡自動車道の豊岡道路Ⅱ期の用地取得事務

を受託しておりますので、その委託金ということで

予定をしております。 

 それから、次が、５４、５５ページになりますが、

説明欄の下のほうの枠の下から４行目ぐらいに港

湾統計調査事務委託金ってありますが、これは先ほ

ど歳出でも言いました竹野港、津居山港の調査とい

うことで、県から委託を受けるものです。 

 それから、次のページになりますが、上の枠のち

ょうど説明欄の５つ目になりますが、こちらは県か

らの収入になります。まず、土木管理費委託金の公

共用地取得事務委託金、これは国道４２６号の事業

に伴います用地買収事務の受託の委託金になりま

す。 

 それから、その下の排水機樋門管理委託金につき

ましては、こちらも県の六方川排水機場などの管理

を委託されておりますので、その委託金。 

 それから、その下ですが、国県道歩道除雪委託金、

これは国県道の歩道除雪、市が受託しておりますの

で、その費用。 

 それから、次の国道パーキングにつきましても、

同様です。 

 それから、その下の瀬戸運河水門委託金、それか

ら海岸環境整備事業費委託金、海岸緑地管理委託金

につきましても、それぞれ県から受託をしておるも

のです。 

 それから、次に、５８、５９ページになりますが、

財産収入です。財産収入のところの説明欄一番上に

なりますが、土地売払い収入になります。このうち

建設課分ということで３０万円を予定しておりま

す。これ法定外の公共物の払下げに伴います収入と

いうことで予定をしております。 

 続きまして、６０、６１ページになりますが、繰

入金の基金繰入金になります。そこの説明欄一番上

になりますが、財政調整基金繰入金ということで、

建設課分ということで２，０００万円、これは交通

安全施設整備事業のグリーンベルト、それから区画

線、これに充当するものということで繰入れをいた

しております。 

 それから、次が６６、６７ページですが、雑入で

すが、雑入の一番上の複写料につきましては、建設

課分で２万１，０００円。 

 それから、少し下がりまして、頒布代の市図とい

うことで、建設課分４万８，０００円となります。 

 それから、次の６８、６９ページですが、こちら

も上から９行目にあります但馬空港周辺県有環境

林管理ということで、こちらは歳出でも申しました

ひょうご農林機構からの委託料、収入ということに

なります。 

 それから、次の７０、７１ページですが、ここも

雑入の光熱水費等使用者負担金ということで、上か

ら１５行目の消雪ポンプ、これは県道の消雪ポンプ
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ということで、県のほうからいただきます。 

 それから、その下の市道駅東西連絡線、これにつ

きましては、自動販売機を置いていただいておりま

すので、そこに係る電気代ということでいただいて

おります。 

 それから、次、飛びまして、７６、７７ページに

なりますが、市債になります。土木債です。ちょう

ど真ん中ぐらいになりますが、土木管理債の急傾斜

地崩壊対策事業債、これは急傾斜地崩壊対策事業に

充当するものです。 

 それから、その下の内水処理施設整備事業債、こ

ちらは市街地冠水対策事業に充当するものです。 

 その下の土木管理事業債、こちらにつきましては、

鶴岡第３樋管に充当するものです。 

 それから、道路整備事業債につきましては、そこ

に書いてありますそれぞれの事業に充当しますし、

橋りょう整備事業債につきましても記載のとおり

です。 

 消雪装置整備事業債につきましては、消雪装置の

修繕に充当いたします。 

 その下の河川改良事業債につきましては、河川浚

渫事業、それから普通河川整備事業に充当をするも

のです。 

 歳入は以上です。 

 続きまして、最後に、地方債の説明です。 

 １１ページに戻っていただきます。１１ページの

上から６行目からですが、これも先ほどの歳入の市

債に関連するものですので、記載のとおり限度額を

設定しておりますので、ご清覧いただきたいと思い

ます。 

 建設課からは以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

○委員（義本みどり） 基本的なこと聞いていいです

か。 

○分科会長（芹澤 正志） はい、どうぞ。 

○委員（義本みどり） すみません、法定外公共物使

用料って、地下とか上空とか、何かそういうの使っ

たら許可申請して、何かそういうのですかね。具体

的にちょっとイメージが湧かないので、教えてくだ

さい。 

 法定外公共物使用料の解説。 

○分科会長（芹澤 正志） 冨森課長。 

○建設課長（冨森 靖彦） 法定外公共物っていうの

は、いわゆる国有地の里道だとか水路だとかってい

うものなんですが、そこに、例えばその上空に電線

を占用するとか、そういう場合に占用料ということ

でいただくんですし、電線や管を入れる、電気管の

電気だとかＮＴＴだとかいろいろ、はい、そういう

のに占用料ということでいただきます。道路でも一

緒です。 

○分科会長（芹澤 正志） はい。 

○委員（義本みどり） 分かりました。ありがとうご

ざいます。 

○分科会長（芹澤 正志） そのほか。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） ２４１ページで、道路維持管

理で、道路維持事業費で３億６，５００、それから、

そのうちで道路補修費２億７，４００、それぞれい

ろんな事業を展開していただいて大変ありがたい

というふうに見てるんですけれども、これと直接関

係ないんだけども、物価がよう上がってましょうが。

その辺で、要するに予算組みで、何ていいますか、

物価、どれぐらい上がってる、建築物価っちゅうの

は。例えばコンクリートであるとか、コンクリとか、

いろんなものがあると思うんだけど、２割、３割上

がってますか。どんな感じでしょうか教えてくださ

い。 

○分科会長（芹澤 正志） 冨森課長。 

○建設課長（冨森 靖彦） ２割、３割までは上がっ

てないです。ただ、当然物価もですし、人件費も上

がってますんでね。ちょっとずつ上がってきてます

んで、なかなか同じような予算規模であると、ちょ

っとずつできる事業は減ってくるということはあ

ります。 

○委員（福田 嗣久） そこが聞きたかったんですけ

ども、物価、人件費全て上がってきて、これからも

上がりそうですけども、この予算組みの中で、ずっ
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とは全然僕、頭に入ってないですけど、ほとんど変

わらずですか、多少膨らんだりしてますか。 

○分科会長（芹澤 正志） 冨森課長。 

○建設課長（冨森 靖彦） 多少は膨らんだり、増え

たり減ったりはしてますけど、ほぼほぼそんな変わ

らないんです。 

○委員（福田 嗣久） ということは、物価、人件費、

全てのものが上がって、例えば１割上がったら事業

量としては１割ほど減少する、こういうことでよろ

しいか。 

○建設課長（冨森 靖彦） そのとおりです。 

 あと、工夫するとすれば、財源を、例えば起債を

充当できる事業があるかどうかということで、いろ

いろと今有利な起債もありますので、ちょっとそう

いうのを探しながら、できるだけ一般財源が少なく

なるようには意識しながら予算立てはしようとは

しております。 

○委員（福田 嗣久） 事業もたくさんしようと。 

○建設課長（冨森 靖彦） そうですね。できるだけ

事業もたくさんしたいと、要望もたくさん聞いてお

りますので。 

○委員（福田 嗣久） 分かりました。そういう環境

だろうなと思って、そういう中でも上手にやりくり

していただいて、ぜひ事業をしっかりと確保するよ

うにお願いをしておきます。 

○分科会長（芹澤 正志） ほかございませんか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） ２４５ページの需用費、生活

道路整備費という中で、生活道路排水路整備事業費

９００万円、この事業ができたのは豊岡合併前なん

だけども、都市計画税を払うけども、地域の人は全

然恩恵がないので、ちょっとはよこせということで

３，０００万円から始まった事業だと僕は記憶しと

るんです、合併前に。それ合併してから９００万円

というのは、えらいこれ、区長さんたちからの要望

はないんですか。 

○分科会長（芹澤 正志） 冨森課長。 

○建設課長（冨森 靖彦） この事業の予算につきま

しては、数年前までたしか２，０００万円ぐらいだ

ったと思います。これががんと減ったっていうのは、

その後にあります普通河川整備事業っていうのが

あるんですが、今までは生活道路の中でも普通河川

と言われる、まあまあ河川法によらない河川、その

整備につきましても生活道路のこの費用でやって

おりました。それが今度、有利な起債ができたとい

うことで、２年ほど前から新たにこの普通河川整備

事業というのをつくりまして、今まで生活道路でや

ってたような事業につきましても、こちらでやるよ

うにっていうことになってます。 

 先ほど２，０００万円と言っておられましたが、

今９００万円ですが、ほかに２，１００万円とか、

言われたとおり３，０００万円ぐらいの予算規模で

やっておりましたが、その２，１００万円分をこち

らの普通河川整備事業に回して、なおかつそちらも

起債が当たりますので、ばっと膨らませて５，００

０万円規模でやってるということになりますので、

今までよりは要望に対しては対応できてるのかな

というふうに思っております。以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 状況は分かりました。 

 いずれにしても、地区の区長さんを通して地区の

要望がこの中で生かされるという意味では、区長さ

んたちにとっては地元の要望を聞いてくれなる予

算だと、裏づけだというふうに私は理解をしてきま

したので、減ってないということを聞いて安心しま

したけども、区長さんたち、あるいは地域の要望を

実現をするという点でよろしくお願いをしたいと

思います。 

 それから、ついでに、もう一つだけ、２４０ペー

ジの動物の死体処理がありますね。つかぬことを聞

きますけども、この動物死体処理は建設課だから、

市道に死んどったらうちするけども、市道じゃなか

ったら知りませんというやつですか。ですから、こ

の予算は市道分。 

○分科会長（芹澤 正志） どうぞ。 

○建設課長（冨森 靖彦） おっしゃるとおり、市道

の管理の中での動物死体処理ですので、市道です。 

 当然県道や国道でしたら国のほうがされますし、
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それ以外でしたらちょっと、なかなか行政のほうで

はできないというのが実情です。 

○分科会長（芹澤 正志） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 市道というのは市が、建設課

が管理をしとる土地と。だから、公園なんかも入る

んでしょ。 

○分科会長（芹澤 正志） 冨森課長。 

○建設課長（冨森 靖彦） あくまでも市道ですので、

ちょっと公園はうちの管轄にはなってないです。 

○委員（村岡 峰男） じゃあ、公園で死んどったら

どこが。 

○分科会長（芹澤 正志） 久田課長。 

○都市整備課長（久田  渉） 公園で死んでる場合

は、通報があったらうちのほうが直営で、直営が２

人おりますんで、できる場合はそこで対応させてい

ただきます。 

○委員（村岡 峰男） もういいです。 

○分科会長（芹澤 正志） よろしいですか。 

○委員（村岡 峰男） 直営いうことは、ちゃんとや

ってくんなるということですね。はい、分かりまし

た。結構です。 

○委員（福田 嗣久） 一つだけよろしいか。 

○分科会長（芹澤 正志） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 除雪のことで、新年度の予算

立てが１億３，９７０万円か。これは、今年はそこ

までいっとらへんわな、今年度は。今現在、今年。 

○分科会長（芹澤 正志） はい。 

○建設課長（冨森 靖彦） 今年というのは委託料の。 

○委員（福田 嗣久） はい、そうそうそう、委託料。 

○建設課長（冨森 靖彦） 委託料は、毎年例年どお

り、例年これぐらいつけさせていただいて、１２月

に補正させていただいて、今年度につきましては、

今記憶してるところでは３億円ちょっとぐらいだ

と思います。（発言する者あり）はい、はい。１月

の２４、２５、たくさん降りました。日中も降って

除雪を結構長時間しましたので、それぐらいはいっ

てます。 

○分科会長（芹澤 正志） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） ２日間でね、そうですか。２

４、２５とよう降ったんは知ってるんですけども、

除雪の体制で僕はしくじんなったという気はする

んだけどな、除雪体制、対応が。文句はいいしませ

んで。２４だったかな、よう降って、ああ、そうそ

う、２４によう降ったんだ。わあっと。私が見る範

囲では、２４日の午前の出動が遅くて午後の対応が

できてないので、その翌日の２５日に大変いろんな

トラブルが発生したなというふうに見てたんで、そ

の対応の仕方が、予算的にはたくさん使っておられ

るというのはよく理解しましたけれども、なかなか

難しい話だけど、対応が、２５日、ほとんど２４日

の除雪ができてなかった上にまた降り続いたんで、

おうじょうしたのはおうじょうしたんです。 

 ほんで、文句言うのは、私、振興局に文句言うだ

けで、自分のことは文句言えんで。聞いた話を文句

言わせてもらうんだけども、大変厳しかったなとい

う気がしておるんですけれども、その辺の何か反省

ありますか。 

○分科会長（芹澤 正志） 冨森課長。 

○建設課長（冨森 靖彦） ２４日から降ったんです

が、当日、大体朝４時から通常除雪するんですが、

その時点では雪の量っていうのは少なかったと思

います。除雪、少ないけどこれから降るということ

がありますので、当然除雪出ます。ただ、除雪をし

た後からでもどんどん降ってきて、まだ除雪来てな

いんじゃないかというような苦情もいただいてお

りますので、それだけ日中に降ったのかなというふ

うに思っております。 

 なかなか日中になると、今度車が出てきますと除

雪の作業っていうのはなかなかやりにくいという

部分もありますので、除雪の開始時間についてはま

あまあ特に問題はないと思いますけど、実際、あれ

だけの雪になったんで、本当にどうしたらいいのか

なっていうのはちょっと考えないといけないのか

なとは思ってます。結果的に圧雪になってしまって

がたがたということはありますので、除雪の仕方な

のか、ちょっとその辺り課題は残ってるのかなとい

うふうには感じておりますので、今後の検討の参考

にはさせていただきたいなというふうに思ってお
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ります。 

○分科会長（芹澤 正志） はい。 

○委員（福田 嗣久） あんだけ降ったら仕方がない

面もあるなと思いつつ、２４日の夕方の除雪が全く

できていなくて翌日に持ち越したので、その２４日

の対応はもうどないもならなんだ。見てるんでよう

分かってんですけども、私のことは別に２時になろ

うと３時だろうと辛抱するのはいいんですけど、あ

れで、例えば但東で幹線で本当に大変だったないう

気が自分自身のこととしてするんで、車のやり過ご

しが、お巡りさんと私とでかなりこうしとったんだ。

あれは何で悪いかいうのは、前日の除雪ができてな

かったんで２５日に大変トラブルが起きたなとい

うことで、除雪を、探してきてどかしてもらって、

トラックを反転する場所を探したりして３時間も

かかったんで、やっぱり除雪に対する、広い市域だ

からね、本庁で分からん部分もあるし、あるいはま

た振興局でも分からへん。その辺が大変、今年の雪

の降り方見とったらもうちょっと上手にせないけ

んなということを感じましたもんですから今言わ

せていただきましたけど、また今後よう打合せをし

て、振興局でも電話してあそこ通せよ言うたっても

う対応できへん、そうなったら、どうしても。だか

ら、その辺のことがあるので、十分協議をしながら、

降るときはもうなるべく早く対応するようにせん

と大変だなと思うので、体が頑強なんで耐えてます

けども、よろしくお願いしたいと思います。これは

意見です。 

○分科会長（芹澤 正志） 質疑を打ち切ります。 

 次に、都市整備課の説明をお願いします。 

 都市整備課、久田課長。 

○都市整備課長（久田  渉） それでは、都市整備

課からも主要事業、新規事業を中心に、まず歳出の

ほうから説明をさせていただきます。 

 予算書の９３ページの説明欄をご覧ください。基

金管理費の６億３，４１８万１，０００円のうち、

都市整備課の分としましては６９０万円を計上し

ております。バス定期補助の事業計画に係る財政調

整基金への積立金です。 

 内訳としては財政調整基金の４８０万円です。こ

れは高校生通学バス定期補助の事業継続に係る財

政調整基金への積立てです。 

 それから、その２つ、２行下の市債管理基金積立

金の５１０万円のうち、都市整備課分としましては

２１０万円、これにつきましては、過疎地域内の高

校生バス定期補助事業の過疎債返還に係る一般財

源の積立てです。 

 それから、次に、９９ページをご覧ください。鉄

道交通対策事業費に８，５９７万円計上しておりま

す。主なものでは、まず業務委託料の７７８万円、

従来の竹野駅の券売業に加えまして、昨年度に引き

続きＪＲ山陰本線の利用促進事業、竹野駅中心に講

じることで、鉄路の維持存続を図ろうとするもので

す。 

 それから、次の補助金になります。７，７６１万

２，０００円は、その内訳としまして鉄道軌道安全

輸送設備等整備事業費に５，７０８万３，０００円、

それから北近畿タンゴ鉄道が実施します線路等の

設備の改良事業に対しまして、沿線市町が支援する

豊岡市分の補助金となっております。 

 次の北近畿タンゴ鉄道安全運行維持助成費の２，

０５２万９，０００円は、北近畿タンゴ鉄道がＷＩ

ＬＬＥＲ ＴＲＡＩＮＳに委託をしております路

線の運行に係る線路や車両の維持管理に対して沿

線市町が支援をします豊岡市分の補助金となって

おります。 

 それから、引き続き次の事業、バス交通対策事業

費には、３億２，６１５万６，０００円計上してお

ります。主なものでは、１０行ぐらい下にあります

業務委託料の７，３３５万７，０００円、内訳とし

ましてはバスの運行管理、市営バス「イナカー」の

６路線分の有償旅客運送運行管理委託料と、昨年度

に引き続きまして竹野南地区で実施をします新交

通モードの実証実験に係る委託料となっておりま

す。 

 それから、次の事業委託料の３６５万２，０００

円は、公共交通の支援事業で、出石と但東地域で実

施をしておりますチクタクの運行業務を４つの運
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営協議会へ事業委託をするものでございます。 

 それから、６つほど下の行の補助金、地方バス等

公共交通維持確保対策費の２億７５２万３，０００

円は、全但バスが運営する路線バスの運行補助金と

合わせまして車両購入の補助金の合計額となって

おります。 

 それから、その次の下の事業です。市街地循環バ

ス事業費の１，６１０万８，０００円につきまして

は、全但バスが運行しておりますコバスの運行事業

補助金となっております。 

 さらに、次の高校生通学定期券購入費の１，８５

６万９，０００円につきましては、市内の高校生が

通学するために定期券を購入する際、市が支援する

補助金となっております。 

 それから、引き続き次の事業、公共交通利用促進

事業費には７１１万４，０００円を計上しておりま

す。主なものでは、次のページ、１０１ページの説

明欄になります。補助金の３つ目、路線バスの活性

化運行事業費３８５万６，０００円で、月２回の豊

岡ノーマイカーデーとして、運行事業者である全但

バスの協力も得ながら利用促進に取り組んでおり

ます。継続事業となっております。 

 それから、ちょっと飛んで１１７ページの説明欄

になります。但馬空港利用促進事業費に９，９４２

万３，０００円を計上しております。主なものでは、

ちょっと下の補助金の分になります。コウノトリ但

馬空港利用促進協議会８，０６３万円で、コウノト

リ但馬空港の利用促進のため、市民やビジネス利用

など、運賃助成等を本協議会へ交付する補助金とな

っております。 

 それから、少しページが飛びまして２４９ページ、

２つ目の枠の下段の辺りに都市計画総務費に３４

８万９，０００円を計上しております。主なものと

しましては、次のページ、２５１ページの業務委託

料の都市計画図の修正業務８０万３，０００円で、

都市計画決定に係る図面修正を外部委託するため

の経費となっております。 

 それから、１つ省略をさせていただきまして、次

の事業、都市景観形成事業費に１０５万７，０００

円を計上しております。主なものでは、補助金の景

観形成支援事業費６０万円で、景観形成重点地区の

修景助成に係る県事業への随伴する補助金となっ

ております。 

 それから、次の事業も１つ省略をさせていただき

まして、豊岡駅前広場等管理費５０７万２，０００

円を計上しております。主立ったのものでは、維持

管理委託料の３３６万３，０００円で、豊岡駅や城

崎温泉駅付近の駅前広場や公衆トイレ、地下連絡通

路などの維持管理業務の委託料となっております。 

 それから、次の事業で公園管理費３，０２５万８，

０００円を計上しております。主なものは次の２５

３ページをご覧ください。維持管理委託料の９０５

万６，０００円で、内訳としましては公園内の除草

や清掃作業、植木の剪定作業とか、都市公園のトイ

レの１５か所の清掃作業などの委託料となってお

ります。 

 それから、次の業務委託料１９５万８，０００円

は、出石城公園の植栽管理でありますとか、市内の

都市公園などに設置されている遊具の定期点検の

費用を計上しております。 

 それから、次の整備工事費６００万円は、中央公

園（ふれあい）戸牧川右岸側に設置している擬木柵

の老朽化に伴いまして、改修工事を早期発注すべく、

ゼロ市債で実施をしているものです。 

 それから、次の事業、公園施設長寿命化事業には

１，１７０万円を計上しております。整備の内訳と

しましては、めぐみ公園の遊具の更新工事と出石城

公園の土塀の補修工事を行うものです。 

 それから、引き続き次の事業、中央公園整備事業

費に１，９７９万円を計上しております。この中で

主立ったものは投資委託料、中央公園内の市民体育

館の解体に係る実施設計業務と、撤去後の中央公園

全体の整備に係る実施設計業務の委託料となって

おります。 

 それから、一番最後には、豊岡中央駐車場管理費

に８７０万７，０００円を計上しております。主立

ったものは、維持管理委託料の６７４万９，０００

円で、中央駐車場の維持管理委託料となっておりま
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す。 

 歳出の説明は以上です。 

 それから、次に、引き続き歳入に移りたいと思い

ます。 

 ２９ページをご覧ください。下段の一番下の枠の

中、節の１の総務管理使用料の上から５行目です。

有償旅客運送使用料７５７万３，０００円につきま

しては、先ほど言いましたイナカーとチクタクの運

賃収入の合計額となっております。 

 それから、次のページ、３１ページをご覧くださ

い。上から６行目、節の３都市計画使用料の駐車場

使用料のうち、豊岡中央駐車場の９０２万４，００

０円につきましては、年間の中央駐車場の駐車場の

使用料となっております。 

 それから、次に、３５ページ、節の１総務管理費

補助金の地域公共交通確保維持改善事業費補助金

の９２６万４，０００円で、イナカーの運行事業に

対する国庫の補助金です。 

 それから、次、めくっていただいて３７ページで

す。節の１総務管理費、同じく補助金の社会資本整

備総合交付金、地域公共交通再構築事業費２，５８

７万６，０００円は、北近畿タンゴ鉄道が実施しま

す線路等の施設の改良事業に対する国の交付金と

なっております。 

 それから、少し飛びまして７５ページをご覧くだ

さい。節の１総合管理債、１行目ですけども、鉄道

対策事業債の京都丹後鉄道軌道安全輸送設備等の

３，１１０万円は、北近畿タンゴ鉄道が実施します

線路と施設の改良事業に対する補助金を支出する

ための市債となっております。 

 それから、１つめくっていただいて７７ページ、

こちらにつきましても先ほど言いました公園整備

事業債の２，９３０万円となります。内容としまし

ては、めぐみ公園と出石城公園の長寿命化事業の１，

０５０万円と中央公園整備事業の１，８８０万円、

ともに公園整備に充当する市債となっております。 

 それから、７９ページの一番最後です。節の１過

疎対策事業債、この１億１２０万円のうち、都市整

備課分は１，９００万円です。内訳としましては、

先ほど言ってます高校生の定期券の購入補助であ

ったり、ＪＲの山陰本線の利用促進事業であったり、

竹野南地区の実証実験、いわゆる過疎地域に該当す

る市債となっております。 

 以上で歳入の説明を終わります。 

 最後、地方債となっております。 

 １０ページをご覧ください。まず、一番表の１行

目です。鉄道交通対策事業費、京都丹後鉄道軌道安

全輸送設備等３，１１０万円は、先ほど言ってます、

地方債の枠となっております。 

 それから、その次、１１ページにも、下から１０

行目辺りに公園整備事業費２，９３０万円につきま

しては、こちらについても先ほど言ってます公園の

長寿命化事業の１，０５０万円と中央公園の１，８

８０万円、ともにこちらについても公園整備に係る

地方債となっております。 

 それから、最後に１２ページの一番下です。過疎

対策事業債、こちらにつきましても、この１億１２

０万円のうち都市整備課分は１，９００万円で、先

ほど来言ってます高校生とかＪＲの関係とか竹野

南に関係する過疎地域に該当する地方債となって

います。 

 都市整備課からは以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 前田委員。 

○委員（前田 敦司） 今いろいろな説明があった中

に、公園に関する工事云々が出てきたと思うんです

けど、公園のここに手を入れるとか手を入れないと

かっていう決定の仕方っていうのは、どういったプ

ロセスを経てされるんでしょうか。 

○分科会長（芹澤 正志） 久田課長。 

○都市整備課長（久田  渉） 都市公園については

点検業務を毎年やってます。その点検の中で出てき

たところから、緊急性と重要性もあって、都市公園

であれば、国のお金を取るんであれば、今さっきか

ら言ってます公園長寿命化事業というのもありま

すし、開発公園とかで補助金が取れないものについ

ては、そこの遊具が例えば古くなってたら地元にも
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話をして、取りあえずは使用禁止にしてから撤去し

ていくことになるんですけども、今委員が言われま

したように、プロセスとしては、点検をして、それ

で調査結果を見て、重要性と緊急性に応じて計画を

立てるというようなことになってます。 

○分科会長（芹澤 正志） 前田委員。 

○委員（前田 敦司） 重要性どうこうを検討する際

に、地元地区の区長さんだったりとか、子ども会だ

ったり、子ども会はないかもしれんですけど、コミ

ュニティセンターだったりとか、との協議もしてお

られるという認識でよかったでしょうか。 

○分科会長（芹澤 正志） 久田課長。 

○都市整備課長（久田  渉） 整備するという、老

朽化で遊具を更新するということになれば、当然地

元とか使用しておられる方にアンケートを取って、

例えば滑り台とジャングルジムとかあるんだった

ら、今複合遊具というのがありますんで、そういう

のを地元にもアンケートを取って、何案か出した中

から一番そこに沿った案を採用するような形で計

画を立てております。 

○分科会長（芹澤 正志） 前田委員。 

○委員（前田 敦司） そのアンケートっていうのは、

区長さんなのかコミュニティセンターなのか、何か

そういう決まりはあるんですか。 

○分科会長（芹澤 正志） 課長。 

○都市整備課長（久田  渉） これという決まりは

ないですけども、区長にも下ろしますし、例えばそ

の区の中の子ども会や若い世代のところにも配っ

ています。こうじゃなければならないというやり方

はないです。区長を通してから区民の人に持ってい

くというふうなやり方をしています。 

○分科会長（芹澤 正志） 前田委員。 

○委員（前田 敦司） 分かりました。ぜひ住んでお

られる方、近い方が一番興味関心が強い話題だと思

いますので、しっかりとコミュニケーションを取っ

ていただけるようにお願いします。以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） ほかありませんか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） ようけえ言いません。毎年、

毎回言ってることなんですが、但馬空港の利用促進

８，０００万円、ちょっとの見直しがされたという

ように思うんですが、８，０００万円という金額は

もうほとんど変わりませんね、最初から。 

 いうことが１点と、それと、この補助金が使える

人いうのは、いろいろ何か広がってますね。豊岡の

市民だったらいける。その市民が、何か里帰りに使

えるだとか、いろいろあるんですが、その辺、ちょ

っとじゃあどういう人が使えるか。 

○分科会長（芹澤 正志） 久田課長。 

○都市整備課長（久田  渉） まず、事業費補助金

の８，０００万円ですが、コロナのときは６，００

０万円になってました。それ以前は、８，０００万

円ありました。これは、ターゲット７０ということ

があったんですけども、今年度、令和６年度につき

ましては、一応コロナも５類に移行したということ

もあるのと、今年度につきましては、そのターゲッ

ト７０に加えまして、但馬空港の開港３０周年記念

事業であるとか、２０２５年の万博を見据えたプレ

イベントの事業を２つほど新規で考えています。従

って、去年から比べると２，０００万円ぐらい増額

といったようなことになってます。 

 それから、空港利用者の対象ですけども、まずは

市内に住んでおられる方、ビジネスで豊岡に来られ

る方、結婚され、表に出られた方が今委員言われた

ように里帰りで帰られる方というのが主な対象者

ということになっております。以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） ビジネスで来るっていうのは、

豊岡の市民ではないんですか。 

○分科会長（芹澤 正志） 久田課長。 

○都市整備課長（久田  渉） 市民ではないです。 

○分科会長（芹澤 正志） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 分からんわけじゃないんです

が、ビジネス、商売に豊岡に来ましたいう人を、む

しろ観光で豊岡に来て豊岡で金落として帰っても

らうという人に補助出すならまだ分かるけども、豊

岡に商売で来る人に市民の税金を使った補助金を

出すっていうのは、これはええんかな。まあ、ええ
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んかなっていうて。 

 まあまあ、いいです。私は問題意識持って臨みた

いなと今改めて思うんです。もともと補助率の見直

しっていうのは全くないんですね。補助率の見直し

をずっとせえと、ゼロにはせんでもええけども、も

う少し補助率見直して下げようということを言っ

てきたんですけども、全然聞いてもらっとらへんわ

けですね。 

○分科会長（芹澤 正志） 久田課長。 

○都市整備課長（久田  渉） 補助率は、去年の春

から４，５００円にしてます。それまでは、券種に

よっては５，５００円とか５，６００円というのが

あったんですけども、１年前に一応そこのところは

一律の４，５００円ということで、券種によって種

類を設けずにということになるんで、若干ですけど

もそこの部分は軽減できてるのかなとは思ってま

す。以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） いずれにしましても、もうぼ

ちぼちね、３０年もなるんだし、補助金がないと乗

らへんという人もおるかもしらんけども、多くの人

は補助金なくたって乗ってくれると思うんですよ。

大阪乗り継ぎで東京に行くとか、遠いとこに行く人

なんかもね。補助金がなくっても乗ってくれると思

いますので、補助率の見直しをお願いをしたいなと

思います。 

 後で言います、討論で。 

○分科会長（芹澤 正志） よろしいですか。（「は

い」と呼ぶ者あり） 

 質疑を打ち切ります。 

 次に、建築住宅課の説明をお願いします。 

 建築住宅課長、小川課長。 

○建築住宅課長（小川 琢郎） それでは、建築住宅

課分の説明をさせていただきます。 

 ２５５ページをご覧ください。歳出の主なものと

して、まず下の表のところです。住宅管理費で、説

明欄のところですけども、人件費、委員報酬という

ことで１０万７，０００円。空き家等対策協議会委

員の報酬を計上いたしております。３回予定をして

おります。 

 その下です。中ほどに、住宅管理費があります。

１億２，９５８万８，０００円。主なものとしまし

ては、下から１０行目のところ、修繕料です。２，

９００万円計上しております。市営住宅の維持管理

に係る様々な修繕等がありますけども、例えば風呂

釜ですとか給排水設備、そういったものの緊急修繕

に係るものを計上いたしております。 

 下から５行目、保守点検委託料ということで１８

７万６，０００円。これはエレベーターの保守点検

等の委託料を計上しております。これは去年よりも

かなり額が減っておりますけども、総務課の一括契

約分が総務課に移ったために減ってきておるとい

うことです。 

 次に、２５７ページ、次のページをご覧ください。

上から３行目のところで、投資委託料です。５６０

万７，０００円です。これは市営住宅の高屋住宅Ｂ

棟、これの給水設備とそれから外壁等の工事を行う

ための設計委託料でございます。工事のほうは２か

年に分けて行う予定で、令和６年は給水設備工事、

令和７年は屋根、外壁の改修工事を行う予定にして

おります。 

 その下の業務委託料５０万６，０００円ですけど

も、これは建築基準法に基づく３年に一回の定期点

検、特殊建築物等定期報告業務、この委託料で、今

森住宅２号棟と、それから塩津の３号棟を対象にし

ております。 

 その下、１２行目ですけども、補修工事費８，０

３１万２，０００円です。内容としましては、ゼロ

市債、これに１，１７８万円計上しております。こ

れは１２月補正の際に債務負担行為のところで説

明をさせていただきました。 

 次に、長寿命化計画に基づく改修工事、これを予

定しております。先ほど申し上げた内容ですけども、

一つは市営高屋住宅Ｂ棟の給水設備工事、この改修

工事を予定しております。これが２，９００万４，

０００円です。このほかに栄町住宅１号棟の外壁改

修工事を予定しておりまして、２，３５２万８，０

００円計上しております。 



 55 

 そのほかは、退去に係る修繕工事、これを計上し

ております。 

 その下、７行目のところですけども、移転補償金

で４９万９，０００円です。これは、２０２１年度

から一本松住宅と但東の出合市場住宅、ここの用途

廃止を進めておりましたけども、残りがあと但東の

出合市場住宅の中のお一人ということになりまし

て、その残りの分の移転料と、それから支援一時金、

これを計上しております。 

 それから、その下、住宅改修促進事業費です。１，

７４５万２，０００円です。主なものしまして、４

行目の業務委託料１５７万５，０００円です。これ

は耐震診断業務５０件予定をしております。 

 それから、その下の補助金、住宅耐震改修促進事

業費１，５８０万円。これは耐震化工事を行う際の

計画策定、それと耐震化工事の補助を行うものでご

ざいます。 

 それから、下の住宅新築資金等貸付金回収事業費

２１万６，０００円です。これは住宅新築資金等の

貸付金の滞納者に対する徴収業務、これに必要な調

査旅費とか催告書の送付等の事務経費です。 

 その下が老朽危険空き家対策事業費で７６５万

３，０００円です。 

 下から２行目の特定空家等除却支援事業費３９

９万６，０００円、これは国県の補助制度を活用し

て所有者が特定空家等の除却を行う際に補助する

制度です。今年度３件分を見込んでおります。あっ、

来年度ですけど。 

 一番下が危険空き家除却支援事業費３３３万円

計上しております。これは新たに創設した補助制度

でございます。１軒当たり３３万３，０００円で、

１０軒分を計上しております。 

 次に、２６６ページ、２６７ページをご覧くださ

い。３段目の災害対策費の中の災害対策事業費、下

から７行目の補助金、土砂災害対策支援事業費です。

６００万円を計上しております。これは土砂災害特

別警戒区域にある住宅等の移転とか除却、防護壁の

設置、改修に対して国、県とともに補助を行う費用

でございます。 

 歳出は以上です。 

 次に、歳入を説明させていただきます。 

 ２８ページと２９ページ、ご覧ください。下の表

ですけども、総務使用料の上から４行目、行政財産

目的外使用料２，３２４万７，０００円、この中の

４０９万４，０００円ですけども、これが市営住宅

のお試し居住、それから大学生入居の使用料分、あ

とはＮＴＴ、関電柱等の占用料の収入です。 

 それから、３０、３１ページです。土木使用料の

４段目、住宅使用料２億３，５８８万６，０００円

のうちの、ここから５行目に記載されてます移住促

進住宅使用料、これを除いたところが市営住宅のも

のになりますので、２億３，２５２万６，０００円、

これが公営住宅、特公賃住宅、出石の改良住宅、そ

れらから駐車場の料金、この使用分です。 

 次が３８ページ、３９ページになります。一番下

の土木費国庫補助金、住宅費補助金、社会資本整備

総合交付金３，４５５万４，０００円です。内訳は

記載しておりますとおり、先ほど歳出で申し上げま

した簡易耐震診断、公営住宅等のストック総合改善

事業、これは高屋のＢ棟、栄町１号棟の工事に伴う

ものです。民間住宅耐震改修助成、それから老朽危

険空き家の除却の補助、こういったものに係る国の

補助金です。 

 次が４０、４１ページです。一番上の消防費国庫

補助金、消防費補助金、社会資本整備総合交付金の

崖地近接等危険住宅移転事業費７３万１，０００円

です。これは土砂災害特別警戒区域にある住宅等の

移転、除却、防護壁の設置、改修に係る国の補助金

です。 

 ５２、５３ページをご覧ください。一番上の消防

費国庫補助金の消防費補助金、社会資本総合整備交

付金の崖地近接棟危険住宅移転事業費７３万１，０

００円です。これは先ほどの土砂災害特別警戒区域

にある住宅等の移転等の国の補助金でございます。 

 ５２、５３ページです。下から２段目の欄、土木

費県補助金、住宅費補助金１７７万８，０００円で

す。内訳は記載しておりますとおり、簡易耐震診断、

民間住宅耐震改修助成事業に係る補助、老朽危険空
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き家の除却の補助、これらに係る県の補助金です。 

 次は、５４、５５ページになります。上の表の６

段目、消防費県補助金、災害対策費補助金２６３万

４，０００円、これが住宅建築物の土砂災害対策支

援事業補助金です。これも土砂災害特別警戒区域に

ある住宅等の移転等の補助金で、国庫補助金で説明

した内容です、の県の補助金です。 

 ６４、６５ページをご覧ください。上の表です。

下のほうの土木費貸付金元利収入、住宅資金貸付金

元利収入６３万６，０００円のうち６１万３，００

０円、これが説明欄記載の上の３つ、住宅改修資金

と住宅新築資金、宅地取得資金の貸付金に係る元利

収入です。そのほか、雑入等については昨年とほぼ

同様の内容ですので、省略させていただきます。 

 歳入のほうは以上です。 

 債務負担行為、地方債等はございません。 

 建築住宅課分は以上でございます。 

○分科会長（芹澤 正志） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（芹澤 正志） 質疑を打ち切ります。 

 次に、地籍調査課の説明をお願いします。 

 地籍調査課、依田課長。 

○地籍調査課長（依田 隆司） 歳出から説明させて

いただきます。 

 ２１１ページをご覧ください。説明欄の上から１

９行目、地籍調査事業費です。４，３７９万円を計

上しています。主な費用ですが、業務委託料の地籍

調査業務で４，１７３万円を計上しています。調査

の概要ですが、地籍調査は一つの区域を３年で実施

いたします。１年目は法務局の公図や登記簿などの

事前調査で、実施します区域は城崎町楽々浦、中陰、

出石町荒木の３地区、１，０７平方キロメートル、

２年目は現地立会い調査や測量業務で、森津、但東

町西谷の２地区、０．４１平方キロメートル、３年

目は成果の閲覧で、宮井、出石町荒木、但東町西谷

の３地区、１．７平方キロメートルです。合計８地

区、３．１８平方キロメートルを予定しています。 

 これらを実施することによりまして、全体面積に

対する進捗率ですが、０．４ポイント増の１４．４％

となる予定でございます。 

 次に、歳入です。 

 ５１ページをご覧ください。農業費補助金の説明

欄、下から１３行目の地籍調査事業費補助金です。

補助対象経費に対する県からの補助金３，８４０万

３，０００円を計上しています。 

 次に、７３ページをご覧ください。下から２５行

目、雑入の事業協力金、公共事業円滑化推進協力金

として３４３万２，０００円を計上しています。こ

れは、先行地籍事業といいまして、山陰近畿自動車

道のような大規模公共事業の用地買収に先行して

地籍調査を実施する場合には、費用の５％を県から

協力金としていただく制度がありまして、その収入

でございます。 

 説明は以上です。 

○分科会長（芹澤 正志） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

○委員（村岡 峰男） １つだけ。 

○分科会長（芹澤 正志） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 地籍調査、多いときには１億

円近くあったように思うんですけれども、えらい半

減ですけども、しなきゃならないところがなくなっ

たということですか。 

○分科会長（芹澤 正志） 依田課長。 

○地籍調査課長（依田 隆司） すみません、１２月

の建設経済委員会のときにも説明させていただき

ましたけども、国の経済対策によりまして、補正が

つきました。少々お待ちください。９，０３３万６，

０００円が補正でつきましたので、それも時期的な

こともありまして全額繰越しを予定しております。

その９，０００万円の分と今回の４，３００万円を

合わせた事業費で、令和６年度、事業実施に向かっ

ていきたいと思っております。以上です。 

○委員（村岡 峰男） 分かりました。 

○分科会長（芹澤 正志） ほかございませんか。 

 質疑を打ち切ります。 

 以上で都市整備部の職員の方は退席いただいて

結構です。 
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 暫時休憩します。再開は午後３時３５分。 

午後３時２１分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後３時３５分 分科会再開 

○分科会長（芹澤 正志） 皆さんおそろいのようで

すので、ただいまから建設経済分科会を再開します。 

 それでは、第２３号議案、令和６年度豊岡市一般

会計予算を議題とします。 

 次は、上下水道部に関する審査です。 

 当局におかれましては、新規事業、前年度からの

大きな変更のあった事業及び主要事業等の議会説

明を要する事業について、その概要を簡潔に説明い

ただきます。 

 順番につきましては、歳出、歳入、債務負担行為、

地方債の順にお願いします。 

 なお、説明に当たっては資料のページ番号をお知

らせください。 

 質疑は、説明が終わった後に課ごとに行います。 

 それでは、まず水道課から説明願います。 

 水道課、谷垣課長、どうぞ。 

○水道課長（谷垣 康広） 水道事業に関する部分に

ついてご説明いたします。 

 一般会計予算書の１９５ページをご覧ください。

歳出でございます。 

 表の最下段、水道事業会計負担金を３億５，２５

９万６，０００円予定しております。これは主に総

務省の繰り出し基準に基づいて、一般会計から水道

事業会計へ繰り出すものでございます。補助事業に

対する一般会計からの負担金などでございます。 

 続きまして、歳入でございます。 

 ７５ページをご覧ください。市債です。下の表の

下から３段目、保健衛生費の水道施設整備事業債を、

補助事業に対する負担金の財源として６，５５０万

円予定しています。 

 続きまして、１０ページをご覧ください。第３表、

地方債ですが、上から２０行目、水道施設整備事業

債を同様に６，５５０万円としております。 

 説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○分科会長（芹澤 正志） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（芹澤 正志） 質疑を打ち切ります。 

 次に、下水道課の説明をお願いします。 

 下水道課、榎本課長。 

○下水道課長（榎本 啓一） では、下水道課に関係

する部分について説明をさせていただきます。 

 まず、歳出のほうから説明をいたします。 

 予算書は１９３ページをご覧ください。説明欄、

上の枠の一番下、浄化槽設置事業費補助金８６万４，

０００円は、市の浄化槽設置整備事業補助金交付規

程に基づいて、生活排水処理計画で定める合併浄化

槽区域内の住宅への浄化槽設置に対し、補助金を交

付するものです。 

 次に、２５５ページをご覧ください。説明欄、上

から２つ目の枠、下水道事業会計負担金２５億６，

５２５万６，０００円は、総務省繰り出し基準等に

基づいて下水道事業会計の負担金として計上して

おります。 

 次に、歳入です。 

 ３９ページをご覧ください。説明欄２つ目の枠の

１行目、循環型社会形成推進交付金２８万８，００

０円は、浄化槽設置事業に係る交付金で、事業費８

６万４，０００円の３分の１を計上しております。 

 説明は以上です。よろしくお願いします。 

○分科会長（芹澤 正志） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（芹澤 正志） 質疑を打ち切ります。 

 これで第２３号議案、令和６年度豊岡市一般会計

予算について、説明、質疑が全て終わりました。 

 本来なら、ここで第２３号議案に対する討論、表

決を行うところですが、順序を入れ替えて、先に第

３２号議案及び第３３号議案を審査したいと思い

ます。 

 ここで、建設経済分科会を暫時休憩します。 

午後３時３３分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後３時３３分 委員会再開 
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○分科会長（芹澤 正志） それでは、・建設経済委

員会を再開します。 

 それでは、第３２号議案の審査に入ります。 

 第３２号議案、令和６年度豊岡市水道事業会計予

算を議題とします。 

 当局の説明を求めます。 

 水道課、谷垣課長。 

○水道課長（谷垣 康広） 第３２号議案、令和６年

度豊岡市水道事業会計予算についてご説明いたし

ます。 

 豊岡市特別会計予算書の２４５ページをご覧く

ださい。２４５から２４７ページまでにつきまして

は、本会議で部長が説明したとおりでございます。 

 詳細につきましては、予算実施計画でご説明いた

します。 

 ２５１ページをご覧ください。まず、収益的収入

及び支出でございます。収入では、水道事業収益と

して２５億１，９５０万２，０００円を予定してお

ります。主なものといたしましては、その２つ下、

営業収益の水道料金１９億８５２万３，０００円で

ございます。営業外収益のうち一般会計補助金など、

一般会計予算で説明いたしました水道事業会計負

担金の一部でございます。 

 ２５２ページをご覧ください。支出では、水道事

業費用として２２億５，８００万３，０００円を予

定しています。営業費用は２０億６，０５３万１，

０００円で、主なものといたしまして、２５３ペー

ジの配水及び給水費の中段やや下辺りでございま

すが、負担金５５０万円を計上しております。これ

につきましては、兵庫県が県下事業体に参加を呼び

かけ実施いたします漏水調査事業に対する費用負

担でございます。 

 次に、２５６ページをご覧ください。資本的収入

及び支出でございます。上段の資本的収入は７億５，

９９０万１，０００円を予定しております。企業債

のほか、一般会計出資金、負担金、補助金を計上し

ております。 

 下段の資本的支出は２４億１，１１５万２，００

０円を予定しております。建設改良費は１４億１，

３４７万４，０００円を予定しており、工事請負費

として１３億４，６００万円を計上しております。 

 事前にお手元に配付しております予定箇所図を

ご覧ください。資料２枚ご提示させていただいてお

ります。資料１のほうに管工事の予定箇所を、資料

２のほうに施設整備の予定箇所をお示ししており

ます。 

 資料１のほうには、管工事の予定箇所となってお

ります。赤の着色で国県事業の箇所と、吹き出しで

事業概要を示しております。右の表には、ゼロ市債

を含みます老朽管の更新事業の内訳を記載してお

ります。合わせまして、５億８，７００万円を予定

しております。 

 資料２をご覧ください。施設整備の主なものを示

しております。出石地域の白山配水池耐震補強事業、

城崎地域の大見塚受水池・配水池改築事業、令和４

年度から実施しております佐野浄水場の膜ろ過設

備更新事業、この膜ろ過につきましては、本年度完

了を予定しております。 

 また、先ほど申しました、２５３ページで負担金

のところでご説明いたしました県への負担金の分

ですけども、人工衛星を使用した漏水調査を予定し

ております。県の募集について、県下２５事業体が

参加するものでございます。 

 その他、各施設の整備を予定しております。また、

ご清覧いただけたらと思います。 

 ２５７ページから２６１ページまでは、キャッシ

ュフロー計算書、給与費明細書を添付しております。

ご清覧ください。 

 ２６２ページをご覧ください。債務負担行為に関

する調書でございます。全て以前に設定をさせてい

ただいているものになっております。 

 ２６４ページから予定貸借対照表、予定損益計算

書、注記を添付しておりますので、ご清覧ください。 

 なお、令和６年度の純利益につきましては、２５

７ページのキャッシュフロー計算書の一番上段、１

億４，２０４万４，０００円を予定しています。 

 説明は以上です。 

○委員長（芹澤 正志） 説明は終わりました。 
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 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（芹澤 正志） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（芹澤 正志） 討論を打ち切ります。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（芹澤 正志） ご異議なしと認めます。よ

って、第３２号議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

 続いて、第３３号議案、令和６年度豊岡市下水道

事業会計予算を議題とします。 

 当局の説明を求めます。 

 下水道課、榎本課長。 

○下水道課長（榎本 啓一） 第３３号議案、令和６

年度豊岡市下水道事業会計予算について説明をさ

せていただきます。 

 上下水道部長が本会議で説明したとおりですが、

私からは実施計画で説明をさせていただきます。 

 ２７９ページをご覧ください。まず、収益的収入

及び支出ですが、収入では下水道事業収益として５

６億６，１００万９，０００円を予定しております。

主なものといたしましては、営業収益の下水道使用

料１６億４，２５６万７，０００円、雨水処理及び

し尿処理に係る他会計負担金１億４，８６９万円、

営業外収益の汚水処理に係る総務省繰り出し基準

等に基づいた一般会計からの補助金２３億８，９３

５万５，０００円、長期前受金戻入れ１４億３，０

０１万１，０００円及び消費税及び地方消費税還付

金３，６０６万２，０００円などです。 

 次に、２８０ページをご覧ください。支出は、下

水道事業費用として４９億１，３９８万４，０００

円を予定しています。営業費用の主なものといたし

ましては、管渠費では異常通報等に係る通信運搬費

１，６０４万９，０００円、施設の維持管理に必要

な委託料５，４３５万７，０００円、道路工事に伴

うマンホールの高さ調整やマンホールポンプなど

の修繕費４，０７１万９，０００円、動力費として

５８５か所あるマンホールポンプ場などの電力料

金５，０２０万３，０００円、ポンプ場費は、桃島

雨水ポンプ場及び京口中継ポンプ場に係る費用で、

施設の運転管理などの委託料１，９６１万２，００

０円。 

 ２８１ページに移りまして、処理場費は、処理場

の運転管理や汚泥処理運搬業務などの委託料とし

て４億８，７７２万５，０００円、各施設の機器修

繕に係る費用として修繕費９，３６１万円、汚泥の

処分先である北但行政事務組合への処分に係る汚

泥処理負担金１，０４５万円、動力費といたしまし

て１億８，１０５万４，０００円などです。 

 次に、２８２ページに移りまして、総係費は、下

水道台帳整備等の委託料として１，１７６万７，０

００円、使用料徴収事務などの負担金６，０１８万

３，０００円などが主なものです。 

 次に、減価償却費では、有形及び無形固定資産の

減価償却費３２億７，１９２万６，０００円を計上

しております。 

 営業外費用では、企業債等の支払い利息として４

億３，７８６万４，０００円が主なものです。 

 次に、２８４ページをご覧ください。資本的収入

は３３億３，０８５万２，０００円を予定しており

ます。主なものといたしましては、建設改良事業に

係る企業債２１億６，８９０万円、国庫補助金１１

億２，１３１万円、雨水事業に係る一般会計補助金

４，０００万円などです。 

 次に、資本的支出は５９億３，４００万９，００

０円を予定しております。建設改良費の主なものは、

管渠施設事業費では、施設の長寿命化のため、実施

設計及び内水浸水想定区域図作成業務などの委託

料として１億３，２０３万１，０００円。 

 ２８５ページに移りまして、施設の統廃合、長寿

命化などの工事請負費として７億９，７００万円が

主なものです。 

 処理場施設事業費は、処理施設長寿命化に係る設

計業務などの委託料７，９０３万１，０００円、工

事請負費として１１億４，４２０万円などを計上し
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ております。 

 また、企業債償還金は３７億３，００７万７，０

００円を計上しています。 

 なお、統廃合事業につきましては、２０２４年度

に出石地域の日野辺、寺坂と、但東地域の水石の３

処理区の出石処理区への統合を完了する予定とな

っております。３処理区の統合が完了すれば、統廃

合事業着手前に５４か所あった処理場が２８か所

になります。 

 また、統廃合事業完了後にも、残る処理場につい

ては延命化を図るべく、２０２４年では城崎浄化セ

ンター、日高中央浄化センターなどの長寿命化工事

を予定をしております。 

 説明は以上です。よろしくお願いします。 

○委員長（芹澤 正志） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 説明があったのかなかったの

か、ちょっと聞き取れなかったし、分からないんで

すが、まず、恐らくなかったですね。下水道利用の

加入の問題で、城崎の加入率、特に大手の旅館が入

ってないというのがずっと結構議論になってたん

ですが、今の現状、進んだか進んでないかも含めて

聞かせてください。 

○委員長（芹澤 正志） どうぞ。 

○下水道課長（榎本 啓一） 城崎の下水の水洗化率

いうことだと思うんですけども、令和４年度、２０

２２年度末でいいますと、豊岡市全体の水洗化率が

９５．２４％で、城崎においては８７．２％と、ち

ょっと悪い数字にはなっております。 

 水洗化がそれで今進んでいるかいうことになる

と、大手旅館含めてなんですけど、少しずつではあ

りますけども、旅館組合等も協力していただいて進

めていただいてるところで、令和５年度、今年度に

おいても３軒の旅館については水洗化のほうを進

めていただいているところです。 

 その後、普及促進なんですけども、毎年９月１０

日に下水道デーが行われまして、豊岡市の全域を３

つに分けまして、まだ水洗化しておられないところ

についてお願いをしています。 

 率だけ申しましたけども、城崎地域については、

特に普及率が低いこともあって、毎年訪問させてい

ただいております。 

○委員長（芹澤 正志） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 水洗化率っていうふうに言わ

れるんだけども、水洗化率いったら浄化槽や合併浄

化槽も水洗化率に入っちゃうんですか。 

○委員長（芹澤 正志） 榎本課長。 

○下水道課長（榎本 啓一） 合併浄化槽につきまし

ては、下水道処理区域内の水洗化率をカウントする

ときには、合併浄化槽はカウントしておりません。

区域外とか何かになるとまたちょっとカウントの

仕方が違うんですけども、基本的に下水道で水洗化

率といったら、下水道施設に接続してもらうという

ことをもって水洗化率に計上しております。 

○委員長（芹澤 正志） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） よかった。いや、水洗化率言

われるから、加入率ですね。ですから、計画区域内

では加入率ということなんだというふうに理解し

ますけども、城崎が低いと、加入率がね、いう問題

で、委員会としてもこれまでも意見もつけたことも

あると思うんですね。ですから、下水道の会計上、

もう入ってもらう、入ってもらわんかで随分違うと

いうこともあるので、一生懸命加入のお願いもされ

てると思うんですけども、やっぱり一層強めてほし

いなと。こんなことはあんまり大きな声で言えん問

題だと僕、思うんですよ、外に向かって。城崎の、

委員長がおられるんだけども、城崎独特の下水の機

構も含めて、外には言いにくいけども、加入率がそ

ういうこともあって低いとなると、やっぱりいろん

な意味で問題が出てくると思うので、頑張ってやっ

てほしいなと。いろいろあろうけども、市もいろい

ろと、観光業にもいろんな協力も支援もしとるわけ

ですから、そんなんも併せてね。いろいろ言い分は

あろうけども、頑張って加入してほしいと。もっと

頑張ってください。お願いします。 

○委員（福田 嗣久） 一つよろしいか。 

○委員長（芹澤 正志） はい。 
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○委員（福田 嗣久） 新年度予算で見ておりまして、

キャッシュフロー計算書で下水道も水道もかなり

減少する、キャッシュが減少する計算書になってま

すけれども、これは基本的には、また決算が結べて、

１年先には大分改善するのか、毎年のことでよく頭

に入ってないので。というのは、収益を低めに見る

んだろうし、投資活動も多少多めに見るんだろうし、

結果として１年たったらそこまで減らないっちゅ

ことになるのかな。ちょっと教えてよ。それは下水

道も水道も。 

○委員長（芹澤 正志） どうぞ。 

○水道課参事（大谷 賢司） キャッシュフロー計算

書の場合は、これは公営企業の場合は義務づけられ

ておりますけれども、このキャッシュフロー計算書

で示しますものは、予算を全部使い切ったという計

算になっておりますので、はい、ですので、決算を

くくってみると、もう少し抑えられてるっていうこ

とがあるかも分かりませんけれども、全て使い切る

ということはないと思いますので、改善はすると思

っております。水道も下水もそうだとは思いますけ

ど。 

○委員（福田 嗣久） 下水もそうでしょ。 

○水道課参事（大谷 賢司） はい。 

○委員（福田 嗣久） あまりにようけ減るでな。こ

れだったら、毎年繰り返しとったらキャッシュフロ

ーのうなっちゃうからな。気がしたんで、よろしい、

それで。 

○委員長（芹澤 正志） ほかにどうでしょうか。 

 では、質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（芹澤 正志） 討論を打ち切ります。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（芹澤 正志） ご異議なしと認めます。よ

って、第３３号議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

 以上で上下水道部の職員の方は退席していただ

いて結構です。お疲れさまでした。 

 ここで、建設経済委員会を暫時休憩します。 

午後３時５２分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後３時５３分 分科会再開 

○分科会長（芹澤 正志） それでは、建設経済分科

会を再開します。 

 第２３号議案、令和６年度豊岡市一般会計予算の

討論、表決を行います。 

 討論はありませんか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 毎年の予算で同じことを言っ

てきたんですけども、但馬空港利用促進について、

今年も８，０００万円という予算が計上されていま

す。私は補助率が非常に高いと、補助率は一律４，

５００円という、これだけの補助が要るのかと、財

政が非常に厳しいということを盛んに言われる中

で、えらい大盤振る舞いだなと、対県、あるいはほ

かの自治体との関係もあるかもしれませんが、この

補助率というんか、一律４，５００円の見直しはど

うしてもする必要があると、それがされない範疇に

おいては、この予算には賛成し難いと申し上げてお

きます。 

○分科会長（芹澤 正志） その他、討論はありませ

んか。 

 清水委員。 

○委員（清水  寛） ちょっと長いです、頑張って

つくってきた。 

 コウノトリ但馬空港は、市域の優位性を保つため

に必要な空港であり、公共交通機関としてはもちろ

ん、災害時の広域防災拠点としての価値も高めてま

いりました。現在、滑走路の安全区域の確保ととも

に、首都圏直行便就航を可能にする滑走路延伸や就

航率向上につながる機能強化などが議論されてお

ります。 

 新年度は需要のさらなる拡大のため、前年度より

２，０００万円増額し、開港３０周年記念事業とし

て学生応援キャンペーンや大阪・関西万博へ広報、

宣伝活動の強化を図るなど、この機会を契機に積極



 62 

的な事業が計画されています。 

 観光を基幹産業の一つとする豊岡市及び但馬地

域の自治体にとって、特に関西圏からの交流人口を

支える公共交通機関は今後ますます需要が高くな

ると考えます。 

 開港時からの悲願である東京直行便の実現に向

け、引き続き利用促進に取り組む必要があり、適切

な予算であると考えます。 

 よって、本案には賛成いたします。以上です。 

○委員（村岡 峰男） 長いな。本番はもっと長くし

ます。 

○分科会長（芹澤 正志） そのほか討論はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（芹澤 正志） それでは、賛成、反対の

意見がありますので、挙手により採決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものに賛成の委

員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○分科会長（芹澤 正志） 賛成多数により、第３２

号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定しま

した。 

 次に、意見、要望のまとめです。本日の第２３号

議案、令和６年度豊岡市一般会計予算の説明、質疑、

討論、表決が終わりました。 

 本議案について、当分科会として付すべき意見、

要望がありましたら、ご意見を願います。 

 暫時休憩いたします。 

午後３時５８分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後３時５９分 分科会再開 

○分科会長（芹澤 正志） それでは、再開いたしま

す。 

 それでは、意見、要望としましては何かございま

すでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（芹澤 正志） では、なしということで。 

 それでは、次に、分科会長報告についてでありま

すけども、先ほどの案文は正副分科会長に一任いた

だきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（芹澤 正志） ご異議がございませんの

で、正副分科会長にご一任願います。 

 ここで建設経済分科会を閉会します。 

午後４時００分 分科会閉会 

──────────────────── 

午後４時００分 委員会開会 

○委員長（芹澤 正志） 続いて、建設経済委員会を

再開いたします。 

 本日の第３０号議案、令和６年度豊岡市太陽光発

電事業特別会計予算、第３２号議案、令和６年度豊

岡市水道事業会計予算、第３３号議案、令和６年度

豊岡市下水道事業会計予算の説明、質疑、討論、表

決が終わりました。 

 委員会として付すべき意見、要望がありましたら

ご発言願います。 

 暫時休憩いたします。 

午後４時０１分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後４時０１分 委員会再開 

○委員長（芹澤 正志） それでは、委員会を再開い

たします。 

 ただいまの意見、要望の取りまとめですけども、

何かございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（芹澤 正志） ありがとうございます。 

 次に、委員会報告についてでありますが、先ほど

のを要約するということで、案文は正副委員長にご

一任いただきたいと思いますが、ご異議ありません

でしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（芹澤 正志） 異議がありませんので、正

副委員長にご一任願います。 

 その他でございます。委員の皆様から何かござい

ますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（芹澤 正志） では、ないようですので、

本日の建設経済委員会を閉会します。 
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 なお、次回の委員会は、明日１９日午前９時半か

ら、ここで行います。 

 大変長時間お疲れさまでした。また、明日も引き

続きよろしくお願いいたします。ありがとうござい

ました。 

午後４時０３分 委員会閉会 

──────────────────── 

 


